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◇一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

平成１８年度より支給停止してきた６％の地域手当について、他市の支給状況などを勘案し、当

分の間、６％のうち３％の地域手当を支給するものです。 

２ 改正の内容 

（１） 地域手当を支給しない旨の特例を廃止し、平成２７年４月から当分の間、新たに「６％」 

を「３％」に読み替える特例を設けます。（附則第１７条関係） 

３ 施行期日 平成２７年４月１日 

 

◇大和高田市自転車駐車場条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

自動二輪車の駐車対策の一環として、原動機付自転車の利用を認めている自転車駐車場５か所に

ついて、普通自動二輪車の一部についても利用することができるよう所要の規定の整備を行うもの

です。 

２ 改正の内容 

（１） 自転車駐輪場に駐車できる車両に、普通自動二輪車のうち側車付きのものを除いたものであ

って、総排気量が０．０５リットルを超え０．１２５リットル以下のものを加えるとともに、

各自転車駐車場に駐車することのできる車両の種類を規定します。（第３条関係） 

（２） 普通自動二輪車の使用料を規定します。（別表関係） 

３ 施行期日 平成２７年１月１日 

 

◇大和高田市自転車等の安全利用に関する条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

 放置禁止区域外の公共の場所に放置された自転車等であっても、良好な環境を確保するため必要 

があると認めるときは、措置を講じることができるよう所要の規定の整備を行うものです。 

２ 改正の内容  

（１） 放置禁止区域外の放置自転車等の措置に関する規定を追加します。（第９条の２関係） 

（２） 放置禁止区域外の放置自転車等の措置に関する規定に基づき措置を講じた自転車等について

も、保管した自転車等の措置、費用の徴収の規定の適用が可能となるよう規定を整備します。

（第１０条及び第１１条関係） 

（３） その他所要の規定の整備を行います。 

３ 施行期日 平成２７年４月１日 

 

◇大和高田市精神障害者医療費助成条例 

１ 理由 

 精神障害者に対し、医療費の一部を助成し、もって精神障害者の健康の保持及び福祉の増進を図

るため、新たに条例を制定するものです。 

２ 内容  

公布された条例のあらまし 
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（１） 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害等級が１級である者に対する医療費の助成

制度を拡充します。 

３ 施行期日 平成２７年４月１日 

 

◇大和高田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法の基準等に関する条例 

１ 理由 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 

」による「介護保険法」の一部改正に伴い、介護保険法に基づき厚生労働省令で定められていた指 

定介護予防支援事業者の指定の要件並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるもの 

です。 

２ 内容  

（１） 介護保険法第５９条第１項第１号、第１１５条の２２第２項第１号並びに第１１５条の２４ 

第１項及び第２項の規定に基づき、指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の要件、指定 

介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準並びにこれらの基準のうち基準該当介護予防支援の事業に関する

基準を定めます。 

【厚生労働省令で定める基準に従い定めるもの】 

  ① 人員に関する基準に係る規定 

  ② 運営に関する基準に係る規定のうち第６条第１項及び第２項、第７条、第２４条及び第２ 

８条の規定 

 【厚生労働省令で定める基準を参酌して定めるもの】 

  ① 基本方針 

  ② 運営に関する基準に係る規定（第６条第１項及び第２項、第７条、第２４条及び第２８条 

の規定を除く。） 

  ③ 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に係る規定 

  ④ 基準該当介護予防支援に関する基準に係る規定 

３ 施行期日 平成２７年４月１日 

 

◇大和高田市地域包括支援センターの事業の人員及び運営の基準に関する条例 

１ 理由 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律」による「介護保険法」の一部改正に伴い、地域包括支援センターの事業の実施に係る人員及び

運営に関する基準を定めるものです。 

２ 内容 

（１） 介護保険法第１１５条の４６第５項の規定に基づき、地域包括支援センターの事業の実施に 

係る人員及び運営に関する基準を定めます。 

 【厚生労働省令で定める基準に従い定めるもの】 

  ① 地域包括支援センターに配置すべき人員及び員数 

 【厚生労働省令で定める基準を参酌して定めるもの】 
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   ① 基本方針 

３ 施行期日 平成２７年４月１日 

 

◇大和高田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改

正する法律」の公布による「児童扶養手当法」の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行うもので

す。 

２ 改正の内容  

（１） 児童扶養手当法の引用条項を整備します。（附則第５条第７項関係） 

３ 施行期日 公布の日 

 

◇大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

  「特別職の職員の給与に関する法律」の一部改正に鑑み、議員の期末手当の支給割合を改定する 

ものです。 

２ 改正の内容 

【第１条 大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正】 

（１） 議員の平成２６年１２月期の期末手当の支給割合について引上げ改定を行います。（第５条

関係） 

  期末手当の支給割合の改定 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 １．４０月 １．４０月 ０．００月 

１２月期 １．５５月 １．７０月 ０．１５月 

計 ２．９５月 ３．１０月 ０．１５月 

 

【第２条 大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正】 

（１） 議員の平成２７年６月期以降の期末手当の支給割合について改定を行います。（第５条関係） 

  期末手当の支給割合の改定 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 １．４０月 １．４７５月  ０．０７５月 

１２月期 １．７０月 １．６２５月 ▲０．０７５月 

計 ３．１０月 ３．１０月  ０．０００月 

３ 施行期日 公布の日 

平成２７年４月１日   

 

◇特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

 「特別職の職員の給与に関する法律」の一部改正に鑑み、市長及び副市長の期末手当の支給割合 

を改定するものです。 
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２ 改正の内容 

【第１条 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正】 

（１） 市長及び副市長の平成２６年１２月期の期末手当の支給割合について引上げ改定を行います。

（第６条関係） 

  期末手当の支給割合の改定 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 １．４０月 １．４０月 ０．００月 

１２月期 １．５５月 １．７０月 ０．１５月 

計 ２．９５月 ３．１０月 ０．１５月 

【第２条 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正】 

（１） 市長及び副市長の平成２７年６月期以降の期末手当の支給割合について改定を行います。（第

６条関係） 

  期末手当の支給割合の改定 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 １．４０月 １．４７５月   ０．０７５月 

１２月期 １．７０月 １．６２５月 ▲０．０７５月 

計 ３．１０月 ３．１０月   ０．０００月 

３ 施行期日 公布の日 

平成２７年４月１日        

 

◇大和高田市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由  

  「特別職の職員の給与に関する法律」の一部改正に鑑み、教育長の期末手当の支給割合を改定す 

るものです。 

２ 改正の内容 

【第１条 大和高田市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部改正】  

（１） 教育長の平成２６年１２月期の期末手当の支給割合について引上げ改定を行います。（第２

条関係） 

期末手当の支給割合の改定 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 １．４０月 １．４０月 ０．００月 

１２月期 １．５５月 １．７０月 ０．１５月 

計 ２．９５月 ３．１０月 ０．１５月 

【第２条 大和高田市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部改正】 

（１） 教育長の平成２７年６月期以降の期末手当の支給割合について改定を行います。（第２条関

係） 

  期末手当の支給割合の改定 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 １．４０月 １．４７５月 ０．０７５月 
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１２月期 １．７０月 １．６２５月 ▲０．０７５月 

計 ３．１０月 ３．１０月 ０．０００月 

３ 施行期日 公布の日 

平成２７年４月１日        

 

◇一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

人事院勧告に基づく、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」に鑑み、本

市の一般職の職員の給与を改定するものです。 

２ 改正の内容 

【第１条 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正】 

（１） 全ての給料表について、給料表の引上げを行います。（別表第１から別表第３まで関係） 

（２） 平成２６年１２月期の勤勉手当の支給割合について０．１５月分引上げを行います。（第１８

条関係） 

一般職員 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 
期末手当 １．２２５月 １．２２５月 ０．００月 

支給済み 
勤勉手当 ０．６７５月 ０．６７５月 ０．００月 

１２月期 
期末手当 １．３７５月 １．３７５月 ０．００月 

計０．１５月 
勤勉手当 ０．６７５月 ０．８２５月 ０．１５月 

計 ３．９５月 ４．１月 ０．１５月  

  

再任用職員 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 
期末手当 ０．６５月 ０．６５月 ０．００月 

支給済み 
勤勉手当 ０．３２５月 ０．３２５月 ０．００月 

１２月期 
期末手当 ０．８月 ０．８月 ０．００月 

計０．０５月 
勤勉手当 ０．３２５月 ０．３７５月 ０．０５月 

計 ２．１月 ２．１５月 ０．０５月  

 

【第２条 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正】 

（１） 医療職給料表（１）を除く、全ての給料表について、給料表の引下げを行います。（別表第１

から別表第３まで関係） 

（２） 平成２７年６月期以降の勤勉手当の支給割合について、改定を行います。（第１８条関係） 

一般職員 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 
期末手当 １．２２５月 １．２２５月 ０．００月 

計０．０７５月 
勤勉手当 ０．６７５月 ０．７５月 ０．７５月 

１２月期 
期末手当 １．３７５月 １．３７５月 ０．００月 

計▲０．０７５月 
勤勉手当 ０．８２５月 ０．７５月 ▲０．０７５月 

計 ４．１月 ４．１月 ０．００月  

 

再任用職員 
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 現行 改正後 改定の内容 

６月期 
期末手当 ０．６５月 ０．６５月 ０．００月 

計０．０２５月 
勤勉手当 ０．３２５月 ０．３５月 ０．０２５月 

１２月期 
期末手当 ０．８月 ０．８月 ０．００月 

計▲０．０２５月 
勤勉手当 ０．３７５月 ０．３５月 ▲０．０２５月 

計 ２．１５月 ２．１５月 ０．００月  

（３） 地域手当を支給しない旨の特例を廃止し、平成２７年４月から当分の間、新たに「６％」を

「３％」に読み替える特例を設けます。（附則第１７項関係） 

【第３条 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正】  

（１） 平成１８年給与改正に伴う現給保障の規定についても、今回の改正と同様に、平成３０年３

月３１日を期限とします。（平成１８年条例第７号改正附則第７項関係） 

３ 施行期日 公布の日 

平成２７年４月１日         

 

◇大和高田市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

  厚生労働省社会保障審議会医療保険部会において、産科医療保障制度の掛金引下げ及び出産育児

一時金の総額を従前どおり維持する方針が決定されたことによる「健康保険法施行令」の一部改正

に伴い、本市国民健康保険の出産育児一時金についてもその総額を維持するための改正を行うもの

です。 

２ 改正の内容 

（１） 出産育児一時金の支給額を３９万円から４０万４千円に引上げます。（第５条関係） 

３ 施行期日 平成２７年１月１日 

 

◇大和高田市立病院の料金等に関する条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

  平成２１年１月１日に公益財団法人日本医療機能評価機構により創設された産科医療補償制度に 

ついて、平成２７年１月１日以降に出生した児に対する「掛金等」が、１分娩につき３０，０００ 

円から１６，０００円に引き下げられることとなったため、分娩料を見直すものです。 

２ 改正の内容 

（１） 分娩料のうち、初産については１回につき１２５，０００円を９５，０００円に、経産につ 

いては１回につき１１５，０００円を８５，０００円に引き下げ、分娩料に産科医療補償制度 

掛金を明記します。（別表第１関係） 

３ 施行期日 平成２７年１月１日 
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条例第２０号 

 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２６年１２月４日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克      

   一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第６３号）の一部を次のように改正する。 

 第１９条の２中「第７条の３」を「第７条の２」に改める。 

 附則第１７項中「平成１８年４月１日」を「平成２７年４月１日」に、「一般職の職員の地域手当は、

第７条の３第１項の規定にかかわらず、支給しない」を「第７条の３第２項の規定の適用については、

同項中「１００分の６」とあるのは「１００分の３」とする」に改める。 

 附則第１８項及び第１９項を削る。 

   附 則 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

条例第２１号 

 大和高田市自転車駐車場条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２６年１２月４日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克      

   大和高田市自転車駐車場条例の一部を改正する条例 

大和高田市自転車駐車場条例（平成５年条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

 第３条を次のように改める。 

 （駐車できる車両） 

第３条 駐車場に駐車できる車両は、次の各号に掲げる駐車場の区分により、当該各号に定める車両

（以下「自転車等」という。）とする。 

 （１） サイクルポート近鉄高田北、サイクルポートＪＲ高田、サイクルポート高田市駅、サイク

ルポート松塚及びサイクルポート浮孔 

  ア 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第１０号に規定する原動機付自転車

（以下「原動機付自転車」という。） 

  イ 道路交通法第２条第１項第１１号の２に規定する自転車（以下「自転車」という。） 

  ウ 道路交通法第３条に規定する普通自動二輪車のうち側車付きのものを除いたものであって、

総排気量が０．０５リットルを超え０．１２５リットル以下のもの（以下「普通自動二輪車」

という。） 

 （２） サイクルポート近鉄高田南及びサイクルポートＪＲ高田西 自転車 

 別表中「原動機付自転車」の次に「及び普通自動二輪車」を加える。 

   附 則 

 この条例は、平成２７年１月１日から施行する。 

 

条例第２２号 

条 例 
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 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２６年１２月４日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克      

   大和高田市自転車等の安全利用に関する条例の一部を改正する条例 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）の一部を次のように改正す

る。 

 第７条第１項中「場所」の次に「（以下「公共の場所」という。）」を加える。 

 第９条の次に次の１条を加える。 

 （放置禁止区域外の放置自転車等の措置） 

第９条の２ 市長は、放置禁止区域外の公共の場所においても、良好な環境を確保するため必要があ

ると認めるときは、放置された自転車等に当該自転車等の利用者等が自ら撤去すべき旨の警告札等

を取り付けることができる。 

２ 市長は、前項に規定する措置を講じた後、なお一定の期間放置されている自転車等については、

あらかじめ定めた場所に移動し、保管することができる。 

３ 市長は、緊急かつやむを得ないと認めたときは、前２項の規定にかかわらず、直ちに放置された

自転車等をあらかじめ定めた場所に移動し、保管することができる。 

 第１０条第１項及び第２項中「前条」を「第９条並びに前条第２項及び第３項」に改める。 

 第１１条第１項中「第９条」の次に「並びに第９条の２第２項及び第３項」を加える。 

   附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

条例第２３号 

 大和高田市精神障害者医療費助成条例をここに公布する。 

  平成２６年１２月４日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克     

大和高田市精神障害者医療費助成条例 

（目的） 

第１条 この条例は、精神障害者に対し、医療費の一部を助成し、もって精神障害者の健康の保持及

び福祉の増進を図ることを目的とする。 

（助成要件） 

第２条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者

（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けている世帯に属する者を除く。）で、

かつ、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）の規定による被保険者又は規則で定める社会

保険各法（以下「社会保険各法」という。）の規定による被保険者、組合員、加入者若しくはこれ

らの者の被扶養者であるものとする。 

（１） 本市内に住所を有する者（病院又は診療所（以下「病院等」という。）に入院し、当該病

院等の所在する場所に住所を変更したことにより、本市以外の市町村から当該病院等に入院をす

る際に本市に住所を変更したと認められる者を除く。） 

（２） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条第２項

の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害等級が１級である者 

（３） 前年の所得（１月から７月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得
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とする。以下同じ。）が、所得税法（昭和４０年法律第３３号）に規定する控除対象配偶者及び

扶養親族（以下｢扶養親族等｣という。）の有無及び数に応じて、国民年金法等の一部を改正する

法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭和６１年政令第５４号）第５２条により読み替えら

れた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令（昭和６１年政令第５３号）第１条の規定に

よる改正前の国民年金法施行令（昭和３４年政令第１８４号。以下｢旧国民年金法施行令｣とい

う。）第６条の４第１項に規定する額を超えない者 

（４） 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。）又は民

法（明治２９年法律第８９号）第８７７条第１項に定める扶養義務者がある者にあっては、当該

配偶者又は扶養義務者で主として精神障害者の生計を維持する者の前年の所得が、扶養親族等の

有無及び数に応じて、旧国民年金法施行令第６条の４第３項に規定する額を超えない者 

２ 前項第３号及び第４号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、旧国民年金法施行令第６

条及び第６条の２の規定の例による。 

（住所地特例） 

第３条 病院等に入院をしたことにより、当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる

者であって、当該病院等に入院をする際に本市に住所を有していたと認められるもの（本市以外の

市町村に所在する病院等に入院した者に限る。）は、前条第１項第１号に規定する本市内に住所を

有する者とみなす。ただし、２以上の病院等に継続して入院をしている者については、国民健康保

険法第１１６条の２第２項の例による。 

（適用除外） 

第４条 前２条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この条例による医療費の

助成を受けることができない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。 

（１） 大和高田市乳幼児医療費助成条例（平成８年条例第３２号）の規定により医療費の助成を

受けることができる者 

（２） 大和高田市心身障害者医療費助成条例（平成８年条例第３３号）の規定により医療費の助

成を受けることができる者 

（３） 大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例（平成８年条例第３４号）の規定により医療費

の助成を受けることができる者 

（４） 大和高田市児童医療費助成条例（平成２４年条例第８号）の規定により医療費の助成を受

けることができる者 

（助成の範囲） 

第５条 医療費の助成は、前３条の規定により医療費の助成を受けることができる者（以下「対象者」

という。）の疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療

に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した額

から次に掲げる額を控除した額に相当する額（以下「助成金」という。）を対象者に支給して行う

ものとする。 

（１） 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第８５条第２項に規定する食事療養標準負担額 

（２） 健康保険法第８５条の２第２項に規定する生活療養標準負担額 

（３） 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相

当する額 

（４） 市長が規則で定める額 

（証明書の交付等） 
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第６条 市長は、対象者に対し、規則で定めるところにより対象者であることを示す証明書を交付す

るものとする。 

２ 対象者は、当該証明書を健康保険法第６３条第３項第１号に規定する保険医療機関又は保険薬局

において医療を受ける際に提示しなければならない。 

（届出） 

第７条 対象者は、住所を変更したときその他規則で定める事由が生じたときは、その旨を速やかに

市長に届け出なければならない。 

（譲渡又は担保の禁止） 

第８条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。 

（助成金の返還） 

第９条 偽りその他不正の手段によって、この条例による助成金の支給を受けた者があるときは、市

長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。 

（損害賠償との調整） 

第１０条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、

当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返

還させることができる。 

（報告） 

第１１条 市長は、医療費の助成に関し必要があると認めるときは、医療費の助成を受ける者に対し、

必要な事項の報告を求めることができる。 

（委任） 

第１２条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行し、同日以後に受けた医療に係る医療費について適用す

る。 

 

条例第２４号 

 大和高田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の 

ための効果的な支援の方法の基準等に関する条例をここに公布する。 

  平成２６年１２月４日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克      

大和高田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 人員に関する基準（第４条・第５条） 

第３章 運営に関する基準（第６条―第３０条） 

第４章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第３１条―第３３条） 

第５章 基準該当介護予防支援に関する基準（第３４条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 
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第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第５９条第１項第

１号、第１１５条の２２第２項第１号並びに第１１５条の２４第１項及び第２項の規定に基づき、

指定介護予防支援事業者（法第５８条第１項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同

じ。）の指定に係る申請者の要件、指定介護予防支援（法第５８条第１項に規定する指定介護予防

支援をいう。以下同じ。）の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準並びにこれらの基準のうち基準該当介護予防支援（法第５９条第

１項第１号に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。）の事業に関する基準を定めるも

のとする。 

（基本方針） 

第２条 指定介護予防支援の事業は、当該事業の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日

常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。 

２ 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の

選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス

及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう

配慮して行われるものでなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊

重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等（法第８条の２第

１６項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。）が特定の種類又は特定の介護予防

サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者（以下「介護予防サービス事業者等」

という。）に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。 

４ 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、地域包括支援センター（法第１１５条の

４６第１項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。）、老人福祉法（昭和３８年法律第

１３３号）第２０条の７の２に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者（法第４

６条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。）、他の指定介護予防支援事業者、

介護保険施設（法第８条第２４項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。）、住民による自発的

な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等及び市との連携に努めなけれ

ばならない。 

（指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の要件） 

第３条 法第１１５条の２２第２項第１号の条例で定める者は、法人とする。 

第２章 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第４条 指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所（以下「指定介護予防支援事業所」とい

う。）ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の保健師その他の指定介護

予防支援に関する知識を有する職員（以下「担当職員」という。）を置かなければならない。 

（管理者） 

第５条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければな

らない。 

２ 前項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、指定介護予

防支援事業所の管理に支障がない場合は、当該指定介護予防支援事業所の他の業務に従事し、又は

当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターの業務に従事することができるものと

する。 
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第３章 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第６条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込

者又はその家族に対し、第１９条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択

に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用

申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、介護予防サー

ビス計画（法第８条の２第１６項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。）が第２条

に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであること等につき説明を行い、理

解を得なければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又はその家族から申出があった場合には、第１項の規定

による文書の交付に代えて、第６項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を

得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を

使用する方法であって次に掲げるもの（以下「電磁的方法」という。）により提供することができ

る。この場合において、当該指定介護予防支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

（１） 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電

子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルに記録する方法 

イ 指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第１項

に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用

申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する

方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、

指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方

法） 

（２） 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に

記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第１項に規定する重要事項を記録し

たものを交付する方法 

４ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を

作成することができるものでなければならない。 

５ 第３項第１号の電子情報処理組織とは、指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機と、利

用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を

いう。 

６ 指定介護予防支援事業者は、第３項の規定により第１項に規定する重要事項を提供しようとする

ときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種

類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

（１） 第３項各号に規定する方法のうち指定介護予防支援事業者が使用するもの 

（２） ファイルへの記録の方式 

７ 前項の規定による承諾を得た指定介護予防支援事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書

又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合は、当該利用申込者

又はその家族に対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。た
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だし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第７条 指定介護予防支援事業者は、正当な理由なく指定介護予防支援の提供を拒んではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第８条 指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援事業所の通常の事業の実施地域（当該指

定介護予防支援事業所が通常時に指定介護予防支援を提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案

し、利用申込者に対し、自ら適切な指定介護予防支援を提供することが困難であると認めた場合は、

他の指定介護予防支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第９条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供を求められた場合には、当該提供を求

めた者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定（法第１９条第２項に規定する

要支援認定をいう。以下同じ。）の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。 

（要支援認定の申請に係る援助） 

第１０条 指定介護予防支援事業者は、被保険者の要支援認定に係る申請について、利用申込者の意

思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、要支援認定を受けていない

利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われて

いない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行

わなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支

援認定の有効期間の満了日の３０日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第１１条 指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援事業所の担当職員に身分を証する書類

を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指

導しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第１２条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援（法第５８条第４項の規定に基づき介護予

防サービス計画費（同条第２項に規定する介護予防サービス計画費をいう。以下同じ。）が当該指

定介護予防支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。）を提供した際にその利用者から支払

を受ける利用料（介護予防サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。）

の額と、介護予防サービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならな

い。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第１３条 指定介護予防支援事業者は、提供した指定介護予防支援について前条の利用料の支払を受

けた場合には、当該利用料の額等を記載した指定介護予防支援提供証明書を利用者に対して交付し

なければならない。 

（指定介護予防支援の業務の委託） 

第１４条 指定介護予防支援事業者は、法第１１５条の２３第３項の規定により指定介護予防支援の

一部を委託する場合には、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 委託に当たっては、公正性及び中立性の確保を図るため、地域包括支援センター運営協議

会（大和高田市地域包括支援センターの事業の人員及び運営の基準に関する条例（平成２６年大
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和高田市条例第 号）第２条第２項に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。）の議

を経なければならないこと。 

（２） 委託に当たっては、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう、委託す

る業務の範囲、業務量等について配慮すること。 

（３） 委託する指定居宅介護支援事業者は、指定介護予防支援の業務に関する知識及び能力を有

する介護支援専門員（法第７条第５項に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ。）が従事す

る指定居宅介護支援事業者でなければならないこと。 

（４） 委託する指定居宅介護支援事業者に対し、指定介護予防支援の業務を実施する介護支援専

門員が、第２条、この章及び次章の規定を遵守するよう措置させなければならないこと。 

（法定代理受領サービスに係る報告） 

第１５条 指定介護予防支援事業者は、毎月、市（法第５３条第７項において読み替えて準用する法

第４１条第１０項の規定により法第５３条第６項の規定による審査及び支払に関する事務を国民

健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第４５条第５項に規定する国

民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団

体連合会）に対し、介護予防サービス計画において位置付けられている指定介護予防サービス等の

うち法定代理受領サービス（法第５３条第４項の規定により介護予防サービス費が利用者に代わり

当該指定介護予防サービス事業者（同条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以

下同じ。）に支払われる場合の当該介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス（同条第１項

に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。）をいう。）として位置付けたものに関する情

報を記載した文書を提出しなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、介護予防サービス計画に位置付けられている基準該当介護予防サー

ビス（法第５４条第１項第２号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。）に係る特例介護予

防サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を、市（当該事務を国民健康保険団体

連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会）に対して提出しなければな

らない。 

（利用者に対する介護予防サービス計画等の書類の交付） 

第１６条 指定介護予防支援事業者は、要支援認定を受けている利用者が要介護認定（法第１９条第

１項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。）を受けた場合その他利用者からの申出があった場

合には、当該利用者に対し、直近の介護予防サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付し

なければならない。 

（利用者に関する市への通知） 

第１７条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を受けている利用者が次の各号のいずれか

に該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。 

（１） 正当な理由なしに介護給付等対象サービス（法第２４条第２項に規定する介護給付等対象

サービスをいう。）の利用に関する指示に従わないこと等により、要支援状態の程度を増進させ

たと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。 

（２） 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。 

（管理者の責務） 

第１８条 指定介護予防支援事業所の管理者は、当該指定介護予防支援事業所の担当職員その他の従

業者の管理、指定介護予防支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を

一元的に行わなければならない。 
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２ 指定介護予防支援事業所の管理者は、当該指定介護予防支援事業所の担当職員その他の従業者に

この章及び次章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第１９条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する規程（以下「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

（１） 事業の目的及び運営の方針 

（２） 職員の職種、員数及び職務の内容 

（３） 営業日及び営業時間 

（４） 指定介護予防支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額 

（５） 通常の事業の実施地域 

（６） その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保） 

第２０条 指定介護予防支援事業者は、利用者に対し、適切な指定介護予防支援を提供できるよう、

指定介護予防支援事業所ごとに担当職員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければなら

ない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに、当該指定介護予防支援事業所の担

当職員によって指定介護予防支援の業務を提供しなければならない。ただし、担当職員の補助の業

務については、この限りでない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、担当職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければ

ならない。 

（設備及び備品等） 

第２１条 指定介護予防支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定

介護予防支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

（従業者の健康管理） 

第２２条 指定介護予防支援事業者は、担当職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を

行わなければならない。 

（掲示） 

第２３条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、

担当職員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲

示しなければならない。 

（秘密保持） 

第２４条 指定介護予防支援事業所の担当職員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知

り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

２ 指定介護予防支援事業者は、担当職員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業

務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければなら

ない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、サービス担当者会議（第３２条第９号に規定するサービス担当者会

議をいう。）等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人

情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

（広告） 

第２５条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所について広告をする場合においては、
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その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。 

（介護予防サービス事業者等からの利益収受の禁止等） 

第２６条 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援事業所の管理者は、介護予防サービス計画

の作成又は変更に関し、当該指定介護予防支援事業所の担当職員に対して特定の介護予防サービス

事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。 

２ 指定介護予防支援事業所の担当職員は、介護予防サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に

対して特定の介護予防サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはなら

ない。 

３ 指定介護予防支援事業者及びその従業者は、介護予防サービス計画の作成又は変更に関し、利用

者に対して特定の介護予防サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該

介護予防サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

（苦情解決） 

第２７条 指定介護予防支援事業者は、自ら提供した指定介護予防支援又は自らが介護予防サービス

計画に位置付けた指定介護予防サービス等（第６項において「指定介護予防支援等」という。）に

対する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなけ

ればならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、自ら提供した指定介護予防支援に関し、法第２３条の規定により市

が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、

及び利用者又はその家族からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助

言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定介護予防支援事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しな

ければならない。 

５ 指定介護予防支援事業者は、自らが介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス又

は指定地域密着型介護予防サービス（法第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サ

ービスをいう。）に対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者又はその家

族に対し、必要な援助を行わなければならない。 

６ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援等に対する利用者又はその家族からの苦情に関し

て国民健康保険団体連合会が行う法第１７６条第１項第３号の調査に協力するとともに、自ら提供

した指定介護予防支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合に

おいては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

７ 指定介護予防支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善

の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第２８条 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生し

た場合には、速やかに市、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなら

ない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなけ

ればならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、第１項の事故による損害のうち、当該指定介護予防支援事業者が賠

償すべきものについては、速やかに賠償しなければならない。 
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（会計の区分） 

第２９条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指

定介護予防支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。 

（記録の整備） 

第３０条 指定介護予防支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておか

なければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供に関する次に掲げる記録を

整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

（１） 第３２条第１３号に規定する指定介護予防サービス事業者等との連絡調整に関する記録 

（２） 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防支援台帳 

ア 介護予防サービス計画 

イ 第３２条第７号に規定するアセスメントの結果の記録 

ウ 第３２条第９号に規定するサービス担当者会議等の記録 

エ 第３２条第１４号に規定する評価の結果の記録 

オ 第３２条第１５号に規定するモニタリングの結果の記録 

（３） 第１７条に規定する市への通知に係る記録 

（４） 第２７条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

（５） 第２８条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

第４章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防支援の基本取扱方針） 

第３１条 指定介護予防支援は、利用者の介護予防（法第８条の２第２項に規定する介護予防をいう。

以下同じ。）に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行わなければ

ならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現

するための適切なサービスを選択できるよう、目標志向型の介護予防サービス計画を策定しなけれ

ばならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、自らその提供する指定介護予防支援の質の評価を行い、常にその改

善を図らなければならない。 

（指定介護予防支援の具体的取扱方針） 

第３２条 指定介護予防支援の具体的取扱方針は、第２条に規定する基本方針及び前条に規定する基

本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

（１） 指定介護予防支援事業所の管理者は、担当職員に介護予防サービス計画の作成に関する業

務を担当させるものとする。 

（２） 指定介護予防支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家

族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

（３） 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支

援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定介護予

防サービス等の利用が行われるようにしなければならない。 

（４） 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援す

る観点から、予防給付（法第１８条第２号に規定する予防給付をいう。以下同じ。）の対象とな

るサービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によ
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るサービス等の利用も含めて介護予防サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 

（５） 担当職員は、介護予防サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサービスの

選択に資するよう、当該地域における指定介護予防サービス事業者等によるサービス及び住民に

よる自発的な活動によるサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して

提供しなければならない。 

（６） 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者につ

いて、その有している生活機能及び健康状態、その置かれている環境等を把握した上で、次に掲

げる項目ごとに利用者の日常生活の状況を把握し、利用者及びその家族の意欲及び意向を踏まえ

て、生活機能の低下の原因を含む利用者が現に抱える問題点を明らかにするとともに、介護予防

の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合

的な課題を把握しなければならない。 

ア 運動及び移動 

イ 家庭生活を含む日常生活 

ウ 社会参加並びに対人関係及びコミュニケーション 

エ 健康管理 

（７） 担当職員は、前号に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」という。）に

当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。こ

の場合において、担当職員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を

得なければならない。 

（８） 担当職員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づき、利用者が

目標とする生活、専門的観点からの目標及び具体策、利用者及びその家族の意向、それらを踏ま

えた具体的な目標、その目標を達成するための支援の留意点、利用者、指定介護予防サービス事

業者、自発的な活動によるサービスを提供する者等が目標を達成するために行うべき支援内容及

びその期間等を記載した介護予防サービス計画の原案を作成しなければならない。 

（９） 担当職員は、サービス担当者会議（担当職員が介護予防サービス計画の作成のために介護

予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者（以下「担当者」という。）

を招集して行う会議をいう。以下同じ。）の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者

と共有するとともに、当該介護予防サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な

見地からの意見を求めなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担

当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。 

（１０） 担当職員は、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等につい

て、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該介護予防サービス計画の原案の内容に

ついて利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

（１１） 担当職員は、介護予防サービス計画を作成した際には、当該介護予防サービス計画を利

用者及び担当者に交付しなければならない。 

（１２） 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等に対して、介護予防サービス計画に基づき、

介護予防訪問介護計画（奈良県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例（平成２

４年奈良県条例第１８号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。）第３９条第２項

第１号に規定する介護予防訪問介護計画をいう。）等指定介護予防サービス等基準条例において

位置付けられている計画の作成を指導するとともに、サービスの提供状況、利用者の状態等に関



平成２７年１月１０日（土）       大 和 高 田 市 公 報               第３１２号 

 

 

 

 

 

 

 

21 

する報告を少なくとも１月に１回、聴取しなければならない。 

（１３） 担当職員は、介護予防サービス計画を作成した後は、介護予防サービス計画の実施状況

の把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて介護予防サー

ビス計画の変更、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行わなけれ

ばならない。 

（１４） 担当職員は、介護予防サービス計画に位置付けた期間が終了するときは、当該介護予防

サービス計画の目標の達成状況について評価しなければならない。 

（１５） 担当職員は、第１３号に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）に

当たっては、利用者及びその家族並びに指定介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行う

こととし、特段の事情のない限り、次に定めるところによらなければならない。 

ア 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して３月に１回及びサービスの評価

期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、

利用者に面接すること。 

イ 利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、指定介護予防通所介護事業所（指定

介護予防サービス等基準条例第９９条第１項に規定する指定介護予防通所介護事業所をいう。）

又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所（指定介護予防サービス等基準条例第１１９

条第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。）を訪問する等の方法

により利用者に面接するよう努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等に

より利用者との連絡を実施すること。 

ウ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること。 

（１６） 担当職員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、介護予防

サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めなければな

らない。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を

求めることができるものとする。 

ア 要支援認定を受けている利用者が法第３３条第２項に規定する要支援更新認定を受けた場合 

イ 要支援認定を受けている利用者が法第３３条の２第１項に規定する要支援状態区分の変更の

認定を受けた場合 

（１７） 第３号から第１２号までの規定は、第１３号に規定する介護予防サービス計画の変更に

ついて準用する。 

（１８） 担当職員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供され

ている場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める

場合又は利用者が介護保険施設への入院若しくは入所を希望する場合には、利用者の要介護認定

に係る申請について必要な支援を行い、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行わなけれ

ばならない。 

（１９） 担当職員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要支援者から依頼があった

場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、介護予防サービス計画の作

成等の援助を行わなければならない。 

（２０） 担当職員は、利用者が介護予防訪問看護（法第８条の２第３項に規定する介護予防訪問

看護をいう。以下同じ。）、介護予防通所リハビリテーション（同条第６項に規定する介護予防通

所リハビリテーションをいう。以下同じ。）等の医療サービスの利用を希望している場合その他

必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師（以下「主治の医師等」という。）
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の意見を求めなければならない。 

（２１） 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーシ

ョン等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指

示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定介護予防サービス等を位置付

ける場合にあっては、当該指定介護予防サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意

事項が示されているときは、当該留意事項を尊重してこれを行わなければならない。 

（２２） 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防短期入所生活介護（法第８条の２第７項

に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。）又は介護予防短期入所療養介護（同

条第８項に規定する介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。）を位置付ける場合にあって

は、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の

状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、介護予防短期入所生活介護及び介護予防短

期入所療養介護を利用する日数が要支援認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしな

ければならない。 

（２３） 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防福祉用具貸与（法第８条の２第１０項に

規定する介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。）を位置付ける場合にあっては、その利用の

妥当性を検討し、当該介護予防サービス計画に介護予防福祉用具貸与が必要な理由を記載すると

ともに、必要に応じて随時、サービス担当者会議を開催し、その継続の必要性について検証をし

た上で、継続が必要と認める場合にはその理由を当該介護予防サービス計画に記載しなければな

らない。 

（２４） 担当職員は、介護予防サービス計画に特定介護予防福祉用具販売（法第８条の２第１１

項に規定する特定介護予防福祉用具販売をいう。以下同じ。）を位置付ける場合にあっては、そ

の利用の妥当性を検討し、当該介護予防サービス計画に特定介護予防福祉用具販売が必要な理由

を記載しなければならない。 

（２５） 担当職員は、利用者が提示する被保険者証に、法第７３条第２項に規定する認定審査会

意見又は法第３７条第１項の規定による指定に係る介護予防サービス若しくは地域密着型介護

予防サービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨（同項の規定による指定

に係る介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類については、その変更の申請が

できることを含む。）を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って介護予防サービス計画を作

成しなければならない。 

（２６） 担当職員は、要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合には、指定居宅

介護支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図らなければならない。 

（介護予防支援の提供に当たっての留意点） 

第３３条 介護予防支援の実施に当たっては、介護予防の効果を最大限に発揮できるよう次に掲げる

事項に留意しなければならない。 

（１） 単に運動機能、栄養状態、口腔
くう

機能といった特定の機能等の改善のみを目指すものではな

く、これらの機能の改善及び環境の調整等を通じて、利用者の日常生活の自立のための取組を総

合的に支援することによって生活の質の向上を目指すこと。 

（２） 利用者による主体的な取組を支援し、常に利用者の生活機能の向上に対する意欲を高める

よう支援すること。 

（３） 具体的な日常生活における行為について、利用者の状態の特性を踏まえた目標を期間を定
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めて設定し、利用者、サービス提供者等とともに目標を共有すること。 

（４） 利用者の自立を最大限に引き出す支援を行うことを基本とし、利用者のできる行為は可能

な限り本人が行うよう配慮すること。 

（５） サービス担当者会議等を通じて、多くの種類の専門職の連携により、地域における様々な

予防給付の対象となるサービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民によ

る自発的な活動によるサービス等の利用も含めて、介護予防に資する取組を積極的に活用するこ

と。 

（６） 地域支援事業（法第１１５条の４５に規定する地域支援事業をいう。）及び介護給付（法

第１８条第１号に規定する介護給付をいう。）と連続性及び一貫性を持った支援を行うよう配慮

すること。 

（７） 介護予防サービス計画の策定に当たっては、利用者の個別性を重視した効果的なものとす

ること。 

（８） 機能の改善の後についても、その状態の維持への支援に努めること。 

第５章 基準該当介護予防支援に関する基準 

（準用） 

第３４条 第２条及び第２章から前章（第２７条第６項及び第７項を除く。）までの規定は、基準該当

介護予防支援の事業について準用する。この場合において、第６条第１項中「第１９条」とあるの

は「第３４条において準用する第１９条」と、第１２条中「指定介護予防支援（法第５８条第４項

の規定に基づき介護予防サービス計画費（同条第２項に規定する介護予防サービス計画費をいう。

以下同じ。）が当該指定介護予防支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。）」とあるのは「基

準該当介護予防支援」と、「介護予防サービス計画費の額」とあるのは「法第５９条第３項に規定

する特例介護予防サービス計画費の額」と読み替えるものとする。 

附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

条例第２５号 

 大和高田市地域包括支援センターの事業の人員及び運営の基準に関する条例をここに公布する。 

  平成２６年１２月４日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市地域包括支援センターの事業の人員及び運営の基準に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１１５条の４６

第５項の規定に基づき、地域包括支援センター（同条第１項に規定する地域包括支援センターをい

う。以下同じ。）の事業の実施に係る人員及び運営に関する基準を定めるものとする。 

 （基本方針） 

第２条 地域包括支援センターは、その職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被

保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第２４条第２項に規定する介護給付等

対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用

できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むこ

とができるようにしなければならない。 

２ 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会（介護保険法施行規則（平成１１年
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厚生省令第３６号）第１４０条の６６第１号ロ（２）に規定する地域包括支援センター運営協議会

をいう。以下同じ。）の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。 

（職員に係る基準及び当該職員の員数） 

第３条 地域包括支援センターには、次に掲げる者を専らその職務に従事する常勤の職員として置か

なければならず、その員数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ地域包括支援センターが担当する

区域における第一号被保険者の数がおおむね３，０００人以上６，０００人未満ごとにそれぞれ当

該各号に定めるところによる。 

（１） 保健師その他これに準ずる者 １人 

（２） 社会福祉士その他これに準ずる者 １人 

（３） 主任介護支援専門員（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の

６８第１項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。）その他これに準ずる者 

１人 

２ 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に１の地域包括支

援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた

場合には、地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数は、次の表の左欄に掲げる担当す

る区域における第一号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める者及び員数とすること

ができる。 

おおむね１，０００人未満 前項各号に掲げる者のうちから１人又は

２人 

おおむね１，０００人以上２，０００人未満 前項各号に掲げる者のうちから２人（うち

１人は専らその職務に従事する常勤の職

員とする。） 

おおむね２，０００人以上３，０００人未満 専らその職務に従事する常勤の前項第１号

に掲げる者１人及び専らその職務に従事す

る常勤の同項第２号又は第３号に掲げる者

のいずれか１人 

（補則） 

第４条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

条例第２６号 

 大和高田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２６年１２月４日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克     

   大和高田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 大和高田市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 附則第５条第７項第１号中「第４条第２項第２号、第５号若しくは第１０号若しくは第３項第２号」

を「第１３条の２第１項第１号から第３号まで若しくは第２項第１号」に改め、同項第２号中「第４

条第２項第３号、第８号、第９号又は第１３号」を「第１３条の２第１項第４号又は第２項第２号」

に改める。 

   附 則 
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 この条例は、公布の日から施行する。 

 

条例第２７号 

 大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

  平成２６年１２月４日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（平成２０年条例第２

９号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の１５５」を「１００分の１７０」に改める。 

第２条 大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように改

正する。 

第５条第２項中「１００分の１４０」を「１００分の１４７．５」に、「１００分の１７０」を「１

００分の１６２．５」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成２７年４月１日から施行す

る。 

２ 第１条の規定による改正後の大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条

例（次項において「新条例」という。）の規定は、平成２６年１２月１日から適用する。 

 （期末手当の内払） 

３ 新条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の大和高田市議会議員の議

員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規

定による期末手当の内払とみなす。 

 

条例第２８号 

 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２６年１２月４日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（昭和３４年条例第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第６条中「１００分の１５５」を「１００分の１７０」に改める。 

第２条 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第６条中「１００分の１４０」を「１００分の１４７．５」に、「１００分の１７０」を「１００

分の１６２．５」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成２７年４月１日から施行す

る。 
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２ 第１条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（次項において「新

条例」という。）の規定は、平成２６年１２月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 新条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のも

のの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみな

す。 

 

条例第２９号 

 大和高田市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２６年１２月４日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克    

大和高田市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 大和高田市教育委員会の教育長の給与等に関する条例（昭和５５年条例第１４号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第４項中「１００分の１５５」を「１００分の１７０」に改める。 

第２条 大和高田市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

第２条第４項中「１００分の１４０」を「１００分の１４７．５」に、「１００分の１７０」を「１

００分の１６２．５」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成２７年４月１日から施行す

る。 

２ 第１条の規定による改正後の大和高田市教育委員会の教育長の給与等に関する条例（次項におい

て「新条例」という。）の規定は、平成２６年１２月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 新条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の大和高田市教育委員会の

教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払

とみなす。 

 

条例第３０号 

 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２６年１２月４日 

                                   大和高田市長 吉 田 誠 克 

   一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 （一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第６３号）の一部を次のように改正する。 

第１８条第２項第１号中「１００分の６７．５」を「１００分の８２．５」に改め、同項第２号

中「１００分の３２．５を」を「１００分の３７．５を」に改める。 

  別表第１から別表第３までを次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

行政職給料表 
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職員の

区分 

職務の

級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

 

再任用

職員以

外の職

員 

  円 円 円 円 円 円 円 

１ １３７，６００ １８７，７００ ２２４，６００ ２６３，５００ ２９０，７００ ３２２，１００ ３６７，５００ 

２ １３８，７００ １８９，５００ ２２６，５００ ２６５，６００ ２９３，０００ ３２４，４００ ３７０，１００ 

３ １３９，９００ １９１，３００ ２２８，４００ ２６７，６００ ２９５，３００ ３２６，７００ ３７２，７００ 

４ １４１，０００ １９３，１００ ２３０，２００ ２６９，７００ ２９７，６００ ３２９，０００ ３７５，３００ 

 ５ １４２，１００ １９４，７００ ２３１，９００ ２７１，７００ ２９９，７００ ３３１，３００ ３７７，５００ 

 ６ １４３，２００ １９６，５００ ２３３，８００ ２７３，８００ ３０２，０００ ３３３，４００ ３８０，０００ 

 ７ １４４，３００ １９８，３００ ２３５，７００ ２７５，９００ ３０４，３００ ３３５，６００ ３８２，５００ 

 ８ １４５，４００ ２００，１００ ２３７，５００ ２７８，０００ ３０６，６００ ３３７，８００ ３８５，０００ 

 ９ １４６，５００ ２０１，８００ ２３９，２００ ２８０，１００ ３０８，８００ ３４０，０００ ３８７，６００ 

 １０ １４７，９００ ２０３，６００ ２４１，１００ ２８２，２００ ３１１，１００ ３４２，２００ ３９０，３００ 

 １１ １４９，２００ ２０５，４００ ２４２，９００ ２８４，３００ ３１３，４００ ３４４，４００ ３９３，０００ 

 １２ １５０，５００ ２０７，２００ ２４４，８００ ２８６，４００ ３１５，７００ ３４６，６００ ３９５，７００ 

 １３ １５１，８００ ２０８，８００ ２４６，５００ ２８８，５００ ３１７，９００ ３４８，６００ ３９８，２００ 

 １４ １５３，３００ ２１０，７００ ２４８，４００ ２９０，６００ ３２０，１００ ３５０，７００ ４００，５００ 

 １５ １５４，８００ ２１２，６００ ２５０，２００ ２９２，７００ ３２２，３００ ３５２，８００ ４０２，８００ 

 １６ １５６，４００ ２１４，５００ ２５２，０００ ２９４，８００ ３２４，５００ ３５４，９００ ４０５，２００ 

 １７ １５７，７００ ２１６，３００ ２５３，７００ ２９６，８００ ３２６，６００ ３５６，８００ ４０７，１００ 

 １８ １５９，２００ ２１８，２００ ２５５，７００ ２９８，９００ ３２８，７００ ３５８，８００ ４０９，１００ 

 １９ １６０，７００ ２２０，１００ ２５７，７００ ３０１，０００ ３３０，８００ ３６０，８００ ４１１，０００ 

 ２０ １６２，２００ ２２２，０００ ２５９，７００ ３０３，１００ ３３２，８００ ３６２，７００ ４１２，９００ 

 ２１ １６３，６００ ２２３，７００ ２６１，６００ ３０５，２００ ３３４，９００ ３６４，８００ ４１４，８００ 

 ２２ １６６，３００ ２２５，６００ ２６３，５００ ３０７，３００ ３３７，０００ ３６６，７００ ４１６，６００ 

 ２３ １６８，９００ ２２７，５００ ２６５，４００ ３０９，４００ ３３９，１００ ３６８，７００ ４１８，５００ 

 ２４ １７１，５００ ２２９，４００ ２６７，２００ ３１１，５００ ３４１，２００ ３７０，７００ ４２０，５００ 

 ２５ １７４，２００ ２３１，０００ ２６９，２００ ３１３，４００ ３４２，８００ ３７２，７００ ４２２，３００ 

 ２６ １７５，９００ ２３２，８００ ２７１，１００ ３１５，５００ ３４４，８００ ３７４，７００ ４２３，８００ 

 ２７ １７７，６００ ２３４，５００ ２７３，０００ ３１７，６００ ３４６，８００ ３７６，７００ ４２５，４００ 

 ２８ １７９，３００ ２３６，３００ ２７４，９００ ３１９，７００ ３４８，８００ ３７８，７００ ４２７，０００ 

 ２９ １８０，８００ ２３７，７００ ２７６，７００ ３２１，７００ ３５０，６００ ３８０，３００ ４２８，６００ 

 ３０ １８２，６００ ２３９，２００ ２７８，６００ ３２３，８００ ３５２，５００ ３８２，１００ ４２９，９００ 

 ３１ １８４，４００ ２４０，７００ ２８０，５００ ３２５，９００ ３５４，４００ ３８３，９００ ４３１，２００ 

 ３２ １８６，１００ ２４２，２００ ２８２，４００ ３２８，０００ ３５６，３００ ３８５，６００ ４３２，５００ 

 ３３ １８７，７００ ２４３，６００ ２８４，１００ ３２９，６００ ３５８，２００ ３８７，４００ ４３３，７００ 

 ３４ １８９，２００ ２４５，１００ ２８６，０００ ３３１，６００ ３６０，０００ ３８８，８００ ４３５，０００ 

 ３５ １９０，７００ ２４６，６００ ２８７，９００ ３３３，７００ ３６１，８００ ３９０，４００ ４３６，３００ 

 ３６ １９２，２００ ２４８，２００ ２８９，８００ ３３５，８００ ３６３，５００ ３９２，０００ ４３７，５００ 

 ３７ １９３，５００ ２４９，５００ ２９１，５００ ３３７，７００ ３６５，０００ ３９３，５００ ４３８，７００ 

 ３８ １９４，８００ ２５１，１００ ２９３，３００ ３３９，７００ ３６６，３００ ３９４，７００ ４３９，５００ 

 ３９ １９６，１００ ２５２，７００ ２９５，１００ ３４１，７００ ３６７，７００ ３９５，９００ ４４０，３００ 

 ４０ １９７，４００ ２５４，３００ ２９６，９００ ３４３，７００ ３６９，１００ ３９７，１００ ４４１，１００ 

 ４１ １９８，７００ ２５５，７００ ２９８，７００ ３４５，６００ ３７０，６００ ３９８，２００ ４４１，７００ 

 ４２ ２００，０００ ２５７，１００ ３００，４００ ３４７，５００ ３７１，５００ ３９９，４００ ４４２，４００ 
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 ４３ ２０１，３００ ２５８，５００ ３０２，１００ ３４９，４００ ３７２，６００ ４００，６００ ４４３，１００ 

 ４４ ２０２，６００ ２５９，９００ ３０３，８００ ３５１，３００ ３７３，７００ ４０１，８００ ４４３，８００ 

 ４５ ２０３，８００ ２６１，１００ ３０５，５００ ３５２，８００ ３７４，５００ ４０２，５００ ４４４，６００ 

 ４６ ２０５，１００ ２６２，５００ ３０７，２００ ３５４，３００ ３７５，４００ ４０３，２００ ４４５，４００ 

 ４７ ２０６，４００ ２６３，９００ ３０８，９００ ３５５，８００ ３７６，３００ ４０３，９００ ４４６，１００ 

 ４８ ２０７，７００ ２６５，３００ ３１０，６００ ３５７，３００ ３７７，２００ ４０４，６００ ４４６，９００ 

 ４９ ２０８，８００ ２６６，６００ ３１１，８００ ３５９，０００ ３７８，２００ ４０５，２００ ４４７，５００ 

 ５０ ２０９，９００ ２６７，８００ ３１３，４００ ３５９，８００ ３７９，０００ ４０５，９００ ４４８，２００ 

 ５１ ２１１，０００ ２６９，１００ ３１５，０００ ３６１，０００ ３７９，８００ ４０６，６００ ４４９，０００ 

 ５２ ２１２，１００ ２７０，４００ ３１６，６００ ３６２，０００ ３８０，６００ ４０７，３００ ４４９，８００ 

 ５３ ２１３，３００ ２７１，５００ ３１８，３００ ３６２，９００ ３８１，３００ ４０８，０００ ４５０，４００ 

 ５４ ２１４，３００ ２７２，７００ ３１９，９００ ３６４，０００ ３８２，０００ ４０８，７００ ４５１，２００ 

 ５５ ２１５，３００ ２７４，０００ ３２１，５００ ３６５，０００ ３８２，７００ ４０９，４００ ４５２，０００ 

 ５６ ２１６，３００ ２７５，３００ ３２３，１００ ３６６，１００ ３８３，４００ ４１０，０００ ４５２，６００ 

 ５７ ２１７，１００ ２７６，４００ ３２４，６００ ３６７，０００ ３８３，９００ ４１０，６００ ４５３，２００ 

 ５８ ２１８，１００ ２７７，５００ ３２５，８００ ３６７，７００ ３８４，５００ ４１１，２００ ４５４，０００ 

 ５９ ２１９，０００ ２７８，６００ ３２７，０００ ３６８，４００ ３８５，２００ ４１１，８００ ４５４，８００ 

 ６０ ２２０，０００ ２７９，７００ ３２８，２００ ３６９，１００ ３８５，９００ ４１２，４００ ４５５，６００ 

 

６１ ２２０，８００ ２８０，９００ ３２９，０００ ３６９，６００ ３８６，３００ ４１２，９００ ４５６，２００ 

６２ ２２１，８００ ２８１，９００ ３２９，９００ ３７０，２００ ３８７，０００ ４１３，６００   

６３ ２２２，８００ ２８２，９００ ３３０，７００ ３７０，９００ ３８７，６００ ４１４，２００   

６４ ２２３，８００ ２８３，９００ ３３１，５００ ３７１，６００ ３８８，２００ ４１４，８００   

６５ ２２４，５００ ２８４，７００ ３３２，４００ ３７１，９００ ３８８，７００ ４１５，１００   

６６ ２２５，５００ ２８５，６００ ３３２，８００ ３７２，６００ ３８９，３００ ４１５，７００   

６７ ２２６，５００ ２８６，５００ ３３３，６００ ３７３，３００ ３８９，９００ ４１６，４００   

６８ ２２７，６００ ２８７，４００ ３３４，４００ ３７４，０００ ３９０，５００ ４１６，９００  

６９ 

７０ 

２２８，４００ 

２２９，２００ 

２８８，４００ 

２８９，２００ 

３３５，２００ 

３３５，９００ 

３７４，４００ 

３７５，０００ 

３９０，９００ 

３９１，５００ 

４１７，４００ 

４１８，１００ 

 

 

 ７１ ２３０，０００ ２９０，０００ ３３６，６００ ３７５，７００ ３９２，２００ ４１８，８００   

 ７２ ２３０，８００ ２９０，８００ ３３７，３００ ３７６，３００ ３９２，８００ ４１９，５００   

 ７３ ２３１，６００ ２９１，６００ ３３７，８００ ３７６，７００ ３９３，１００ ４２０，０００   

 ７４ ２３２，３００ ２９２，１００ ３３８，４００ ３７７，３００ ３９３，８００ ４２０，７００   

 ７５ ２３３，０００ ２９２，６００ ３３９，０００ ３７８，０００ ３９４，５００ ４２１，４００   

 ７６ ２３３，７００ ２９３，１００ ３３９，６００ ３７８，６００ ３９５，０００ ４２２，１００   

 ７７ ２３４，４００ ２９３，２００ ３３９，９００ ３７９，０００ ３９５，４００ ４２２，６００   

 ７８ ２３５，２００ ２９３，６００ ３４０，４００ ３７９，５００ ３９６，１００     

 ７９ ２３６，０００ ２９３，８００ ３４０，８００ ３８０，１００ ３９６，８００     

 ８０ ２３６，８００ ２９４，２００ ３４１，３００ ３８０，６００ ３９７，５００     

 ８１ ２３７，５００ ２９４，４００ ３４１，７００ ３８１，１００ ３９８，０００     

 ８２ ２３８，２００ ２９４，６００ ３４２，２００ ３８１，７００ ３９８，７００     

 ８３ ２３８，９００ ２９５，０００ ３４２，７００ ３８２，３００ ３９９，４００     

 ８４ ２３９，６００ ２９５，３００ ３４３，２００ ３８２，７００ ４００，１００     

 ８５ ２４０，３００ ２９５，６００ ３４３，６００ ３８３，３００ ４００，６００     

 ８６ ２４１，０００ ２９５，９００ ３４４，０００ ３８３，９００       

 ８７ ２４１，７００ ２９６，２００ ３４４，５００ ３８４，５００       

 ８８ ２４２，４００ ２９６，６００ ３４４，９００ ３８５，１００       
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 ８９ ２４３，１００ ２９６，９００ ３４５，２００ ３８５，８００       

 ９０ ２４３，６００ ２９７，３００ ３４５，６００ ３８６，４００       

 ９１ ２４４，１００ ２９７，７００ ３４６，１００ ３８７，０００       

 ９２ ２４４，６００ ２９８，１００ ３４６，５００ ３８７，６００       

 ９３ ２４４，９００ ２９８，２００ ３４６，７００ ３８８，３００       

 ９４   ２９８，５００ ３４７，１００         

 ９５   ２９８，９００ ３４７，６００         

 ９６   ２９９，３００ ３４８，０００         

 ９７   ２９９，５００ ３４８，１００         

 ９８   ２９９，８００ ３４８，６００         

 ９９   ３００，２００ ３４９，１００         

 １００   ３００，６００ ３４９，４００         

 １０１   ３００，８００ ３４９，７００         

 １０２   ３０１，１００ ３５０，１００         

 １０３   ３０１，５００ ３５０，５００         

 １０４   ３０１，８００ ３５０，９００         

 １０５   ３０２，０００ ３５１，４００         

 １０６   ３０２，３００ ３５１，８００         

 １０７   ３０２，７００ ３５２，２００         

 １０８   ３０３，０００ ３５２，６００         

 １０９   ３０３，２００ ３５３，１００         

 １１０   ３０３，６００ ３５３，５００         

 １１１   ３０４，０００ ３５３，９００         

 １１２   ３０４，３００ ３５４，２００         

 １１３   ３０４，４００ ３５４，７００         

 １１４   ３０４，７００           

 １１５   ３０５，０００           

 １１６   ３０５，４００           

 １１７   ３０５，６００           

 １１８   ３０５，８００           

 １１９   ３０６，１００           

 １２０   ３０６，４００           

 １２１   ３０６，８００           

 １２２   ３０７，０００           

 １２３   ３０７，３００           

 １２４   ３０７，６００           

 １２５   ３０８，０００           

再任用

職員 

  
１８５，８００ ２１３，４００ ２５７，６００ ２７７，８００ ２９３，２００ ３１９，１００ ３６１，６００ 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第１９条の３に規定

する職員を除く。 

 

別表第２（第３条関係） 

教育職給料表 

ア 教育職給料表(１) 
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職員の区分 
職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

再任用職員

以外の職員 

  円 円 円 円 

１ １５０,９００ １９５,１００ ３３２,３００ ４２３,１００ 

２ １５２,４００ １９６,８００ ３３４,６００ ４２４,９００ 

３ １５３,９００ １９８,４００ ３３６,９００ ４２６,７００ 

 ４ １５５,４００ ２００,１００ ３３９,２００ ４２８,５００ 

 ５ １５７,１００ ２０１,９００ ３４１,５００ ４３０,１００ 

 ６ １５９,０００ ２０３,６００ ３４３,８００ ４３１,７００ 

 ７ １６０,８００ ２０５,３００ ３４６,１００ ４３３,６００ 

 ８ １６２,６００ ２０６,９００ ３４８,４００ ４３５,５００ 

 ９ １６４,４００ ２０８,７００ ３５０,６００ ４３７,３００ 

 １０ １６６,５００ ２１０,６００ ３５２,８００ ４３９,１００ 

 １１ １６８,５００ ２１２,５００ ３５５,０００ ４４１,０００ 

 １２ １７０,５００ ２１４,４００ ３５７,２００ ４４２,９００ 

 １３ １７２,５００ ２１６,１００ ３５９,４００ ４４４,６００ 

 １４ １７４,７００ ２１８,１００ ３６１,４００ ４４６,５００ 

 １５ １７６,９００ ２２０,１００ ３６３,４００ ４４８,４００ 

 １６ １７９,１００ ２２２,１００ ３６５,５００ ４５０,３００ 

 １７ １８１,４００ ２２４,０００ ３６７,４００ ４５２,０００ 

 １８ １８４,０００ ２２６,７００ ３６９,４００ ４５３,８００ 

 １９ １８６,５００ ２２９,４００ ３７１,４００ ４５５,６００ 

 ２０ １８９,０００ ２３２,１００ ３７３,４００ ４５７,４００ 

 ２１ １９１,５００ ２３４,９００ ３７５,４００ ４５９,０００ 

 ２２ １９３,２００ ２３７,８００ ３７７,４００ ４６０,８００ 

 ２３ １９４,９００ ２４０,７００ ３７９,４００ ４６２,７００ 

 ２４ １９６,６００ ２４３,５００ ３８１,３００ ４６４,４００ 

 ２５ １９８,１００ ２４６,２００ ３８２,８００ ４６６,１００ 

 ２６ １９９,８００ ２４９,０００ ３８４,７００ ４６７,８００ 

 ２７ ２０１,５００ ２５１,８００ ３８６,６００ ４６９,４００ 

 ２８ ２０３,１００ ２５４,６００ ３８８,５００ ４７１,１００ 

 ２９ ２０４,６００ ２５７,４００ ３９０,４００ ４７２,９００ 

 ３０ ２０６,３００ ２６０,０００ ３９２,４００ ４７４,５００ 

 ３１ ２０８,０００ ２６２,６００ ３９４,４００ ４７６,１００ 

 ３２ ２０９,７００ ２６５,２００ ３９６,４００ ４７７,８００ 

 ３３ ２１１,３００ ２６７,６００ ３９８,２００ ４７９,５００ 

 ３４ ２１３,１００ ２７０,２００ ３９９,９００ ４８０,５００ 

 ３５ ２１４,９００ ２７２,７００ ４０１,６００ ４８１,５００ 

 ３６ ２１６,７００ ２７５,２００ ４０３,４００ ４８２,３００ 

 ３７ ２１８,３００ ２７７,７００ ４０４,６００ ４８３,４００ 

 ３８ ２２０,１００ ２８０,２００ ４０６,１００   

 ３９ ２２１,９００ ２８２,８００ ４０７,５００   

 ４０ ２２３,７００ ２８５,４００ ４０９,０００   

 ４１ ２２５,６００ ２８７,９００ ４１０,７００   

 ４２ ２２７,４００ ２９０,５００ ４１２,１００   

 ４３ ２２９,２００ ２９３,０００ ４１３,５００   
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 ４４ ２３０,９００ ２９５,５００ ４１５,１００   

 ４５ ２３２,７００ ２９７,８００ ４１６,７００   

 ４６ ２３４,４００ ３００,４００ ４１８,０００   

 ４７ ２３６,１００ ３０３,０００ ４１９,６００   

 ４８ ２３７,８００ ３０５,７００ ４２１,２００   

 ４９ ２３９,４００ ３０８,２００ ４２２,９００   

 ５０ ２４１,１００ ３１０,７００ ４２４,３００   

 ５１ ２４２,８００ ３１３,２００ ４２５,９００   

 ５２ ２４４,５００ ３１５,７００ ４２７,５００   

 ５３ ２４５,９００ ３１８,１００ ４２９,２００   

 ５４ ２４７,５００ ３２０,３００ ４３０,７００   

 ５５ ２４９,１００ ３２２,５００ ４３２,３００   

 ５６ ２５０,８００ ３２４,７００ ４３３,９００   

 ５７ ２５２,３００ ３２７,０００ ４３５,４００   

 ５８ ２５３,８００ ３２９,２００ ４３６,９００   

 ５９ ２５５,４００ ３３１,４００ ４３８,３００   

 ６０ ２５７,０００ ３３３,５００ ４３９,８００   

 ６１ ２５８,５００ ３３５,７００ ４４１,４００   

 ６２ ２６０,１００ ３３７,９００ ４４２,９００   

 ６３ ２６１,７００ ３４０,１００ ４４４,４００   

 ６４ ２６３,２００ ３４２,３００ ４４５,９００   

 ６５ ２６４,７００ ３４４,３００ ４４７,６００   

 ６６ ２６６,４００ ３４６,５００ ４４９,１００   

 ６７ ２６８,０００ ３４８,７００ ４５０,６００   

 ６８ ２６９,７００ ３５０,９００ ４５２,２００   

 ６９ ２７１,２００ ３５２,９００ ４５３,８００   

 ７０ ２７２,７００ ３５５,０００ ４５５,３００   

 ７１ ２７４,２００ ３５７,１００ ４５６,９００   

 ７２ ２７５,７００ ３５９,２００ ４５８,５００   

 ７３ ２７６,９００ ３６１,０００ ４６０,０００   

 ７４ ２７８,３００ ３６２,９００ ４６１,０００   

 ７５ ２７９,７００ ３６４,９００ ４６２,０００   

 ７６ ２８１,１００ ３６６,８００ ４６２,８００   

 ７７ ２８２,５００ ３６８,８００ ４６３,６００   

 ７８ ２８３,７００ ３７０,５００     

 ７９ ２８４,９００ ３７２,２００     

 ８０ ２８６,１００ ３７３,９００     

 ８１ ２８７,４００ ３７５,４００     

 ８２ ２８８,６００ ３７６,９００     

 ８３ ２８９,８００ ３７８,４００     

 ８４ ２９１,０００ ３７９,９００     

 ８５ ２９２,２００ ３８１,０００     

 ８６ ２９３,４００ ３８２,４００     

 ８７ ２９４,６００ ３８３,８００     

 ８８ ２９５,８００ ３８５,２００     

 ８９ ２９７,０００ ３８６,５００     
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 ９０ ２９８,２００ ３８７,８００     

 ９１ ２９９,４００ ３８９,１００     

 ９２ ３００,６００ ３９０,４００     

 ９３ ３０１,４００ ３９１,７００     

 ９４ ３０２,５００ ３９２,９００     

 ９５ ３０３,７００ ３９４,２００     

 ９６ ３０４,９００ ３９５,５００     

 ９７ ３０５,９００ ３９６,９００     

 ９８ ３０７,０００ ３９７,９００     

 ９９ ３０８,１００ ３９９,０００     

 １００ ３０９,２００ ４００,１００     

 １０１ ３１０,１００ ４０１,０００     

 １０２ ３１１,２００ ４０２,０００     

 １０３ ３１２,３００ ４０３,１００     

 １０４ ３１３,４００ ４０４,２００     

 １０５ ３１４,０００ ４０４,９００     

 １０６ ３１４,９００ ４０５,９００     

 １０７ ３１５,７００ ４０６,９００     

 １０８ ３１６,５００ ４０７,９００     

 １０９ ３１７,４００ ４０８,７００     

 １１０ ３１７,８００ ４０９,６００     

 １１１ ３１８,３００ ４１０,５００     

 １１２ ３１８,８００ ４１１,３００     

 １１３ ３１９,４００ ４１１,９００     

 １１４ ３１９,８００ ４１２,６００     

 １１５ ３２０,３００ ４１３,３００     

 １１６ ３２０,８００ ４１４,０００     

 １１７ ３２１,４００ ４１４,７００     

 １１８ ３２１,９００ ４１５,５００     

 １１９ ３２２,４００ ４１６,１００     

 １２０ ３２２,９００ ４１６,９００     

 １２１ ３２３,４００ ４１７,５００     

 １２２ ３２３,８００ ４１７,９００     

 １２３ ３２４,３００ ４１８,４００     

 １２４ ３２４,８００ ４１８,７００     

 １２５ ３２５,４００ ４１９,１００     

 １２６ ３２５,７００ ４１９,６００     

 １２７ ３２６,０００ ４２０,１００     

 １２８ ３２６,３００ ４２０,６００     

 １２９ ３２６,６００ ４２１,０００     

 １３０ ３２６,９００ ４２１,５００     

 １３１ ３２７,２００ ４２２,０００     

 １３２ ３２７,５００ ４２２,５００     

 １３３ ３２７,７００ ４２２,９００     

 １３４ ３２７,９００ ４２３,４００     

 １３５ ３２８,１００ ４２３,９００     
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 １３６ ３２８,４００ ４２４,４００     

 １３７ ３２８,７００ ４２４,８００     

 １３８ ３２８,９００ ４２５,３００     

 １３９ ３２９,２００ ４２５,８００     

 １４０ ３２９,５００ ４２６,３００     

 １４１ ３２９,７００ ４２６,７００     

 １４２ ３２９,９００       

 １４３ ３３０,２００       

 １４４ ３３０,４００       

 １４５ ３３０,７００       

 １４６ ３３０,９００       

 １４７ ３３１,２００       

 １４８ ３３１,５００       

 １４９ ３３１,７００       

 １５０ ３３１,９００       

 １５１ ３３２,２００       

 １５２ ３３２,５００       

 １５３ ３３２,７００       

再任用職員   ２２０,２００ ２６１,５００ ３２６,６００ ３９６,４００ 

備考（１） この表は、高等学校に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、実習助手その他の職員で

市長が定めるものに適用する。 

（２） この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員で市長が規則で定め

るものの給料月額は、この表の額に７，７００円をそれぞれ加算した額とする。 

 

イ 教育職給料表(２) 

職員の区分 
職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

再任用職員

以外の職員 

  円 円 円 円 

１ １５０,９００ １６６,７００ ２８７,７００ ４１２,７００ 

２ １５２,４００ １６８,８００ ２９０,８００ ４１４,２００ 

３ １５３,９００ １７０,９００ ２９３,９００ ４１５,７００ 

 ４ １５５,４００ １７３,１００ ２９７,０００ ４１７,２００ 

 ５ １５７,１００ １７５,１００ ２９９,７００ ４１８,６００ 

 ６ １５９,０００ １７７,３００ ３０２,６００ ４２０,１００ 

 ７ １６０,８００ １７９,５００ ３０５,７００ ４２１,７００ 

 ８ １６２,６００ １８１,７００ ３０８,８００ ４２３,３００ 

 ９ １６４,４００ １８４,０００ ３１１,８００ ４２４,７００ 

 １０ １６６,５００ １８６,８００ ３１４,７００ ４２６,１００ 

 １１ １６８,５００ １８９,５００ ３１７,６００ ４２７,５００ 

 １２ １７０,５００ １９２,２００ ３２０,５００ ４２８,９００ 

 １３ １７２,５００ １９５,１００ ３２３,２００ ４３０,２００ 

 １４ １７４,７００ １９６,８００ ３２５,５００ ４３１,６００ 

 １５ １７６,９００ １９８,４００ ３２７,７００ ４３３,０００ 

 １６ １７９,１００ ２００,１００ ３３０,０００ ４３４,４００ 

 １７ １８１,４００ ２０１,９００ ３３２,３００ ４３５,６００ 



平成２７年１月１０日（土）       大 和 高 田 市 公 報               第３１２号 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 １８ １８４,０００ ２０３,６００ ３３４,６００ ４３６,９００ 

 １９ １８６,５００ ２０５,３００ ３３６,９００ ４３８,１００ 

 ２０ １８９,０００ ２０６,９００ ３３９,２００ ４３９,４００ 

 ２１ １９１,５００ ２０８,７００ ３４１,５００ ４４０,５００ 

 ２２ １９３,２００ ２１０,６００ ３４３,８００ ４４１,８００ 

 ２３ １９４,９００ ２１２,５００ ３４６,１００ ４４３,１００ 

 ２４ １９６,６００ ２１４,４００ ３４８,４００ ４４４,４００ 

 ２５ １９８,１００ ２１６,１００ ３５０,６００ ４４５,７００ 

 ２６ １９９,７００ ２１８,１００ ３５２,５００ ４４７,０００ 

 ２７ ２０１,３００ ２２０,１００ ３５４,４００ ４４８,２００ 

 ２８ ２０２,８００ ２２２,１００ ３５６,３００ ４４９,５００ 

 ２９ ２０４,５００ ２２４,０００ ３５８,２００ ４５０,８００ 

 ３０ ２０６,２００ ２２６,７００ ３６０,１００ ４５１,９００ 

 ３１ ２０７,９００ ２２９,４００ ３６１,８００ ４５３,１００ 

 ３２ ２０９,６００ ２３２,１００ ３６３,７００ ４５４,３００ 

 ３３ ２１１,１００ ２３４,９００ ３６５,５００ ４５５,５００ 

 ３４ ２１２,８００ ２３７,８００ ３６７,２００ ４５６,４００ 

 ３５ ２１４,５００ ２４０,７００ ３６９,０００ ４５７,３００ 

 ３６ ２１６,２００ ２４３,５００ ３７０,８００ ４５８,０００ 

 ３７ ２１７,７００ ２４６,２００ ３７２,７００ ４５８,９００ 

 ３８ ２１９,４００ ２４９,０００ ３７４,３００   

 ３９ ２２１,１００ ２５１,８００ ３７５,９００   

 ４０ ２２２,８００ ２５４,６００ ３７７,５００   

 ４１ ２２４,６００ ２５７,４００ ３７８,８００   

 ４２ ２２６,４００ ２６０,０００ ３８０,３００   

 ４３ ２２８,２００ ２６２,６００ ３８１,８００   

 ４４ ２２９,９００ ２６５,２００ ３８３,３００   

 ４５ ２３１,８００ ２６７,６００ ３８４,９００   

 ４６ ２３３,５００ ２７０,２００ ３８６,５００   

 ４７ ２３５,２００ ２７２,７００ ３８８,１００   

 ４８ ２３６,９００ ２７５,２００ ３８９,７００   

 ４９ ２３８,６００ ２７７,７００ ３９１,１００   

 ５０ ２４０,３００ ２８０,２００ ３９２,６００   

 ５１ ２４２,０００ ２８２,８００ ３９４,１００   

 ５２ ２４３,６００ ２８５,４００ ３９５,６００   

 ５３ ２４４,９００ ２８７,９００ ３９６,８００   

 ５４ ２４６,６００ ２９０,５００ ３９８,１００   

 ５５ ２４８,２００ ２９３,０００ ３９９,２００   

 ５６ ２４９,９００ ２９５,５００ ４００,４００   

 ５７ ２５１,３００ ２９７,８００ ４０１,９００   

 ５８ ２５２,８００ ３００,４００ ４０３,１００   

 ５９ ２５４,３００ ３０３,０００ ４０４,４００   

 ６０ ２５５,８００ ３０５,７００ ４０５,７００   

 ６１ ２５７,３００ ３０８,２００ ４０７,０００   

 ６２ ２５８,８００ ３１０,７００ ４０８,０００   

 ６３ ２６０,３００ ３１３,２００ ４０９,４００   
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 ６４ ２６１,７００ ３１５,７００ ４１０,８００   

 ６５ ２６３,０００ ３１８,１００ ４１２,０００   

 ６６ ２６４,６００ ３２０,３００ ４１３,１００   

 ６７ ２６６,２００ ３２２,５００ ４１４,３００   

 ６８ ２６７,７００ ３２４,７００ ４１５,５００   

 ６９ ２６９,４００ ３２７,０００ ４１６,５００   

 ７０ ２７０,９００ ３２９,２００ ４１７,７００   

 ７１ ２７２,４００ ３３１,４００ ４１８,９００   

 ７２ ２７３,９００ ３３３,５００ ４２０,１００   

 ７３ ２７５,１００ ３３５,７００ ４２０,９００   

 ７４ ２７６,４００ ３３７,９００ ４２１,７００   

 ７５ ２７７,７００ ３４０,１００ ４２２,５００   

 ７６ ２７９,０００ ３４２,３００ ４２３,３００   

 ７７ ２８０,４００ ３４４,２００ ４２３,９００   

 ７８ ２８１,６００ ３４６,１００ ４２４,７００   

 ７９ ２８２,８００ ３４８,０００ ４２５,４００   

 ８０ ２８４,０００ ３４９,９００ ４２６,１００   

 ８１ ２８５,３００ ３５１,７００ ４２６,９００   

 ８２ ２８６,４００ ３５３,５００ ４２７,５００   

 ８３ ２８７,６００ ３５５,３００ ４２８,０００   

 ８４ ２８８,８００ ３５７,１００ ４２８,７００   

 ８５ ２８９,８００ ３５８,５００ ４２９,４００   

 ８６ ２９０,８００ ３６０,２００ ４２９,９００   

 ８７ ２９１,８００ ３６１,９００ ４３０,５００   

 ８８ ２９２,８００ ３６３,５００ ４３１,２００   

 ８９ ２９３,９００ ３６５,０００ ４３１,９００   

 ９０ ２９４,８００ ３６６,３００ ４３２,５００   

 ９１ ２９５,７００ ３６７,７００ ４３３,２００   

 ９２ ２９６,６００ ３６９,１００ ４３３,７００   

 ９３ ２９７,１００ ３７０,６００ ４３４,２００   

 ９４ ２９７,９００ ３７１,９００     

 ９５ ２９８,７００ ３７３,２００     

 ９６ ２９９,５００ ３７４,５００     

 ９７ ３００,３００ ３７５,５００     

 ９８ ３０１,１００ ３７６,５００     

 ９９ ３０１,９００ ３７７,５００     

 １００ ３０２,７００ ３７８,５００     

 １０１ ３０３,６００ ３７９,６００     

 １０２ ３０４,１００ ３８０,６００     

 １０３ ３０４,６００ ３８１,６００     

 １０４ ３０５,１００ ３８２,６００     

 １０５ ３０５,３００ ３８３,４００     

 １０６ ３０５,７００ ３８４,３００     

 １０７ ３０６,０００ ３８５,２００     

 １０８ ３０６,３００ ３８６,２００     

 １０９ ３０６,５００ ３８７,１００     
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 １１０ ３０６,７００ ３８８,１００     

 １１１ ３０７,０００ ３８９,１００     

 １１２ ３０７,３００ ３９０,１００     

 １１３ ３０７,５００ ３９０,７００     

 １１４ ３０７,７００ ３９１,６００     

 １１５ ３０７,９００ ３９２,５００     

 １１６ ３０８,２００ ３９３,４００     

 １１７ ３０８,５００ ３９４,２００     

 １１８ ３０８,８００ ３９５,０００     

 １１９ ３０９,１００ ３９５,８００     

 １２０ ３０９,４００ ３９６,６００     

 １２１ ３０９,５００ ３９７,２００     

 １２２ ３０９,７００ ３９８,０００     

 １２３ ３１０,０００ ３９８,７００     

 １２４ ３１０,３００ ３９９,４００     

 １２５ ３１０,５００ ４００,１００     

 １２６   ４００,８００     

 １２７   ４０１,３００     

 １２８   ４０１,９００     

 １２９   ４０２,６００     

 １３０   ４０３,２００     

 １３１   ４０３,９００     

 １３２   ４０４,５００     

 １３３   ４０４,８００     

 １３４   ４０５,４００     

 １３５   ４０６,０００     

 １３６   ４０６,４００     

 １３７   ４０６,８００     

 １３８   ４０７,４００     

 １３９   ４０８,０００     

 １４０   ４０８,６００     

 １４１   ４０９,０００     

 １４２   ４０９,６００     

 １４３   ４１０,２００     

 １４４   ４１０,８００     

 １４５   ４１１,２００     

 １４６   ４１１,８００     

 １４７   ４１２,４００     

 １４８   ４１３,０００     

 １４９   ４１３,４００     

 １５０   ４１４,０００     

 １５１   ４１４,６００     

 １５２   ４１５,２００     

 １５３   ４１５,６００     

再任用職員   ２０９,７００ ２５８,４００ ３１９,５００ ３８７,０００ 

備考（１） この表は、幼稚園に勤務する園長、副園長、教諭、講師その他の職員で市長が定めるも
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のに適用する。 

（２） この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員で市長が規則で定め

るものの給料月額は、この表の額に７，５００円をそれぞれ加算した額とする。 

   

別表第３（第３条関係） 

ア 医療職給料表(１) 

職員の区分 職務

の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

 

再任用職員

以外の職員 

  円 円 円 円 円 

１ ２４０,１００ ３２５,７００ ３９２,６００ ４６８,６００ ５６４,０００ 

２ ２４２,６００ ３２８,８００ ３９５,５００ ４７０,９００ ５６７,１００ 

３ ２４５,１００ ３３１,９００ ３９８,４００ ４７３,２００ ５７０,２００ 

４ ２４７,６００ ３３５,０００ ４０１,３００ ４７５,５００ ５７３,３００ 

 ５ ２４９,９００ ３３７,８００ ４０４,０００ ４７７,８００ ５７６,２００ 

 ６ ２５３,７００ ３４１,１００ ４０６,８００ ４８０,０００ ５７８,６００ 

 ７ ２５７,５００ ３４４,４００ ４０９,６００ ４８２,２００ ５８１,０００ 

 ８ ２６１,３００ ３４７,７００ ４１２,４００ ４８４,４００ ５８３,４００ 

 ９ ２６４,９００ ３５０,７００ ４１５,０００ ４８６,５００ ５８５,６００ 

 １０ ２６８,９００ ３５３,９００ ４１７,７００ ４８８,６００ ５８７,１００ 

 １１ ２７２,９００ ３５７,１００ ４２０,４００ ４９０,７００ ５８８,６００ 

 １２ ２７６,９００ ３６０,３００ ４２３,１００ ４９２,８００ ５９０,１００ 

 １３ ２８０,７００ ３６３,４００ ４２５,６００ ４９４,９００ ５９１,６００ 

 １４ ２８４,７００ ３６７,１００ ４２８,１００ ４９７,０００ ５９２,７００ 

 １５ ２８８,７００ ３７０,７００ ４３０,５００ ４９９,１００ ５９３,８００ 

 １６ ２９２,７００ ３７４,４００ ４３３,０００ ５０１,２００ ５９４,７００ 

 １７ ２９６,５００ ３７８,０００ ４３５,２００ ５０３,３００ ５９５,９００ 

 １８ ３００,１００ ３８０,７００ ４３７,６００ ５０５,３００ ５９６,９００ 

 １９ ３０３,７００ ３８３,５００ ４４０,０００ ５０７,３００ ５９７,９００ 

 ２０ ３０７,３００ ３８６,３００ ４４２,４００ ５０９,３００ ５９８,９００ 

 ２１ ３１１,０００ ３８９,２００ ４４４,５００ ５１１,１００ ５９９,９００ 

 ２２ ３１４,８００ ３９１,８００ ４４６,９００ ５１２,９００   

 ２３ ３１８,５００ ３９４,４００ ４４９,３００ ５１４,８００   

 ２４ ３２２,２００ ３９７,０００ ４５１,６００ ５１６,７００   

 ２５ ３２５,８００ ３９９,４００ ４５３,８００ ５１８,４００   

 ２６ ３２８,６００ ４０１,７００ ４５６,１００ ５２０,２００   

 ２７ ３３１,４００ ４０４,０００ ４５８,４００ ５２２,０００   

 ２８ ３３４,２００ ４０６,３００ ４６０,７００ ５２３,８００   

 ２９ ３３７,０００ ４０８,７００ ４６２,９００ ５２５,７００   

 ３０ ３３９,４００ ４１０,８００ ４６５,２００ ５２７,５００   

 ３１ ３４１,８００ ４１２,８００ ４６７,５００ ５２９,３００   

 ３２ ３４４,２００ ４１４,９００ ４６９,８００ ５３１,１００   

 ３３ ３４６,６００ ４１７,０００ ４７１,８００ ５３２,７００   

 ３４ ３４９,１００ ４１９,０００ ４７３,９００ ５３４,５００   

 ３５ ３５１,５００ ４２１,０００ ４７６,０００ ５３６,２００   
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 ３６ ３５４,０００ ４２３,０００ ４７８,１００ ５３８,０００   

 ３７ ３５６,４００ ４２５,１００ ４８０,２００ ５３９,６００   

 ３８ ３５８,８００ ４２７,１００ ４８２,０００ ５４１,２００   

 ３９ ３６１,２００ ４２９,１００ ４８３,８００ ５４２,６００   

 ４０ ３６３,６００ ４３１,１００ ４８５,６００ ５４４,２００   

 ４１ ３６５,９００ ４３３,１００ ４８７,３００ ５４５,７００   

 ４２ ３６７,４００ ４３４,９００ ４８９,１００ ５４７,１００   

 ４３ ３６８,９００ ４３６,７００ ４９０,９００ ５４８,５００   

 ４４ ３７０,４００ ４３８,５００ ４９２,７００ ５４９,８００   

 ４５ ３７１,９００ ４４０,４００ ４９４,３００ ５５１,０００   

 ４６ ３７３,３００ ４４２,２００ ４９６,０００ ５５２,０００   

 ４７ ３７４,８００ ４４４,０００ ４９７,８００ ５５３,０００   

 ４８ ３７６,３００ ４４５,８００ ４９９,６００ ５５４,０００   

 ４９ ３７７,６００ ４４７,６００ ５０１,２００ ５５５,０００   

 ５０ ３７８,６００ ４４９,３００ ５０２,５００ ５５５,９００   

 ５１ ３７９,６００ ４５１,１００ ５０３,８００ ５５６,８００   

 ５２ ３８０,６００ ４５２,９００ ５０５,１００ ５５７,７００   

 ５３ ３８１,６００ ４５４,８００ ５０６,４００ ５５８,５００   

 ５４ ３８２,５００ ４５６,０００ ５０７,７００ ５５９,４００   

 ５５ ３８３,４００ ４５７,２００ ５０９,０００ ５６０,３００   

 ５６ ３８４,３００ ４５８,４００ ５１０,３００ ５６１,２００   

 ５７ ３８５,３００ ４５９,６００ ５１１,３００ ５６２,１００   

 ５８ ３８６,２００ ４６０,６００ ５１２,１００ ５６３,０００   

 ５９ ３８７,０００ ４６１,６００ ５１２,９００ ５６３,９００   

 ６０ ３８７,９００ ４６２,６００ ５１３,７００ ５６４,６００   

 ６１ ３８８,７００ ４６３,４００ ５１４,６００ ５６５,５００   

 ６２ ３８９,２００ ４６４,１００ ５１５,４００ ５６６,４００   

 ６３ ３８９,７００ ４６４,８００ ５１６,３００ ５６７,３００   

 ６４ ３９０,２００ ４６５,５００ ５１７,１００ ５６８,２００   

 ６５ ３９０,５００ ４６６,２００ ５１８,０００ ５６９,１００   

 ６６   ４６６,９００ ５１８,９００     

 ６７   ４６７,６００ ５１９,６００     

 ６８   ４６８,３００ ５２０,５００     

 ６９   ４６８,８００ ５２１,４００     

 ７０   ４６９,５００ ５２２,２００     

 ７１   ４７０,２００ ５２３,１００     

 ７２   ４７０,９００ ５２４,０００     

 ７３   ４７１,３００ ５２４,８００     

 ７４   ４７１,９００ ５２５,７００     

 ７５   ４７２,６００ ５２６,６００     

 ７６   ４７３,３００ ５２７,３００     

 ７７   ４７３,７００ ５２８,１００     

 ７８   ４７４,３００ ５２９,０００     

 ７９   ４７４,９００ ５２９,９００     

 ８０   ４７５,４００ ５３０,８００     

 ８１   ４７６,０００ ５３１,６００     
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 ８２   ４７６,５００ ５３２,５００     

 ８３   ４７７,０００ ５３３,４００     

 ８４   ４７７,５００ ５３４,３００     

 ８５   ４７７,９００ ５３５,１００     

 ８６   ４７８,５００ ５３６,０００     

 ８７   ４７８,９００ ５３６,９００     

 ８８   ４７９,４００ ５３７,８００     

 ８９   ４７９,９００ ５３８,６００     

 ９０   ４８０,５００       

 ９１   ４８１,１００       

 ９２   ４８１,５００       

 ９３   ４８２,０００       

 ９４   ４８２,６００       

 ９５   ４８３,２００       

 ９６   ４８３,８００       

 ９７   ４８４,３００       

再任用職員   ２９３,８００ ３３６,２００ ３９０,６００ ４６３,７００ ５６３,６００ 

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する医師で市長が規則で定めるものに適用する。 

   

イ 医療職給料表(２) 

職員の

区分 

職務の

級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

 

再任用

職員以

外の職

員 

  円 円 円 円 円 円 円 

１ １４２,４００ １８０,３００ ２１５,５００ ２４３,７００ ２８１,３００ ３３０,２００ ３７６,４００ 

２ １４３,８００ １８１,９００ ２１７,１００ ２４５,３００ ２８３,５００ ３３２,３００ ３７９,１００ 

３ １４５,２００ １８３,５００ ２１８,７００ ２４６,９００ ２８５,７００ ３３４,５００ ３８１,８００ 

４ １４６,６００ １８５,１００ ２２０,３００ ２４８,５００ ２８７,９００ ３３６,７００ ３８４,５００ 

５ １４７,８００ １８６,６００ ２２１,９００ ２４９,９００ ２９０,１００ ３３８,８００ ３８７,０００ 

６ １４９,６００ １８８,２００ ２２３,６００ ２５１,５００ ２９２,３００ ３４１,０００ ３８９,７００ 

７ １５１,３００ １８９,８００ ２２５,３００ ２５３,０００ ２９４,５００ ３４３,２００ ３９２,４００ 

８ １５３,０００ １９１,３００ ２２７,０００ ２５４,６００ ２９６,７００ ３４５,４００ ３９５,１００ 

９ １５４,７００ １９２,９００ ２２８,６００ ２５６,０００ ２９８,８００ ３４７,４００ ３９７,３００ 

 １０ １５６,４００ １９４,６００ ２３０,４００ ２５７,５００ ３０１,０００ ３４９,６００ ３９９,６００ 

 １１ １５８,１００ １９６,２００ ２３２,１００ ２５９,０００ ３０３,２００ ３５１,８００ ４０１,８００ 

 １２ １５９,９００ １９７,９００ ２３３,８００ ２６０,５００ ３０５,４００ ３５４,０００ ４０４,１００ 

 １３ １６１,４００ １９９,５００ ２３５,６００ ２６１,９００ ３０７,６００ ３５５,７００ ４０６,２００ 

 １４ １６３,３００ ２０１,１００ ２３７,２００ ２６３,８００ ３０９,７００ ３５７,７００ ４０８,２００ 

 １５ １６５,３００ ２０２,７００ ２３８,８００ ２６５,７００ ３１１,８００ ３５９,７００ ４１０,３００ 

 １６ １６７,２００ ２０４,３００ ２４０,４００ ２６７,５００ ３１３,９００ ３６１,７００ ４１２,５００ 

 １７ １６９,１００ ２０５,８００ ２４１,８００ ２６９,２００ ３１６,１００ ３６３,７００ ４１４,３００ 

 １８ １７１,０００ ２０７,５００ ２４３,４００ ２７１,１００ ３１８,２００ ３６５,８００ ４１６,３００ 

 １９ １７２,８００ ２０９,２００ ２４４,９００ ２７３,０００ ３２０,３００ ３６７,８００ ４１８,４００ 

 ２０ １７４,７００ ２１０,９００ ２４６,５００ ２７４,９００ ３２２,４００ ３６９,９００ ４２０,５００ 

 ２１ １７６,６００ ２１２,４００ ２４８,０００ ２７６,７００ ３２４,４００ ３７１,７００ ４２２,３００ 

 ２２ １７８,１００ ２１４,０００ ２４９,５００ ２７８,６００ ３２６,４００ ３７３,８００ ４２３,９００ 
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 ２３ １７９,６００ ２１５,６００ ２５１,０００ ２８０,５００ ３２８,４００ ３７５,９００ ４２５,５００ 

 ２４ １８１,１００ ２１７,２００ ２５２,５００ ２８２,４００ ３３０,４００ ３７８,０００ ４２７,１００ 

 ２５ １８２,７００ ２１８,７００ ２５３,９００ ２８４,３００ ３３２,４００ ３７９,５００ ４２８,６００ 

 ２６ １８４,２００ ２２０,３００ ２５５,６００ ２８６,２００ ３３４,４００ ３８１,３００ ４２９,９００ 

 ２７ １８５,７００ ２２１,９００ ２５７,３００ ２８８,１００ ３３６,４００ ３８３,１００ ４３１,２００ 

 ２８ １８７,１００ ２２３,５００ ２５９,０００ ２９０,０００ ３３８,４００ ３８４,９００ ４３２,５００ 

 ２９ １８８,７００ ２２５,１００ ２６０,７００ ２９２,０００ ３４０,１００ ３８６,７００ ４３３,８００ 

 ３０ １９０,０００ ２２６,８００ ２６２,５００ ２９３,９００ ３４１,９００ ３８８,２００ ４３５,０００ 

 ３１ １９１,３００ ２２８,５００ ２６４,３００ ２９５,８００ ３４３,７００ ３８９,９００ ４３６,２００ 

 ３２ １９２,６００ ２３０,２００ ２６６,１００ ２９７,７００ ３４５,５００ ３９１,６００ ４３７,３００ 

 ３３ １９４,０００ ２３１,８００ ２６７,６００ ２９９,５００ ３４７,３００ ３９３,０００ ４３８,５００ 

 ３４ １９５,４００ ２３３,４００ ２６９,４００ ３０１,３００ ３４９,２００ ３９４,３００ ４３９,７００ 

 ３５ １９６,８００ ２３４,９００ ２７１,２００ ３０３,１００ ３５１,１００ ３９５,６００ ４４１,０００ 

 ３６ １９８,２００ ２３６,５００ ２７３,０００ ３０４,９００ ３５３,０００ ３９６,９００ ４４２,２００ 

 ３７ １９９,３００ ２３８,０００ ２７４,６００ ３０６,５００ ３５４,８００ ３９８,０００ ４４３,５００ 

 ３８ ２００,６００ ２３９,６００ ２７６,３００ ３０８,２００ ３５６,５００ ３９９,２００ ４４４,３００ 

 ３９ ２０１,９００ ２４１,２００ ２７８,０００ ３０９,９００ ３５８,２００ ４００,３００ ４４５,０００ 

 ４０ ２０３,２００ ２４２,８００ ２７９,７００ ３１１,６００ ３５９,９００ ４０１,５００ ４４５,８００ 

 ４１ ２０４,４００ ２４４,２００ ２８１,４００ ３１３,４００ ３６１,１００ ４０２,３００ ４４６,４００ 

 ４２ ２０５,６００ ２４５,７００ ２８３,１００ ３１５,１００ ３６２,３００ ４０３,１００ ４４７,１００ 

 ４３ ２０６,８００ ２４７,２００ ２８４,８００ ３１６,８００ ３６３,５００ ４０３,９００ ４４７,９００ 

 ４４ ２０８,０００ ２４８,７００ ２８６,５００ ３１８,５００ ３６４,７００ ４０４,７００ ４４８,７００ 

 ４５ ２０９,２００ ２５０,１００ ２８８,２００ ３１９,７００ ３６５,９００ ４０５,１００ ４４９,３００ 

 ４６ ２１０,３００ ２５１,７００ ２８９,９００ ３２１,２００ ３６６,７００ ４０５,８００ ４５０,１００ 

 ４７ ２１１,４００ ２５３,３００ ２９１,６００ ３２２,７００ ３６７,９００ ４０６,５００ ４５０,９００ 

 ４８ ２１２,５００ ２５４,９００ ２９３,３００ ３２４,３００ ３６９,０００ ４０７,２００ ４５１,５００ 

 ４９ ２１３,６００ ２５６,５００ ２９４,７００ ３２５,８００ ３７０,１００ ４０７,９００ ４５２,１００ 

 ５０ ２１４,６００ ２５７,９００ ２９６,３００ ３２７,１００ ３７１,１００ ４０８,６００ ４５２,９００ 

 ５１ ２１５,６００ ２５９,３００ ２９７,９００ ３２８,４００ ３７２,１００ ４０９,３００ ４５３,７００ 

 ５２ ２１６,６００ ２６０,７００ ２９９,５００ ３２９,７００ ３７３,１００ ４０９,９００ ４５４,５００ 

 ５３ ２１７,４００ ２６１,９００ ３００,９００ ３３０,８００ ３７３,９００ ４１０,５００ ４５５,１００ 

 ５４ ２１８,４００ ２６３,３００ ３０２,４００ ３３１,８００ ３７４,８００ ４１１,１００   

 ５５ ２１９,３００ ２６４,７００ ３０３,９００ ３３２,９００ ３７５,７００ ４１１,７００   

 ５６ ２２０,３００ ２６６,１００ ３０５,４００ ３３４,０００ ３７６,６００ ４１２,３００   

 ５７ ２２１,１００ ２６７,２００ ３０６,７００ ３３４,５００ ３７７,２００ ４１２,８００   

 ５８ ２２２,０００ ２６８,５００ ３０８,０００ ３３５,４００ ３７８,０００ ４１３,５００   

 ５９ ２２２,９００ ２６９,８００ ３０９,３００ ３３６,２００ ３７８,８００ ４１４,１００   

 ６０ ２２３,８００ ２７１,１００ ３１０,７００ ３３７,１００ ３７９,６００ ４１４,８００   

 ６１ ２２４,７００ ２７２,２００ ３１２,０００ ３３７,９００ ３８０,０００ ４１５,１００   

 ６２ ２２５,７００ ２７３,４００ ３１３,３００ ３３８,２００ ３８０,７００ ４１５,６００   

 ６３ ２２６,７００ ２７４,７００ ３１４,６００ ３３８,９００ ３８１,４００ ４１６,３００   

 ６４ ２２７,８００ ２７６,０００ ３１５,９００ ３３９,６００ ３８２,１００ ４１７,０００   

 ６５ ２２８,５００ ２７７,１００ ３１７,３００ ３４０,２００ ３８２,６００ ４１７,３００   

 ６６ ２２９,４００ ２７８,２００ ３１８,１００ ３４０,９００ ３８３,２００     

 ６７ ２３０,３００ ２７９,３００ ３１８,９００ ３４１,６００ ３８３,９００     

 ６８ ２３１,２００ ２８０,４００ ３１９,７００ ３４２,３００ ３８４,５００     
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 ６９ ２３１,９００ ２８１,５００ ３２０,３００ ３４３,０００ ３８５,０００     

 ７０ ２３２,６００ ２８２,６００ ３２１,０００ ３４３,６００ ３８５,５００     

 ７１ ２３３,３００ ２８３,７００ ３２１,７００ ３４４,２００ ３８６,０００     

 ７２ ２３４,０００ ２８４,８００ ３２２,３００ ３４４,８００ ３８６,５００     

 ７３ ２３４,７００ ２８５,７００ ３２３,１００ ３４５,１００ ３８７,１００     

 ７４ ２３５,５００ ２８６,４００ ３２３,３００ ３４５,７００ ３８７,６００     

 ７５ ２３６,３００ ２８７,１００ ３２３,９００ ３４６,２００ ３８８,２００     

 ７６ ２３７,１００ ２８７,９００ ３２４,５００ ３４６,８００ ３８８,８００     

 ７７ ２３７,７００ ２８８,７００ ３２５,１００ ３４７,３００ ３８９,３００     

 ７８ ２３８,３００ ２８９,３００ ３２５,６００ ３４７,８００ ３８９,８００     

 ７９ ２３８,９００ ２８９,９００ ３２６,１００ ３４８,３００ ３９０,４００     

 ８０ ２３９,５００ ２９０,５００ ３２６,６００ ３４８,８００ ３９１,０００     

 ８１ ２３９,９００ ２９１,２００ ３２７,２００ ３４９,１００ ３９１,５００     

 ８２ ２４０,３００ ２９１,７００ ３２７,７００ ３４９,４００ ３９２,１００     

 ８３ ２４０,７００ ２９２,２００ ３２８,２００ ３４９,８００ ３９２,７００     

 ８４ ２４１,１００ ２９２,６００ ３２８,７００ ３５０,１００ ３９３,３００     

 ８５ ２４１,５００ ２９２,８００ ３２９,２００ ３５０,６００ ３９４,０００     

 ８６   ２９３,０００ ３２９,６００ ３５０,９００       

 ８７   ２９３,２００ ３２９,８００ ３５１,２００       

 ８８   ２９３,４００ ３３０,２００ ３５１,５００       

 ８９   ２９３,８００ ３３０,６００ ３５１,９００       

 ９０   ２９４,０００ ３３１,０００ ３５２,２００       

 ９１   ２９４,２００ ３３１,４００ ３５２,６００       

 ９２   ２９４,４００ ３３１,８００ ３５２,９００       

 ９３   ２９４,８００ ３３２,２００ ３５３,３００       

 ９４   ２９５,０００ ３３２,４００ ３５３,６００       

 ９５   ２９５,２００ ３３２,８００ ３５４,０００       

 ９６   ２９５,５００ ３３３,１００ ３５４,３００       

 ９７   ２９５,９００ ３３３,３００ ３５４,６００       

 ９８   ２９６,２００ ３３３,６００ ３５５,０００       

 ９９   ２９６,５００ ３３３,９００ ３５５,４００       

 １００   ２９６,８００ ３３４,２００ ３５５,８００       

 １０１   ２９７,１００ ３３４,４００ ３５６,３００       

 １０２   ２９７,３００ ３３４,７００ ３５６,７００       

 １０３   ２９７,６００ ３３５,１００ ３５７,１００       

 １０４   ２９７,９００ ３３５,３００ ３５７,５００       

 １０５   ２９８,２００ ３３５,４００ ３５８,０００       

 １０６     ３３５,７００         

 １０７     ３３６,１００         

 １０８     ３３６,３００         

 １０９     ３３６,５００         

 １１０     ３３６,９００         

 １１１     ３３７,３００         

 １１２     ３３７,７００         

 １１３     ３３７,９００         

再任用   １８６,８００ ２１３,５００ ２４５,７００ ２５９,３００ ２８５,５００ ３２７,０００ ３７０,０００ 
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職員 

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で市長が定めるものに適用

する。 

   

ウ 医療職給料表(３) 

職員の区

分 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

 

再任用職

員以外の

職員 

  円 円 円 円 円 円 

１ １５５,６００ １８２,９００ ２３１,４００ ２５６,６００ ２８７,２００ ３３３,５００ 

２ １５７,０００ １８５,０００ ２３３,２００ ２５７,８００ ２８９,２００ ３３５,７００ 

３ １５８,５００ １８７,１００ ２３５,０００ ２５９,１００ ２９１,２００ ３３７,９００ 

４ １５９,９００ １８９,２００ ２３６,８００ ２６０,４００ ２９３,２００ ３４０,１００ 

 ５ １６１,３００ １９１,３００ ２３８,４００ ２６１,５００ ２９５,０００ ３４２,３００ 

 ６ １６２,８００ １９３,６００ ２３９,９００ ２６２,９００ ２９６,９００ ３４４,５００ 

 ７ １６４,３００ １９５,９００ ２４１,４００ ２６４,１００ ２９８,８００ ３４６,７００ 

 ８ １６５,８００ １９８,２００ ２４２,８００ ２６５,５００ ３００,７００ ３４８,９００ 

 ９ １６７,１００ ２００,６００ ２４４,１００ ２６６,９００ ３０２,７００ ３５０,６００ 

 １０ １６８,８００ ２０２,０００ ２４５,５００ ２６８,１００ ３０４,６００ ３５２,６００ 

 １１ １７０,４００ ２０３,４００ ２４６,８００ ２６９,７００ ３０６,５００ ３５４,６００ 

 １２ １７２,０００ ２０４,８００ ２４８,２００ ２７１,３００ ３０８,４００ ３５６,６００ 

 １３ １７３,５００ ２０６,２００ ２４９,５００ ２７２,８００ ３１０,１００ ３５８,８００ 

 １４ １７５,５００ ２０７,７００ ２５０,８００ ２７４,４００ ３１１,９００ ３６０,９００ 

 １５ １７７,５００ ２０９,２００ ２５２,１００ ２７６,０００ ３１３,７００ ３６３,０００ 

 １６ １７９,５００ ２１０,５００ ２５３,４００ ２７７,６００ ３１５,５００ ３６５,１００ 

 １７ １８１,７００ ２１１,９００ ２５４,４００ ２７９,２００ ３１７,４００ ３６７,１００ 

 １８ １８３,８００ ２１３,４００ ２５５,８００ ２８０,７００ ３１９,１００ ３６９,２００ 

 １９ １８５,９００ ２１４,９００ ２５７,１００ ２８２,２００ ３２０,８００ ３７１,３００ 

 ２０ １８８,０００ ２１６,４００ ２５８,４００ ２８３,７００ ３２２,５００ ３７３,４００ 

 ２１ １９０,１００ ２１７,８００ ２５９,５００ ２８５,３００ ３２４,１００ ３７５,２００ 

 ２２ １９２,３００ ２１９,５００ ２６０,９００ ２８６,９００ ３２５,７００ ３７７,３００ 

 ２３ １９４,５００ ２２１,２００ ２６２,３００ ２８８,５００ ３２７,３００ ３７９,４００ 

 ２４ １９６,７００ ２２２,９００ ２６３,７００ ２９０,０００ ３２８,９００ ３８１,５００ 

 ２５ １９８,８００ ２２４,３００ ２６５,１００ ２９１,４００ ３３０,６００ ３８３,５００ 

 ２６ ２００,１００ ２２６,０００ ２６６,７００ ２９３,２００ ３３２,１００ ３８５,２００ 

 ２７ ２０１,４００ ２２７,７００ ２６８,２００ ２９５,０００ ３３３,６００ ３８７,１００ 

 ２８ ２０２,７００ ２２９,４００ ２６９,８００ ２９６,８００ ３３５,２００ ３８９,０００ 

 ２９ ２０３,９００ ２３１,２００ ２７１,４００ ２９８,４００ ３３６,６００ ３９０,９００ 

 ３０ ２０５,１００ ２３２,７００ ２７３,０００ ３００,１００ ３３８,１００ ３９２,７００ 

 ３１ ２０６,４００ ２３４,２００ ２７４,６００ ３０１,８００ ３３９,６００ ３９４,６００ 

 ３２ ２０７,６００ ２３５,６００ ２７６,２００ ３０３,５００ ３４１,１００ ３９６,５００ 

 ３３ ２０８,９００ ２３７,０００ ２７７,８００ ３０５,０００ ３４２,８００ ３９８,２００ 

 ３４ ２１０,２００ ２３８,４００ ２７９,３００ ３０６,６００ ３４４,４００ ３９９,９００ 

 ３５ ２１１,５００ ２３９,８００ ２８０,８００ ３０８,２００ ３４６,０００ ４０１,７００ 

 ３６ ２１２,８００ ２４１,２００ ２８２,２００ ３０９,８００ ３４７,６００ ４０３,５００ 

 ３７ ２１４,２００ ２４２,５００ ２８３,８００ ３１１,３００ ３４９,３００ ４０５,１００ 

 ３８ ２１５,６００ ２４３,８００ ２８５,２００ ３１２,９００ ３５０,９００ ４０６,９００ 
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 ３９ ２１７,０００ ２４５,１００ ２８６,７００ ３１４,５００ ３５２,５００ ４０８,７００ 

 ４０ ２１８,４００ ２４６,４００ ２８８,２００ ３１６,１００ ３５４,１００ ４１０,５００ 

 ４１ ２１９,５００ ２４７,４００ ２８９,８００ ３１７,７００ ３５５,３００ ４１２,０００ 

 ４２ ２２０,９００ ２４８,７００ ２９１,４００ ３１９,２００ ３５６,８００ ４１３,７００ 

 ４３ ２２２,３００ ２４９,９００ ２９３,０００ ３２０,６００ ３５８,３００ ４１５,４００ 

 ４４ ２２３,７００ ２５１,２００ ２９４,６００ ３２２,１００ ３５９,８００ ４１７,０００ 

 ４５ ２２５,１００ ２５２,３００ ２９６,０００ ３２３,３００ ３６１,４００ ４１８,４００ 

 ４６ ２２６,６００ ２５３,７００ ２９７,５００ ３２４,７００ ３６２,５００ ４２０,０００ 

 ４７ ２２８,１００ ２５５,１００ ２９９,０００ ３２６,１００ ３６４,０００ ４２１,５００ 

 ４８ ２２９,５００ ２５６,５００ ３００,５００ ３２７,６００ ３６５,３００ ４２３,０００ 

 ４９ ２３０,７００ ２５７,７００ ３０１,８００ ３２８,９００ ３６６,７００ ４２４,６００ 

 ５０ ２３２,１００ ２５９,２００ ３０３,２００ ３３０,３００ ３６８,１００ ４２６,１００ 

 ５１ ２３３,５００ ２６０,６００ ３０４,６００ ３３１,６００ ３６９,５００ ４２７,６００ 

 ５２ ２３４,９００ ２６２,０００ ３０６,０００ ３３３,０００ ３７０,９００ ４２９,１００ 

 ５３ ２３６,２００ ２６３,５００ ３０７,５００ ３３４,４００ ３７２,４００ ４３０,５００ 

 ５４ ２３７,５００ ２６５,１００ ３０８,９００ ３３５,８００ ３７３,６００ ４３２,０００ 

 ５５ ２３８,８００ ２６６,７００ ３１０,３００ ３３７,２００ ３７４,８００ ４３３,４００ 

 ５６ ２４０,１００ ２６８,２００ ３１１,７００ ３３８,６００ ３７６,０００ ４３４,８００ 

 ５７ ２４１,３００ ２６９,８００ ３１２,８００ ３３９,５００ ３７７,１００ ４３５,９００ 

 ５８ ２４２,６００ ２７１,４００ ３１４,１００ ３４０,８００ ３７８,１００ ４３６,８００ 

 ５９ ２４３,８００ ２７３,０００ ３１５,４００ ３４２,０００ ３７９,１００ ４３７,７００ 

 ６０ ２４５,１００ ２７４,６００ ３１６,８００ ３４３,３００ ３８０,１００ ４３８,４００ 

 ６１ ２４６,２００ ２７６,１００ ３１８,０００ ３４４,５００ ３８０,７００ ４３９,３００ 

 ６２ ２４７,５００ ２７７,６００ ３１９,３００ ３４５,４００ ３８１,５００ ４４０,２００ 

 ６３ ２４８,８００ ２７９,１００ ３２０,６００ ３４６,７００ ３８２,３００ ４４１,１００ 

 ６４ ２５０,１００ ２８０,６００ ３２１,９００ ３４８,０００ ３８３,１００ ４４２,０００ 

 ６５ ２５１,１００ ２８２,２００ ３２３,２００ ３４９,１００ ３８３,９００ ４４２,９００ 

 ６６ ２５２,４００ ２８３,７００ ３２４,５００ ３５０,３００ ３８４,６００ ４４３,７００ 

 ６７ ２５３,８００ ２８５,２００ ３２５,８００ ３５１,５００ ３８５,４００ ４４４,５００ 

 ６８ ２５５,２００ ２８６,７００ ３２７,１００ ３５２,６００ ３８６,１００ ４４５,３００ 

 ６９ ２５６,３００ ２８８,０００ ３２７,９００ ３５３,６００ ３８６,８００ ４４６,１００ 

 ７０ ２５７,６００ ２８９,５００ ３２９,０００ ３５４,７００ ３８７,４００   

 ７１ ２５８,９００ ２９１,０００ ３３０,１００ ３５５,８００ ３８８,１００   

 ７２ ２６０,２００ ２９２,５００ ３３１,０００ ３５６,９００ ３８８,７００   

 ７３ ２６１,６００ ２９３,７００ ３３２,３００ ３５７,８００ ３８９,４００   

 ７４ ２６２,９００ ２９５,１００ ３３３,０００ ３５８,９００ ３８９,９００   

 ７５ ２６４,２００ ２９６,５００ ３３４,２００ ３６０,０００ ３９０,５００   

 ７６ ２６５,５００ ２９７,９００ ３３５,４００ ３６１,１００ ３９１,０００   

 ７７ ２６６,５００ ２９９,４００ ３３６,５００ ３６１,８００ ３９１,４００   

 ７８ ２６７,７００ ３００,７００ ３３７,７００ ３６２,６００ ３９２,０００   

 ７９ ２６９,０００ ３０２,０００ ３３８,９００ ３６３,４００ ３９２,６００   

 ８０ ２７０,３００ ３０３,３００ ３４０,１００ ３６４,２００ ３９３,０００   

 ８１ ２７１,４００ ３０４,１００ ３４１,２００ ３６４,８００ ３９３,５００   

 ８２ ２７２,５００ ３０５,３００ ３４２,３００ ３６５,３００ ３９４,１００   

 ８３ ２７３,６００ ３０６,５００ ３４３,４００ ３６５,９００ ３９４,７００   

 ８４ ２７４,７００ ３０７,８００ ３４４,５００ ３６６,４００ ３９５,３００   



平成２７年１月１０日（土）       大 和 高 田 市 公 報               第３１２号 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 ８５ ２７５,６００ ３０８,９００ ３４５,４００ ３６７,０００ ３９５,８００   

 ８６ ２７６,６００ ３１０,１００ ３４６,４００ ３６７,５００ ３９６,４００   

 ８７ ２７７,７００ ３１１,３００ ３４７,３００ ３６８,１００ ３９７,０００   

 ８８ ２７８,８００ ３１２,５００ ３４８,３００ ３６８,６００ ３９７,６００   

 ８９ ２７９,８００ ３１３,８００ ３４９,４００ ３６９,０００ ３９８,０００   

 ９０ ２８０,８００ ３１５,０００ ３５０,２００ ３６９,５００ ３９８,５００   

 ９１ ２８１,８００ ３１６,２００ ３５１,０００ ３７０,１００ ３９９,１００   

 ９２ ２８２,８００ ３１７,４００ ３５１,８００ ３７０,６００ ３９９,７００   

 ９３ ２８３,８００ ３１８,３００ ３５２,５００ ３７０,９００ ４００,２００   

 ９４ ２８４,８００ ３１９,０００ ３５３,１００ ３７１,４００     

 ９５ ２８５,８００ ３１９,７００ ３５３,８００ ３７１,９００     

 ９６ ２８６,８００ ３２０,３００ ３５４,４００ ３７２,２００     

 ９７ ２８７,７００ ３２１,０００ ３５４,８００ ３７２,８００     

 ９８ ２８８,５００ ３２１,３００ ３５５,２００ ３７３,３００     

 ９９ ２８９,３００ ３２２,０００ ３５５,７００ ３７３,８００     

 １００ ２９０,２００ ３２２,７００ ３５６,１００ ３７４,３００     

 １０１ ２９１,０００ ３２３,１００ ３５６,６００ ３７４,９００     

 １０２ ２９１,８００ ３２３,７００ ３５７,０００ ３７５,４００     

 １０３ ２９２,６００ ３２４,３００ ３５７,５００ ３７５,９００     

 １０４ ２９３,４００ ３２４,９００ ３５７,９００ ３７６,３００     

 １０５ ２９４,１００ ３２５,３００ ３５８,２００ ３７６,９００     

 １０６ ２９４,６００ ３２５,８００ ３５８,７００ ３７７,４００     

 １０７ ２９５,１００ ３２６,３００ ３５９,２００ ３７７,９００     

 １０８ ２９５,６００ ３２６,８００ ３５９,５００ ３７８,４００     

 １０９ ２９５,８００ ３２７,２００ ３６０,０００ ３７９,０００     

 １１０ ２９６,２００ ３２７,６００ ３６０,５００ ３７９,５００     

 １１１ ２９６,４００ ３２７,９００ ３６１,０００ ３８０,０００     

 １１２ ２９６,８００ ３２８,３００ ３６１,５００ ３８０,５００     

 １１３ ２９７,１００ ３２８,７００ ３６２,０００ ３８１,１００     

 １１４ ２９７,３００ ３２９,１００ ３６２,５００       

 １１５ ２９７,７００ ３２９,５００ ３６３,０００       

 １１６ ２９８,０００ ３２９,８００ ３６３,４００       

 １１７ ２９８,３００ ３３０,０００ ３６３,８００       

 １１８ ２９８,６００ ３３０,３００ ３６４,３００       

 １１９ ２９８,９００ ３３０,７００ ３６４,８００       

 １２０ ２９９,３００ ３３０,９００ ３６５,３００       

 １２１ ２９９,６００ ３３１,１００ ３６５,７００       

 １２２ ３００,０００ ３３１,４００ ３６６,２００       

 １２３ ３００,４００ ３３１,７００ ３６６,７００       

 １２４ ３００,８００ ３３２,０００ ３６７,２００       

 １２５ ３０１,０００ ３３２,２００ ３６７,６００       

 １２６ ３０１,２００ ３３２,５００         

 １２７ ３０１,６００ ３３２,９００         

 １２８ ３０２,０００ ３３３,１００         

 １２９ ３０２,２００ ３３３,２００         

 １３０ ３０２,５００ ３３３,６００         
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 １３１ ３０２,９００ ３３４,０００         

 １３２ ３０３,３００ ３３４,２００         

 １３３ ３０３,５００ ３３４,５００         

 １３４ ３０３,８００ ３３４,９００         

 １３５ ３０４,２００ ３３５,３００         

 １３６ ３０４,５００ ３３５,７００         

 １３７ ３０４,７００ ３３６,０００         

 １３８ ３０５,０００ ３３６,４００         

 １３９ ３０５,４００ ３３６,８００         

 １４０ ３０５,７００ ３３７,２００         

 １４１ ３０５,９００ ３３７,５００         

 １４２ ３０６,３００ ３３７,９００         

 １４３ ３０６,７００ ３３８,３００         

 １４４ ３０７,０００ ３３８,７００         

 １４５ ３０７,１００ ３３９,０００         

 １４６ ３０７,４００ ３３９,４００         

 １４７ ３０７,７００ ３３９,８００         

 １４８ ３０８,１００ ３４０,２００         

 １４９ ３０８,３００ ３４０,５００         

 １５０ ３０８,５００ ３４０,９００         

 １５１ ３０８,８００ ３４１,３００         

 １５２ ３０９,１００ ３４１,７００         

 １５３ ３０９,５００ ３４２,０００         

 １５４ ３０９,７００           

 １５５ ３０９,９００           

 １５６ ３１０,２００           

 １５７ ３１０,６００           

 １５８ ３１０,９００           

 １５９ ３１１,２００           

 １６０ ３１１,５００           

 １６１ ３１１,９００           

 １６２ ３１２,２００           

 １６３ ３１２,５００           

 １６４ ３１２,８００           

 １６５ ３１３,２００           

 １６６ ３１３,５００           

 １６７ ３１３,８００           

 １６８ ３１４,１００           

 １６９ ３１４,５００           

再任用職

員 

  
２３３,２００ ２５７,８００ ２６５,１００ ２７５,５００ ２９２,６００ ３３０,４００ 

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する助産師、看護師、准看護師その他の職員で市長が定める

ものに適用する。 

 

第２条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第１８条第２項第１号中「１００分の８２．５」を「１００分の７５」に改め、同項第２号中「１
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００分の３２．５」を「１００分の３５」に、「１００分の３７．５」を「１００分の３５」に改

める。 

  別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

行政職給料表 

職員の区

分 

職務

の級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

再任用職

員以外の

職員 

  円 円 円 円 円 円 円 

１ １３７,６００ １８７,７００ ２２３,９００ ２５８,３００ ２８５,０００ ３１５,８００ ３６０,１００ 

２ １３８,７００ １８９,５００ ２２５,５００ ２６０,４００ ２８７,２００ ３１８,０００ ３６２,７００ 

３ １３９,９００ １９１,３００ ２２７,１００ ２６２,３００ ２８９,５００ ３２０,３００ ３６５,２００ 

４ １４１,０００ １９３,１００ ２２８,７００ ２６４,４００ ２９１,７００ ３２２,５００ ３６７,８００ 

５ １４２,１００ １９４,７００ ２３０,３００ ２６６,３００ ２９３,７００ ３２４,８００ ３６９,９００ 

６ １４３,２００ １９６,５００ ２３２,０００ ２６８,３００ ２９６,０００ ３２６,８００ ３７２,４００ 

７ １４４,３００ １９８,３００ ２３３,６００ ２７０,４００ ２９８,３００ ３２９,０００ ３７４,８００ 

８ １４５,４００ ２００,１００ ２３５,２００ ２７２,５００ ３００,６００ ３３１,２００ ３７７,３００ 

９ １４６,５００ ２０１,８００ ２３６,８００ ２７４,６００ ３０２,７００ ３３３,３００ ３７９,８００ 

１０ １４７,９００ ２０３,６００ ２３８,４００ ２７６,６００ ３０５,０００ ３３５,５００ ３８２,５００ 

１１ １４９,２００ ２０５,４００ ２４０,０００ ２７８,７００ ３０７,２００ ３３７,６００ ３８５,１００ 

１２ １５０,５００ ２０７,２００ ２４１,６００ ２８０,８００ ３０９,５００ ３３９,８００ ３８７,８００ 

１３ １５１,８００ ２０８,６００ ２４３,２００ ２８２,８００ ３１１,７００ ３４１,８００ ３９０,２００ 

１４ １５３,３００ ２１０,４００ ２４４,７００ ２８４,９００ ３１３,８００ ３４３,８００ ３９２,５００ 

１５ １５４,８００ ２１２,１００ ２４６,２００ ２８６,９００ ３１６,０００ ３４５,９００ ３９４,７００ 

１６ １５６,４００ ２１３,９００ ２４７,７００ ２８９,０００ ３１８,１００ ３４７,９００ ３９７,１００ 

１７ １５７,７００ ２１５,６００ ２４９,２００ ２９１,０００ ３２０,２００ ３４９,８００ ３９８,９００ 

１８ １５９,２００ ２１７,３００ ２５１,１００ ２９３,０００ ３２２,２００ ３５１,８００ ４００,９００ 

１９ １６０,７００ ２１９,０００ ２５２,９００ ２９５,１００ ３２４,３００ ３５３,７００ ４０２,８００ 

２０ １６２,２００ ２２０,６００ ２５４,７００ ２９７,１００ ３２６,３００ ３５５,６００ ４０４,６００ 

２１ １６３,６００ ２２２,２００ ２５６,４００ ２９９,２００ ３２８,３００ ３５７,６００ ４０６,５００ 

２２ １６６,３００ ２２３,９００ ２５８,３００ ３０１,３００ ３３０,４００ ３５９,５００ ４０８,３００ 

２３ １６８,９００ ２２５,６００ ２６０,２００ ３０３,３００ ３３２,４００ ３６１,５００ ４１０,１００ 

２４ １７１,５００ ２２７,２００ ２６１,９００ ３０５,４００ ３３４,５００ ３６３,４００ ４１２,０００ 

２５ １７４,２００ ２２８,７００ ２６３,９００ ３０７,２００ ３３６,１００ ３６５,４００ ４１３,８００ 

２６ １７５,９００ ２３０,３００ ２６５,８００ ３０９,３００ ３３８,０００ ３６７,３００ ４１５,３００ 

２７ １７７,６００ ２３１,８００ ２６７,６００ ３１１,４００ ３４０,０００ ３６９,３００ ４１６,８００ 

２８ １７９,３００ ２３３,２００ ２６９,５００ ３１３,４００ ３４１,９００ ３７１,３００ ４１８,４００ 

２９ １８０,８００ ２３４,６００ ２７１,２００ ３１５,４００ ３４３,６００ ３７２,８００ ４２０,０００ 

３０ １８２,６００ ２３５,８００ ２７３,１００ ３１７,４００ ３４５,５００ ３７４,６００ ４２１,３００ 

３１ １８４,４００ ２３７,０００ ２７５,０００ ３１９,５００ ３４７,４００ ３７６,４００ ４２２,６００ 

３２ １８６,１００ ２３８,３００ ２７６,８００ ３２１,６００ ３４９,２００ ３７８,０００ ４２３,８００ 

３３ １８７,７００ ２３９,６００ ２７８,５００ ３２３,１００ ３５１,１００ ３７９,８００ ４２５,０００ 

３４ １８９,２００ ２４１,０００ ２８０,４００ ３２５,１００ ３５２,９００ ３８１,２００ ４２６,３００ 

３５ １９０,７００ ２４２,３００ ２８２,２００ ３２７,１００ ３５４,７００ ３８２,７００ ４２７,６００ 
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３６ １９２,２００ ２４３,６００ ２８４,１００ ３２９,２００ ３５６,４００ ３８４,３００ ４２８,８００ 

３７ １９３,５００ ２４４,６００ ２８５,８００ ３３１,１００ ３５７,８００ ３８５,７００ ４３０,０００ 

３８ １９４,８００ ２４６,１００ ２８７,５００ ３３３,０００ ３５９,１００ ３８６,９００ ４３０,８００ 

３９ １９６,１００ ２４７,７００ ２８９,３００ ３３５,０００ ３６０,５００ ３８８,１００ ４３１,６００ 

４０ １９７,４００ ２４９,２００ ２９１,１００ ３３６,９００ ３６１,９００ ３８９,２００ ４３２,４００ 

４１ １９８,７００ ２５０,６００ ２９２,８００ ３３８,８００ ３６３,２００ ３９０,３００ ４３３,０００ 

４２ ２００,０００ ２５２,０００ ２９４,５００ ３４０,７００ ３６４,１００ ３９１,５００ ４３３,７００ 

４３ ２０１,３００ ２５３,４００ ２９６,２００ ３４２,５００ ３６５,２００ ３９２,７００ ４３４,４００ 

４４ ２０２,６００ ２５４,８００ ２９７,８００ ３４４,４００ ３６６,３００ ３９３,８００ ４３５,１００ 

４５ ２０３,８００ ２５６,０００ ２９９,５００ ３４５,９００ ３６７,１００ ３９４,５００ ４３５,９００ 

４６ ２０５,１００ ２５７,３００ ３０１,２００ ３４７,３００ ３６８,０００ ３９５,２００ ４３６,７００ 

４７ ２０６,４００ ２５８,７００ ３０２,８００ ３４８,８００ ３６８,９００ ３９５,９００ ４３７,１００ 

４８ ２０７,７００ ２６０,１００ ３０４,５００ ３５０,３００ ３６９,８００ ３９６,６００ ４３７,８００ 

４９ ２０８,８００ ２６１,４００ ３０５,７００ ３５１,９００ ３７０,７００ ３９７,２００ ４３８,３００ 

５０ ２０９,９００ ２６２,５００ ３０７,２００ ３５２,７００ ３７１,５００ ３９７,８００ ４３８,７００ 

５１ ２１１,０００ ２６３,８００ ３０８,８００ ３５３,９００ ３７２,３００ ３９８,３００ ４３９,１００ 

５２ ２１２,１００ ２６５,１００ ３１０,４００ ３５４,９００ ３７３,１００ ３９８,７００ ４３９,５００ 

５３ ２１３,３００ ２６６,２００ ３１２,０００ ３５５,８００ ３７３,８００ ３９９,１００ ４３９,９００ 

５４ ２１４,３００ ２６７,３００ ３１３,６００ ３５６,９００ ３７４,５００ ３９９,４００ ４４０,３００ 

５５ ２１５,３００ ２６８,６００ ３１５,２００ ３５７,８００ ３７５,２００ ３９９,７００ ４４０,７００ 

５６ ２１６,３００ ２６９,９００ ３１６,７００ ３５８,９００ ３７５,９００ ４００,０００ ４４１,０００ 

５７ ２１７,１００ ２７１,０００ ３１８,２００ ３５９,８００ ３７６,４００ ４００,３００ ４４１,３００ 

５８ ２１８,１００ ２７２,０００ ３１９,４００ ３６０,５００ ３７７,０００ ４００,６００ ４４１,７００ 

５９ ２１９,０００ ２７３,１００ ３２０,６００ ３６１,２００ ３７７,６００ ４００,９００ ４４２,０００ 

６０ ２２０,０００ ２７４,２００ ３２１,８００ ３６１,９００ ３７８,３００ ４０１,２００ ４４２,３００ 

６１ ２２０,８００ ２７５,４００ ３２２,５００ ３６２,３００ ３７８,７００ ４０１,５００ ４４２,６００ 

６２ ２２１,８００ ２７６,４００ ３２３,４００ ３６２,９００ ３７９,４００ ４０１,８００   

６３ ２２２,８００ ２７７,３００ ３２４,２００ ３６３,６００ ３８０,０００ ４０２,１００   

６４ ２２３,８００ ２７８,３００ ３２５,０００ ３６４,３００ ３８０,６００ ４０２,４００   

６５ ２２４,５００ ２７９,１００ ３２５,９００ ３６４,６００ ３８１,０００ ４０２,７００   

６６ ２２５,５００ ２８０,０００ ３２６,３００ ３６５,３００ ３８１,６００ ４０３,０００   

６７ ２２６,５００ ２８０,８００ ３２７,０００ ３６６,０００ ３８２,２００ ４０３,３００   

６８ ２２７,６００ ２８１,７００ ３２７,８００ ３６６,７００ ３８２,８００ ４０３,６００   

６９ ２２８,４００ ２８２,７００ ３２８,６００ ３６７,０００ ３８３,２００ ４０３,８００   

７０ ２２９,２００ ２８３,５００ ３２９,３００ ３６７,６００ ３８３,７００ ４０４,１００   

７１ ２３０,０００ ２８４,３００ ３３０,０００ ３６８,３００ ３８４,２００ ４０４,４００   

７２ ２３０,８００ ２８５,１００ ３３０,７００ ３６８,９００ ３８４,８００ ４０４,７００   

７３ ２３１,６００ ２８５,９００ ３３１,２００ ３６９,２００ ３８５,１００ ４０４,９００   

７４ ２３２,３００ ２８６,４００ ３３１,８００ ３６９,８００ ３８５,５００ ４０５,２００   

７５ ２３３,０００ ２８６,８００ ３３２,３００ ３７０,５００ ３８５,９００ ４０５,５００   

７６ ２３３,７００ ２８７,３００ ３３２,９００ ３７１,１００ ３８６,３００ ４０５,７００   

７７ ２３４,４００ ２８７,４００ ３３３,２００ ３７１,５００ ３８６,６００ ４０５,９００   

７８ ２３５,２００ ２８７,８００ ３３３,７００ ３７２,０００ ３８６,９００ ４０６,２００   

７９ ２３６,０００ ２８８,０００ ３３４,１００ ３７２,６００ ３８７,２００ ４０６,５００   
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８０ ２３６,８００ ２８８,４００ ３３４,６００ ３７３,１００ ３８７,５００ ４０６,７００   

８１ ２３７,５００ ２８８,６００ ３３５,０００ ３７３,６００ ３８７,７００ ４０６,９００   

８２ ２３８,２００ ２８８,８００ ３３５,５００ ３７４,２００ ３８８,０００ ４０７,２００   

８３ ２３８,９００ ２８９,２００ ３３６,０００ ３７４,７００ ３８８,３００ ４０７,５００   

８４ ２３９,６００ ２８９,５００ ３３６,５００ ３７５,０００ ３８８,５００ ４０７,７００   

８５ ２４０,３００ ２８９,８００ ３３６,８００ ３７５,４００ ３８８,７００ ４０７,９００   

８６ ２４１,０００ ２９０,１００ ３３７,２００ ３７５,９００ ３８９,０００     

８７ ２４１,７００ ２９０,４００ ３３７,７００ ３７６,３００ ３８９,３００     

８８ ２４２,４００ ２９０,８００ ３３８,１００ ３７６,７００ ３８９,５００     

８９ ２４３,１００ ２９１,１００ ３３８,４００ ３７７,１００ ３８９,７００     

９０ ２４３,６００ ２９１,５００ ３３８,８００ ３７７,６００ ３９０,０００     

９１ ２４４,１００ ２９１,８００ ３３９,３００ ３７８,０００ ３９０,３００     

９２ ２４４,６００ ２９２,２００ ３３９,７００ ３７８,４００ ３９０,５００     

９３ ２４４,９００ ２９２,３００ ３３９,９００ ３７８,７００ ３９０,７００     

９４   ２９２,５００ ３４０,３００         

９５   ２９２,９００ ３４０,８００         

９６   ２９３,３００ ３４１,２００         

９７   ２９３,５００ ３４１,３００         

９８   ２９３,８００ ３４１,８００         

９９   ２９４,２００ ３４２,２００         

１００   ２９４,６００ ３４２,５００         

１０１   ２９４,８００ ３４２,８００         

１０２   ２９５,１００ ３４３,２００         

１０３   ２９５,５００ ３４３,６００         

１０４   ２９５,８００ ３４４,０００         

１０５   ２９６,０００ ３４４,５００         

１０６   ２９６,３００ ３４４,９００         

１０７   ２９６,７００ ３４５,３００         

１０８   ２９７,０００ ３４５,７００         

１０９   ２９７,２００ ３４６,２００         

１１０   ２９７,６００ ３４６,６００         

１１１   ２９８,０００ ３４６,９００         

１１２   ２９８,３００ ３４７,２００         

１１３   ２９８,４００ ３４７,７００         

１１４   ２９８,７００           

１１５   ２９９,０００           

１１６   ２９９,４００           

１１７   ２９９,６００           

１１８   ２９９,８００           

１１９   ３００,１００           

１２０   ３００,４００           

１２１   ３００,８００           

１２２   ３０１,０００           

１２３   ３０１,３００           
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１２４   ３０１,６００           

１２５   ３０１,９００           

再任用職

員 

  
１８５,４００ ２１２,９００ ２５２,９００ ２７２,３００ ２８７,４００ ３１２,８００ ３５４,５００ 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第１９条の３に規定

する職員を除く。 

 

別表第２（第３条関係） 

 教育職給料表 

 ア 教育職給料表（１） 

職員の区分 
職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

再任用職員以

外の職員 

  円 円 円 円 

１ １５０,９００ １９５,１００ ３２５,８００ ４１４,６００ 

２ １５２,４００ １９６,８００ ３２８,０００ ４１６,４００ 

３ １５３,９００ １９８,４００ ３３０,３００ ４１８,２００ 

４ １５５,４００ ２００,１００ ３３２,５００ ４１９,９００ 

５ １５７,１００ ２０１,９００ ３３４,８００ ４２１,４００ 

６ １５９,０００ ２０３,６００ ３３７,０００ ４２２,９００ 

７ １６０,８００ ２０５,３００ ３３９,３００ ４２４,８００ 

８ １６２,６００ ２０６,９００ ３４１,６００ ４２６,７００ 

９ １６４,４００ ２０８,７００ ３４３,７００ ４２８,５００ 

１０ １６６,５００ ２１０,６００ ３４５,８００ ４３０,３００ 

１１ １６８,５００ ２１２,５００ ３４８,０００ ４３２,２００ 

１２ １７０,５００ ２１４,４００ ３５０,１００ ４３４,０００ 

１３ １７２,５００ ２１６,１００ ３５２,３００ ４３５,７００ 

１４ １７４,７００ ２１８,１００ ３５４,３００ ４３７,６００ 

１５ １７６,９００ ２２０,１００ ３５６,３００ ４３９,４００ 

１６ １７９,１００ ２２２,１００ ３５８,３００ ４４１,３００ 

１７ １８１,４００ ２２４,０００ ３６０,２００ ４４３,０００ 

１８ １８４,０００ ２２６,７００ ３６２,１００ ４４４,８００ 

１９ １８６,５００ ２２９,４００ ３６４,１００ ４４６,６００ 

２０ １８９,０００ ２３２,１００ ３６６,１００ ４４８,４００ 

２１ １９１,５００ ２３４,７００ ３６７,９００ ４５０,０００ 

２２ １９３,２００ ２３７,５００ ３６９,９００ ４５１,７００ 

２３ １９４,９００ ２４０,１００ ３７１,８００ ４５３,６００ 

２４ １９６,６００ ２４２,８００ ３７３,７００ ４５５,３００ 

２５ １９８,１００ ２４５,４００ ３７５,２００ ４５７,０００ 

２６ １９９,８００ ２４７,９００ ３７７,０００ ４５８,６００ 

２７ ２０１,５００ ２５０,４００ ３７８,９００ ４６０,２００ 

２８ ２０３,１００ ２５２,９００ ３８０,８００ ４６１,７００ 

２９ ２０４,６００ ２５５,６００ ３８２,７００ ４６３,２００ 

３０ ２０６,３００ ２５８,０００ ３８４,６００ ４６４,５００ 
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３１ ２０８,０００ ２６０,３００ ３８６,５００ ４６５,８００ 

３２ ２０９,７００ ２６２,６００ ３８８,５００ ４６７,１００ 

３３ ２１１,３００ ２６４,９００ ３９０,２００ ４６８,３００ 

３４ ２１３,１００ ２６７,２００ ３９１,９００ ４６９,０００ 

３５ ２１４,９００ ２６９,４００ ３９３,５００ ４６９,７００ 

３６ ２１６,７００ ２７１,６００ ３９５,３００ ４７０,４００ 

３７ ２１８,３００ ２７４,０００ ３９６,５００ ４７１,０００ 

３８ ２２０,１００ ２７６,０００ ３９８,０００   

３９ ２２１,９００ ２７８,１００ ３９９,４００   

４０ ２２３,７００ ２８０,２００ ４００,８００   

４１ ２２５,４００ ２８２,２００ ４０２,５００   

４２ ２２７,１００ ２８４,８００ ４０３,９００   

４３ ２２８,７００ ２８７,２００ ４０５,２００   

４４ ２３０,３００ ２８９,７００ ４０６,７００   

４５ ２３２,０００ ２９１,９００ ４０８,３００   

４６ ２３３,４００ ２９４,５００ ４０９,６００   

４７ ２３４,８００ ２９７,０００ ４１１,１００   

４８ ２３６,２００ ２９９,７００ ４１２,７００   

４９ ２３７,７００ ３０２,１００ ４１４,４００   

５０ ２３９,２００ ３０４,５００ ４１５,８００   

５１ ２４０,６００ ３０７,０００ ４１７,４００   

５２ ２４２,１００ ３０９,４００ ４１８,９００   

５３ ２４３,４００ ３１１,８００ ４２０,６００   

５４ ２４４,７００ ３１４,０００ ４２２,１００   

５５ ２４６,１００ ３１６,１００ ４２３,７００   

５６ ２４７,５００ ３１８,３００ ４２５,３００   

５７ ２４８,９００ ３２０,６００ ４２６,８００   

５８ ２５０,０００ ３２２,７００ ４２８,３００   

５９ ２５１,３００ ３２４,９００ ４２９,５００   

６０ ２５２,６００ ３２６,９００ ４３０,７００   

６１ ２５３,９００ ３２９,１００ ４３１,９００   

６２ ２５５,４００ ３３１,２００ ４３３,２００   

６３ ２５６,８００ ３３３,４００ ４３４,５００   

６４ ２５８,１００ ３３５,６００ ４３５,７００   

６５ ２５９,５００ ３３７,５００ ４３６,９００   

６６ ２６１,１００ ３３９,７００ ４３８,１００   

６７ ２６２,７００ ３４１,８００ ４３９,３００   

６８ ２６４,４００ ３４４,０００ ４４０,５００   

６９ ２６５,９００ ３４６,０００ ４４１,７００   

７０ ２６７,３００ ３４８,０００ ４４２,９００   

７１ ２６８,８００ ３５０,１００ ４４４,１００   

７２ ２７０,３００ ３５２,１００ ４４５,３００   

７３ ２７１,４００ ３５３,９００ ４４６,４００   

７４ ２７２,８００ ３５５,８００ ４４７,０００   



平成２７年１月１０日（土）       大 和 高 田 市 公 報               第３１２号 

 

 

 

 

 

 

 

51 

７５ ２７４,２００ ３５７,７００ ４４７,５００   

７６ ２７５,５００ ３５９,６００ ４４８,０００   

７７ ２７６,９００ ３６１,５００ ４４８,５００   

７８ ２７８,１００ ３６３,２００     

７９ ２７９,３００ ３６４,９００     

８０ ２８０,５００ ３６６,５００     

８１ ２８１,７００ ３６８,０００     

８２ ２８２,９００ ３６９,５００     

８３ ２８４,１００ ３７１,０００     

８４ ２８５,３００ ３７２,４００     

８５ ２８６,５００ ３７３,５００     

８６ ２８７,６００ ３７４,９００     

８７ ２８８,８００ ３７６,３００     

８８ ２９０,０００ ３７７,６００     

８９ ２９１,２００ ３７８,９００     

９０ ２９２,３００ ３８０,２００     

９１ ２９３,５００ ３８１,４００     

９２ ２９４,７００ ３８２,７００     

９３ ２９５,５００ ３８４,０００     

９４ ２９６,５００ ３８５,１００     

９５ ２９７,７００ ３８６,４００     

９６ ２９８,９００ ３８７,６００     

９７ ２９９,９００ ３８９,０００     

９８ ３０１,０００ ３９０,０００     

９９ ３０２,０００ ３９１,１００     

１００ ３０３,１００ ３９２,１００     

１０１ ３０４,０００ ３９３,０００     

１０２ ３０５,１００ ３９４,０００     

１０３ ３０６,２００ ３９５,１００     

１０４ ３０７,２００ ３９６,２００     

１０５ ３０７,８００ ３９６,９００     

１０６ ３０８,７００ ３９７,８００     

１０７ ３０９,５００ ３９８,７００     

１０８ ３１０,３００ ３９９,６００     

１０９ ３１１,２００ ４００,４００     

１１０ ３１１,６００ ４０１,３００     

１１１ ３１２,０００ ４０２,１００     

１１２ ３１２,５００ ４０２,９００     

１１３ ３１３,１００ ４０３,５００     

１１４ ３１３,５００ ４０４,２００     

１１５ ３１４,０００ ４０４,９００     

１１６ ３１４,５００ ４０５,６００     

１１７ ３１５,１００ ４０６,２００     

１１８ ３１５,６００ ４０６,７００     
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１１９ ３１６,０００ ４０７,１００     

１２０ ３１６,５００ ４０７,５００     

１２１ ３１７,０００ ４０７,９００     

１２２ ３１７,４００ ４０８,２００     

１２３ ３１７,９００ ４０８,５００     

１２４ ３１８,４００ ４０８,７００     

１２５ ３１９,０００ ４０８,９００     

１２６ ３１９,３００ ４０９,２００     

１２７ ３１９,６００ ４０９,５００     

１２８ ３１９,９００ ４０９,７００     

１２９ ３２０,１００ ４０９,９００     

１３０ ３２０,４００ ４１０,２００     

１３１ ３２０,７００ ４１０,５００     

１３２ ３２１,０００ ４１０,７００     

１３３ ３２１,２００ ４１０,９００     

１３４ ３２１,４００ ４１１,２００     

１３５ ３２１,６００ ４１１,５００     

１３６ ３２１,９００ ４１１,７００     

１３７ ３２２,２００ ４１１,９００     

１３８ ３２２,４００ ４１２,２００     

１３９ ３２２,７００ ４１２,５００     

１４０ ３２３,０００ ４１２,７００     

１４１ ３２３,２００ ４１２,９００     

１４２ ３２３,４００ ４１３,２００     

１４３ ３２３,７００ ４１３,５００     

１４４ ３２３,９００ ４１３,７００     

１４５ ３２４,２００ ４１３,９００     

１４６ ３２４,４００       

１４７ ３２４,７００       

１４８ ３２５,０００       

１４９ ３２５,２００       

１５０ ３２５,４００       

１５１ ３２５,７００       

１５２ ３２６,０００       

１５３ ３２６,２００       

再任用職員   ２３１,７００ ２７２,０００ ３２８,８００ ４１２,９００ 

備考（１） この表は、高等学校に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、実習助手その他の職員で

市長が定めるものに適用する。 

（２） この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員で市長が規則で定め

るものの給料月額は、この表の額に７，７００円をそれぞれ加算した額とする。 

   

イ 教育職給料表（２） 

職員の区分 職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 
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号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

再任用職員以

外の職員 

  円 円 円 円 

１ １５０,９００ １６６,７００ ２８４,８００ ４０４,４００ 

２ １５２,４００ １６８,８００ ２８７,５００ ４０５,９００ 

３ １５３,９００ １７０,９００ ２９０,４００ ４０７,４００ 

４ １５５,４００ １７３,１００ ２９３,１００ ４０８,９００ 

５ １５７,１００ １７５,１００ ２９５,７００ ４１０,３００ 

６ １５９,０００ １７７,３００ ２９８,１００ ４１１,７００ 

７ １６０,８００ １７９,５００ ３００,６００ ４１３,２００ 

８ １６２,６００ １８１,７００ ３０３,２００ ４１４,８００ 

９ １６４,４００ １８４,０００ ３０５,７００ ４１６,２００ 

１０ １６６,５００ １８６,８００ ３０８,５００ ４１７,６００ 

１１ １６８,５００ １８９,５００ ３１１,３００ ４１９,０００ 

１２ １７０,５００ １９２,２００ ３１４,２００ ４２０,３００ 

１３ １７２,５００ １９５,１００ ３１６,８００ ４２１,６００ 

１４ １７４,７００ １９６,８００ ３１９,０００ ４２３,０００ 

１５ １７６,９００ １９８,４００ ３２１,２００ ４２４,４００ 

１６ １７９,１００ ２００,１００ ３２３,５００ ４２５,８００ 

１７ １８１,４００ ２０１,９００ ３２５,８００ ４２７,０００ 

１８ １８４,０００ ２０３,６００ ３２８,０００ ４２８,３００ 

１９ １８６,５００ ２０５,３００ ３３０,３００ ４２９,５００ 

２０ １８９,０００ ２０６,９００ ３３２,５００ ４３０,８００ 

２１ １９１,５００ ２０８,７００ ３３４,８００ ４３１,９００ 

２２ １９３,２００ ２１０,６００ ３３７,０００ ４３３,１００ 

２３ １９４,９００ ２１２,５００ ３３９,３００ ４３４,４００ 

２４ １９６,６００ ２１４,４００ ３４１,６００ ４３５,７００ 

２５ １９８,１００ ２１６,１００ ３４３,７００ ４３７,０００ 

２６ １９９,７００ ２１８,１００ ３４５,５００ ４３８,２００ 

２７ ２０１,３００ ２２０,１００ ３４７,４００ ４３９,２００ 

２８ ２０２,８００ ２２２,１００ ３４９,３００ ４４０,３００ 

２９ ２０４,５００ ２２４,０００ ３５１,２００ ４４１,５００ 

３０ ２０６,２００ ２２６,７００ ３５３,０００ ４４２,３００ 

３１ ２０７,９００ ２２９,４００ ３５４,７００ ４４３,１００ 

３２ ２０９,６００ ２３２,１００ ３５６,６００ ４４４,０００ 

３３ ２１１,１００ ２３４,７００ ３５８,３００ ４４４,９００ 

３４ ２１２,８００ ２３７,５００ ３６０,０００ ４４５,４００ 

３５ ２１４,５００ ２４０,１００ ３６１,７００ ４４５,９００ 

３６ ２１６,２００ ２４２,８００ ３６３,５００ ４４６,４００ 

３７ ２１７,７００ ２４５,４００ ３６５,４００ ４４６,９００ 

３８ ２１９,４００ ２４７,９００ ３６６,９００   

３９ ２２１,１００ ２５０,４００ ３６８,５００   

４０ ２２２,８００ ２５２,９００ ３７０,１００   

４１ ２２４,４００ ２５５,６００ ３７１,４００   

４２ ２２６,１００ ２５８,０００ ３７２,８００   
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４３ ２２７,７００ ２６０,３００ ３７４,３００   

４４ ２２９,３００ ２６２,６００ ３７５,８００   

４５ ２３１,０００ ２６４,９００ ３７７,３００   

４６ ２３２,５００ ２６７,２００ ３７８,９００   

４７ ２３４,０００ ２６９,４００ ３８０,５００   

４８ ２３５,４００ ２７１,６００ ３８２,０００   

４９ ２３７,０００ ２７４,０００ ３８３,４００   

５０ ２３８,４００ ２７６,０００ ３８４,９００   

５１ ２４０,０００ ２７８,１００ ３８６,４００   

５２ ２４１,２００ ２８０,２００ ３８７,８００   

５３ ２４２,５００ ２８２,２００ ３８９,０００   

５４ ２４４,０００ ２８４,８００ ３９０,３００   

５５ ２４５,３００ ２８７,２００ ３９１,４００   

５６ ２４６,６００ ２８９,７００ ３９２,５００   

５７ ２４８,０００ ２９１,９００ ３９４,０００   

５８ ２４９,２００ ２９４,５００ ３９５,２００   

５９ ２５０,４００ ２９７,０００ ３９６,４００   

６０ ２５１,７００ ２９９,７００ ３９７,７００   

６１ ２５３,１００ ３０２,１００ ３９８,９００   

６２ ２５４,５００ ３０４,５００ ３９９,９００   

６３ ２５５,８００ ３０７,０００ ４０１,３００   

６４ ２５６,８００ ３０９,４００ ４０２,６００   

６５ ２５７,８００ ３１１,８００ ４０３,８００   

６６ ２５９,３００ ３１４,０００ ４０４,９００   

６７ ２６０,９００ ３１６,１００ ４０６,１００   

６８ ２６２,４００ ３１８,３００ ４０７,２００   

６９ ２６４,０００ ３２０,６００ ４０８,２００   

７０ ２６５,５００ ３２２,７００ ４０９,４００   

７１ ２６７,０００ ３２４,９００ ４１０,６００   

７２ ２６８,５００ ３２６,９００ ４１１,８００   

７３ ２６９,７００ ３２９,１００ ４１２,４００   

７４ ２７０,９００ ３３１,２００ ４１３,２００   

７５ ２７２,２００ ３３３,４００ ４１３,９００   

７６ ２７３,５００ ３３５,６００ ４１４,４００   

７７ ２７４,９００ ３３７,４００ ４１４,７００   

７８ ２７６,０００ ３３９,３００ ４１５,１００   

７９ ２７７,２００ ３４１,２００ ４１５,５００   

８０ ２７８,４００ ３４３,０００ ４１５,９００   

８１ ２７９,７００ ３４４,８００ ４１６,２００   

８２ ２８０,７００ ３４６,６００ ４１６,６００   

８３ ２８１,９００ ３４８,３００ ４１７,０００   

８４ ２８３,１００ ３５０,１００ ４１７,３００   

８５ ２８４,１００ ３５１,５００ ４１７,６００   

８６ ２８５,０００ ３５３,１００ ４１８,０００   
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８７ ２８６,０００ ３５４,８００ ４１８,４００   

８８ ２８７,０００ ３５６,３００ ４１８,７００   

８９ ２８８,１００ ３５７,７００ ４１９,０００   

９０ ２８９,０００ ３５９,０００ ４１９,３００   

９１ ２８９,９００ ３６０,４００ ４１９,６００   

９２ ２９０,８００ ３６１,８００ ４１９,８００   

９３ ２９１,３００ ３６３,３００ ４２０,０００   

９４ ２９２,０００ ３６４,６００     

９５ ２９２,８００ ３６５,９００     

９６ ２９３,６００ ３６７,１００     

９７ ２９４,４００ ３６８,１００     

９８ ２９５,２００ ３６９,１００     

９９ ２９６,０００ ３７０,１００     

１００ ２９６,７００ ３７１,１００     

１０１ ２９７,６００ ３７２,０００     

１０２ ２９８,１００ ３７３,０００     

１０３ ２９８,６００ ３７４,０００     

１０４ ２９９,１００ ３７５,０００     

１０５ ２９９,３００ ３７５,８００     

１０６ ２９９,７００ ３７６,７００     

１０７ ３００,０００ ３７７,６００     

１０８ ３００,２００ ３７８,６００     

１０９ ３００,４００ ３７９,４００     

１１０ ３００,６００ ３８０,４００     

１１１ ３００,９００ ３８１,４００     

１１２ ３０１,２００ ３８２,４００     

１１３ ３０１,４００ ３８３,０００     

１１４ ３０１,６００ ３８３,９００     

１１５ ３０１,８００ ３８４,８００     

１１６ ３０２,１００ ３８５,７００     

１１７ ３０２,４００ ３８６,５００     

１１８ ３０２,７００ ３８７,２００     

１１９ ３０３,０００ ３８８,０００     

１２０ ３０３,３００ ３８８,８００     

１２１ ３０３,４００ ３８９,４００     

１２２ ３０３,６００ ３９０,２００     

１２３ ３０３,９００ ３９０,９００     

１２４ ３０４,２００ ３９１,６００     

１２５ ３０４,４００ ３９２,２００     

１２６   ３９２,９００     

１２７   ３９３,４００     

１２８   ３９４,０００     

１２９   ３９４,７００     

１３０   ３９５,３００     
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１３１   ３９５,８００     

１３２   ３９６,３００     

１３３   ３９６,６００     

１３４   ３９６,９００     

１３５   ３９７,２００     

１３６   ３９７,５００     

１３７   ３９７,８００     

１３８   ３９８,１００     

１３９   ３９８,４００     

１４０   ３９８,７００     

１４１   ３９９,０００     

１４２   ３９９,３００     

１４３   ３９９,６００     

１４４   ３９９,９００     

１４５   ４００,１００     

１４６   ４００,４００     

１４７   ４００,７００     

１４８   ４００,９００     

１４９   ４０１,１００     

１５０   ４０１,４００     

１５１  ４０１,７００   

１５２  ４０１,９００   

１５３  ４０２,１００   

１５４  ４０２,４００   

１５５   ４０２,７００     

１５６   ４０２,９００     

１５７   ４０３,１００     

再任用職員   ２２２,９００ ２６８,８００ ３２２,１００ ４０２,９００ 

備考（１） この表は、幼稚園に勤務する園長、副園長、教諭、講師その他の職員で市長が定めるも 

のに適用する。 

（２） この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員で市長が規則で定め 

るものの給料月額は、この表の額に７，５００円をそれぞれ加算した額とする。 

   

別表第３イ及びウを次のように改める。 

  イ 医療職給料表（２） 

職員の

区分 

職務の

級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

再任用

職員以

外の職

員 

  円 円 円 円 円 円 円 

１ １４２,４００ １８０,３００ ２１５,５００ ２４２,０００ ２７５,７００ ３２３,７００ ３６８,８００ 

２ １４３,８００ １８１,９００ ２１７,１００ ２４３,４００ ２７７,８００ ３２５,７００ ３７１,５００ 

３ １４５,２００ １８３,５００ ２１８,７００ ２４４,７００ ２８０,０００ ３２７,９００ ３７４,１００ 

４ １４６,６００ １８５,１００ ２２０,３００ ２４６,１００ ２８２,２００ ３３０,１００ ３７６,８００ 
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５ １４７,８００ １８６,６００ ２２１,７００ ２４７,４００ ２８４,４００ ３３２,１００ ３７９,２００ 

６ １４９,６００ １８８,２００ ２２３,３００ ２４８,７００ ２８６,５００ ３３４,３００ ３８１,９００ 

７ １５１,３００ １８９,８００ ２２４,８００ ２５０,０００ ２８８,７００ ３３６,４００ ３８４,５００ 

８ １５３,０００ １９１,３００ ２２６,４００ ２５１,３００ ２９０,９００ ３３８,６００ ３８７,２００ 

９ １５４,７００ １９２,９００ ２２７,９００ ２５２,７００ ２９２,９００ ３４０,６００ ３８９,３００ 

１０ １５６,４００ １９４,６００ ２２９,４００ ２５３,７００ ２９５,１００ ３４２,７００ ３９１,６００ 

１１ １５８,１００ １９６,２００ ２３０,８００ ２５４,９００ ２９７,２００ ３４４,９００ ３９３,８００ 

１２ １５９,９００ １９７,９００ ２３２,２００ ２５６,１００ ２９９,４００ ３４７,０００ ３９６,０００ 

１３ １６１,４００ １９９,５００ ２３４,０００ ２５７,４００ ３０１,６００ ３４８,７００ ３９８,１００ 

１４ １６３,３００ ２０１,１００ ２３５,４００ ２５９,１００ ３０３,６００ ３５０,７００ ４００,１００ 

１５ １６５,３００ ２０２,７００ ２３６,７００ ２６０,７００ ３０５,７００ ３５２,６００ ４０２,１００ 

１６ １６７,２００ ２０４,３００ ２３８,１００ ２６２,３００ ３０７,７００ ３５４,６００ ４０４,２００ 

１７ １６９,１００ ２０５,８００ ２３９,４００ ２６３,９００ ３０９,９００ ３５６,６００ ４０６,０００ 

１８ １７１,０００ ２０７,５００ ２４０,７００ ２６５,８００ ３１１,９００ ３５８,６００ ４０８,０００ 

１９ １７２,８００ ２０９,２００ ２４２,０００ ２６７,６００ ３１４,０００ ３６０,６００ ４０９,９００ 

２０ １７４,７００ ２１０,９００ ２４３,３００ ２６９,５００ ３１６,１００ ３６２,６００ ４１２,０００ 

２１ １７６,６００ ２１２,２００ ２４４,７００ ２７１,３００ ３１８,０００ ３６４,４００ ４１３,８００ 

２２ １７８,１００ ２１３,７００ ２４５,８００ ２７３,１００ ３２０,０００ ３６６,４００ ４１５,４００ 

２３ １７９,６００ ２１５,１００ ２４７,０００ ２７５,０００ ３２１,９００ ３６８,５００ ４１７,０００ 

２４ １８１,１００ ２１６,６００ ２４８,２００ ２７６,８００ ３２３,９００ ３７０,６００ ４１８,５００ 

２５ １８２,７００ ２１８,０００ ２４９,４００ ２７８,６００ ３２５,９００ ３７２,０００ ４２０,０００ 

２６ １８４,２００ ２１９,４００ ２５１,０００ ２８０,５００ ３２７,８００ ３７３,８００ ４２１,３００ 

２７ １８５,７００ ２２０,８００ ２５２,５００ ２８２,４００ ３２９,８００ ３７５,６００ ４２２,６００ 

２８ １８７,１００ ２２２,１００ ２５４,０００ ２８４,２００ ３３１,８００ ３７７,３００ ４２３,９００ 

２９ １８８,７００ ２２３,６００ ２５５,５００ ２８６,２００ ３３３,４００ ３７９,１００ ４２５,２００ 

３０ １９０,０００ ２２５,０００ ２５７,３００ ２８８,１００ ３３５,２００ ３８０,６００ ４２６,４００ 

３１ １９１,３００ ２２６,６００ ２５９,１００ ２８９,９００ ３３６,９００ ３８２,２００ ４２７,６００ 

３２ １９２,６００ ２２８,０００ ２６０,８００ ２９１,８００ ３３８,７００ ３８３,９００ ４２８,７００ 

３３ １９４,０００ ２２９,５００ ２６２,３００ ２９３,６００ ３４０,５００ ３８５,２００ ４２９,９００ 

３４ １９５,４００ ２３０,９００ ２６４,１００ ２９５,３００ ３４２,３００ ３８６,５００ ４３１,１００ 

３５ １９６,８００ ２３２,１００ ２６５,８００ ２９７,１００ ３４４,２００ ３８７,８００ ４３２,３００ 

３６ １９８,２００ ２３３,４００ ２６７,６００ ２９８,９００ ３４６,０００ ３８９,０００ ４３３,５００ 

３７ １９９,３００ ２３４,９００ ２６９,１００ ３００,４００ ３４７,８００ ３９０,１００ ４３４,８００ 

３８ ２００,６００ ２３６,２００ ２７０,８００ ３０２,１００ ３４９,５００ ３９１,３００ ４３５,６００ 

３９ ２０１,９００ ２３７,５００ ２７２,５００ ３０３,８００ ３５１,１００ ３９２,４００ ４３６,０００ 

４０ ２０３,２００ ２３８,９００ ２７４,２００ ３０５,４００ ３５２,８００ ３９３,５００ ４３６,７００ 

４１ ２０４,４００ ２４０,２００ ２７５,９００ ３０７,２００ ３５４,０００ ３９４,３００ ４３７,２００ 

４２ ２０５,６００ ２４１,６００ ２７７,５００ ３０８,９００ ３５５,１００ ３９５,１００ ４３７,６００ 

４３ ２０６,８００ ２４２,９００ ２７９,２００ ３１０,５００ ３５６,３００ ３９５,９００ ４３８,０００ 

４４ ２０８,０００ ２４４,０００ ２８０,９００ ３１２,２００ ３５７,５００ ３９６,７００ ４３８,４００ 

４５ ２０９,２００ ２４５,２００ ２８２,５００ ３１３,４００ ３５８,７００ ３９７,１００ ４３８,８００ 

４６ ２１０,３００ ２４６,７００ ２８４,２００ ３１４,８００ ３５９,５００ ３９７,７００ ４３９,２００ 

４７ ２１１,４００ ２４８,３００ ２８５,９００ ３１６,３００ ３６０,７００ ３９８,２００ ４３９,６００ 

４８ ２１２,５００ ２４９,８００ ２８７,５００ ３１７,９００ ３６１,８００ ３９８,６００ ４３９,９００ 
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４９ ２１３,６００ ２５１,４００ ２８８,９００ ３１９,４００ ３６２,８００ ３９９,０００ ４４０,２００ 

５０ ２１４,６００ ２５２,８００ ２９０,５００ ３２０,７００ ３６３,８００ ３９９,３００ ４４０,６００ 

５１ ２１５,６００ ２５４,２００ ２９２,０００ ３２１,９００ ３６４,８００ ３９９,６００ ４４０,９００ 

５２ ２１６,６００ ２５５,６００ ２９３,６００ ３２３,２００ ３６５,８００ ３９９,９００ ４４１,２００ 

５３ ２１７,４００ ２５６,７００ ２９５,０００ ３２４,３００ ３６６,６００ ４００,２００ ４４１,５００ 

５４ ２１８,４００ ２５８,１００ ２９６,５００ ３２５,３００ ３６７,４００ ４００,５００   

５５ ２１９,３００ ２５９,５００ ２９７,９００ ３２６,４００ ３６８,３００ ４００,８００   

５６ ２２０,３００ ２６０,９００ ２９９,４００ ３２７,４００ ３６９,２００ ４０１,１００   

５７ ２２１,１００ ２６１,９００ ３００,７００ ３２７,９００ ３６９,７００ ４０１,４００   

５８ ２２２,０００ ２６３,２００ ３０１,９００ ３２８,８００ ３７０,５００ ４０１,７００   

５９ ２２２,９００ ２６４,５００ ３０３,２００ ３２９,６００ ３７１,３００ ４０２,０００   

６０ ２２３,８００ ２６５,８００ ３０４,６００ ３３０,５００ ３７２,１００ ４０２,４００   

６１ ２２４,７００ ２６６,８００ ３０５,９００ ３３１,３００ ３７２,５００ ４０２,６００   

６２ ２２５,７００ ２６８,０００ ３０７,１００ ３３１,６００ ３７３,２００ ４０２,９００   

６３ ２２６,７００ ２６９,３００ ３０８,４００ ３３２,２００ ３７３,９００ ４０３,２００   

６４ ２２７,８００ ２７０,６００ ３０９,６００ ３３２,９００ ３７４,６００ ４０３,５００   

６５ ２２８,５００ ２７１,６００ ３１１,０００ ３３３,５００ ３７５,０００ ４０３,７００   

６６ ２２９,４００ ２７２,７００ ３１１,８００ ３３４,２００ ３７５,６００     

６７ ２３０,３００ ２７３,８００ ３１２,６００ ３３４,９００ ３７６,３００     

６８ ２３１,２００ ２７４,９００ ３１３,４００ ３３５,６００ ３７６,９００     

６９ ２３１,９００ ２７６,０００ ３１４,０００ ３３６,３００ ３７７,３００     

７０ ２３２,６００ ２７７,０００ ３１４,７００ ３３６,８００ ３７７,８００     

７１ ２３３,３００ ２７８,１００ ３１５,４００ ３３７,４００ ３７８,３００     

７２ ２３４,０００ ２７９,２００ ３１６,０００ ３３８,０００ ３７８,８００     

７３ ２３４,７００ ２８０,１００ ３１６,７００ ３３８,３００ ３７９,４００     

７４ ２３５,５００ ２８０,８００ ３１６,９００ ３３８,９００ ３７９,９００     

７５ ２３６,３００ ２８１,４００ ３１７,５００ ３３９,４００ ３８０,５００     

７６ ２３７,１００ ２８２,２００ ３１８,１００ ３４０,０００ ３８１,１００     

７７ ２３７,７００ ２８３,０００ ３１８,７００ ３４０,５００ ３８１,６００     

７８ ２３８,３００ ２８３,６００ ３１９,２００ ３４１,０００ ３８２,１００     

７９ ２３８,９００ ２８４,２００ ３１９,７００ ３４１,５００ ３８２,６００     

８０ ２３９,５００ ２８４,８００ ３２０,２００ ３４１,９００ ３８３,１００     

８１ ２３９,９００ ２８５,５００ ３２０,８００ ３４２,２００ ３８３,４００     

８２ ２４０,３００ ２８６,０００ ３２１,３００ ３４２,５００ ３８３,９００     

８３ ２４０,７００ ２８６,４００ ３２１,７００ ３４２,９００ ３８４,３００     

８４ ２４１,１００ ２８６,８００ ３２２,２００ ３４３,２００ ３８４,７００     

８５ ２４１,５００ ２８７,０００ ３２２,７００ ３４３,７００ ３８５,１００     

８６   ２８７,２００ ３２３,１００ ３４４,０００       

８７   ２８７,４００ ３２３,３００ ３４４,３００       

８８   ２８７,６００ ３２３,７００ ３４４,６００       

８９   ２８８,０００ ３２４,１００ ３４５,０００       

９０   ２８８,２００ ３２４,５００ ３４５,３００       

９１   ２８８,４００ ３２４,９００ ３４５,７００       

９２   ２８８,６００ ３２５,３００ ３４６,０００       
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９３   ２８９,０００ ３２５,６００ ３４６,４００       

９４   ２８９,２００ ３２５,８００ ３４６,７００       

９５   ２８９,４００ ３２６,２００ ３４７,０００       

９６   ２８９,７００ ３２６,５００ ３４７,３００       

９７   ２９０,１００ ３２６,７００ ３４７,６００       

９８   ２９０,４００ ３２７,０００ ３４８,０００       

９９   ２９０,６００ ３２７,３００ ３４８,４００       

１００   ２９０,９００ ３２７,６００ ３４８,８００       

１０１   ２９１,２００ ３２７,８００ ３４９,３００       

１０２   ２９１,４００ ３２８,１００ ３４９,７００       

１０３   ２９１,６００ ３２８,５００ ３５０,１００       

１０４   ２９１,９００ ３２８,７００ ３５０,５００       

１０５   ２９２,２００ ３２８,８００ ３５１,０００       

１０６     ３２９,１００         

１０７     ３２９,５００         

１０８     ３２９,７００         

１０９     ３２９,９００         

１１０     ３３０,３００         

１１１     ３３０,７００         

１１２     ３３１,１００         

１１３     ３３１,３００         

再任用

職員 

  
１８６,４００ ２１３,０００ ２４１,２００ ２５４,６００ ２７９,８００ ３２０,５００ ３６２,７００ 

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で市長が定めるものに適用 

する。 

 

ウ 医療職給料表（３） 

職員の区

分 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

再任用職

員以外の

職員 

  円 円 円 円 円 円 

１ １５５,６００ １８２,９００ ２３１,４００ ２５４,８００ ２８１,５００ ３２６,９００ 

２ １５７,０００ １８５,０００ ２３３,２００ ２５５,８００ ２８３,４００ ３２９,１００ 

３ １５８,５００ １８７,１００ ２３５,０００ ２５６,８００ ２８５,４００ ３３１,２００ 

４ １５９,９００ １８９,２００ ２３６,８００ ２５７,９００ ２８７,４００ ３３３,４００ 

５ １６１,３００ １９１,３００ ２３８,２００ ２５８,９００ ２８９,２００ ３３５,６００ 

６ １６２,８００ １９３,６００ ２３９,６００ ２６０,０００ ２９１,０００ ３３７,７００ 

７ １６４,３００ １９５,９００ ２４０,８００ ２６０,９００ ２９２,９００ ３３９,９００ 

８ １６５,８００ １９８,２００ ２４２,１００ ２６２,０００ ２９４,８００ ３４２,０００ 

９ １６７,１００ ２００,６００ ２４３,３００ ２６３,３００ ２９６,７００ ３４３,７００ 

１０ １６８,８００ ２０２,０００ ２４４,４００ ２６４,１００ ２９８,６００ ３４５,７００ 

１１ １７０,４００ ２０３,４００ ２４５,４００ ２６５,４００ ３００,４００ ３４７,６００ 

１２ １７２,０００ ２０４,８００ ２４６,５００ ２６６,７００ ３０２,３００ ３４９,６００ 

１３ １７３,５００ ２０６,２００ ２４７,８００ ２６８,０００ ３０４,０００ ３５１,７００ 

１４ １７５,５００ ２０７,７００ ２４８,９００ ２６９,５００ ３０５,７００ ３５３,８００ 
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１５ １７７,５００ ２０９,２００ ２４９,９００ ２７０,８００ ３０７,５００ ３５５,９００ 

１６ １７９,５００ ２１０,５００ ２５０,９００ ２７２,３００ ３０９,３００ ３５７,９００ 

１７ １８１,７００ ２１１,９００ ２５１,９００ ２７３,７００ ３１１,２００ ３５９,９００ 

１８ １８３,８００ ２１３,４００ ２５２,９００ ２７５,２００ ３１２,８００ ３６１,９００ 

１９ １８５,９００ ２１４,９００ ２５４,０００ ２７６,６００ ３１４,５００ ３６４,０００ 

２０ １８８,０００ ２１６,４００ ２５５,０００ ２７８,１００ ３１６,２００ ３６６,１００ 

２１ １９０,１００ ２１７,８００ ２５６,０００ ２７９,７００ ３１７,７００ ３６７,８００ 

２２ １９２,３００ ２１９,５００ ２５７,０００ ２８１,３００ ３１９,３００ ３６９,９００ 

２３ １９４,５００ ２２１,２００ ２５８,１００ ２８２,８００ ３２０,９００ ３７２,０００ 

２４ １９６,７００ ２２２,９００ ２５９,２００ ２８４,３００ ３２２,４００ ３７４,０００ 

２５ １９８,８００ ２２４,３００ ２６０,４００ ２８５,６００ ３２４,１００ ３７６,０００ 

２６ ２００,１００ ２２６,０００ ２６１,９００ ２８７,４００ ３２５,５００ ３７７,６００ 

２７ ２０１,４００ ２２７,７００ ２６３,２００ ２８９,２００ ３２７,０００ ３７９,５００ 

２８ ２０２,７００ ２２９,４００ ２６４,６００ ２９０,９００ ３２８,６００ ３８１,４００ 

２９ ２０３,９００ ２３１,０００ ２６６,０００ ２９２,５００ ３３０,０００ ３８３,２００ 

３０ ２０５,１００ ２３２,４００ ２６７,６００ ２９４,２００ ３３１,５００ ３８４,９００ 

３１ ２０６,４００ ２３３,７００ ２６９,２００ ２９５,８００ ３３２,９００ ３８６,８００ 

３２ ２０７,６００ ２３４,９００ ２７０,７００ ２９７,５００ ３３４,４００ ３８８,６００ 

３３ ２０８,９００ ２３６,３００ ２７２,３００ ２９９,０００ ３３６,１００ ３９０,３００ 

３４ ２１０,２００ ２３７,４００ ２７３,８００ ３００,５００ ３３７,６００ ３９２,０００ 

３５ ２１１,５００ ２３８,４００ ２７５,２００ ３０２,１００ ３３９,２００ ３９３,８００ 

３６ ２１２,８００ ２３９,６００ ２７６,６００ ３０３,７００ ３４０,７００ ３９５,５００ 

３７ ２１４,２００ ２４０,８００ ２７８,２００ ３０５,２００ ３４２,４００ ３９７,１００ 

３８ ２１５,６００ ２４１,９００ ２７９,６００ ３０６,７００ ３４４,０００ ３９８,８００ 

３９ ２１７,０００ ２４２,９００ ２８１,１００ ３０８,３００ ３４５,５００ ４００,６００ 

４０ ２１８,４００ ２４４,０００ ２８２,５００ ３０９,９００ ３４７,１００ ４０２,４００ 

４１ ２１９,５００ ２４４,９００ ２８４,１００ ３１１,５００ ３４８,３００ ４０３,９００ 

４２ ２２０,９００ ２４５,９００ ２８５,７００ ３１２,９００ ３４９,８００ ４０５,４００ 

４３ ２２２,３００ ２４６,９００ ２８７,２００ ３１４,３００ ３５１,３００ ４０６,９００ 

４４ ２２３,７００ ２４７,９００ ２８８,８００ ３１５,８００ ３５２,７００ ４０８,２００ 

４５ ２２４,９００ ２４８,９００ ２９０,２００ ３１６,９００ ３５４,３００ ４０９,３００ 

４６ ２２６,３００ ２４９,９００ ２９１,６００ ３１８,３００ ３５５,３００ ４１０,４００ 

４７ ２２７,６００ ２５１,０００ ２９３,１００ ３１９,７００ ３５６,８００ ４１１,５００ 

４８ ２２８,９００ ２５２,１００ ２９４,６００ ３２１,２００ ３５８,１００ ４１２,７００ 

４９ ２３０,０００ ２５３,１００ ２９５,９００ ３２２,４００ ３５９,５００ ４１４,０００ 

５０ ２３１,１００ ２５４,５００ ２９７,２００ ３２３,８００ ３６０,９００ ４１５,１００ 

５１ ２３２,３００ ２５５,７００ ２９８,６００ ３２５,１００ ３６２,２００ ４１６,３００ 

５２ ２３３,４００ ２５７,０００ ３００,０００ ３２６,４００ ３６３,６００ ４１７,４００ 

５３ ２３４,６００ ２５８,３００ ３０１,５００ ３２７,８００ ３６５,１００ ４１８,６００ 

５４ ２３５,７００ ２５９,９００ ３０２,８００ ３２９,２００ ３６６,３００ ４１９,６００ 

５５ ２３６,８００ ２６１,４００ ３０４,２００ ３３０,６００ ３６７,４００ ４２０,７００ 

５６ ２３７,８００ ２６２,９００ ３０５,６００ ３３１,９００ ３６８,６００ ４２１,８００ 

５７ ２３８,９００ ２６４,５００ ３０６,７００ ３３２,８００ ３６９,７００ ４２２,９００ 

５８ ２４０,０００ ２６６,１００ ３０７,９００ ３３４,１００ ３７０,６００ ４２３,４００ 
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５９ ２４０,９００ ２６７,６００ ３０９,２００ ３３５,３００ ３７１,６００ ４２４,０００ 

６０ ２４１,９００ ２６９,２００ ３１０,６００ ３３６,６００ ３７２,６００ ４２４,４００ 

６１ ２４３,０００ ２７０,６００ ３１１,７００ ３３７,７００ ３７３,２００ ４２５,０００ 

６２ ２４４,０００ ２７２,１００ ３１３,０００ ３３８,６００ ３７４,０００ ４２５,５００ 

６３ ２４５,０００ ２７３,６００ ３１４,３００ ３３９,８００ ３７４,８００ ４２５,９００ 

６４ ２４６,１００ ２７５,０００ ３１５,５００ ３４１,１００ ３７５,６００ ４２６,４００ 

６５ ２４７,０００ ２７６,６００ ３１６,８００ ３４２,２００ ３７６,３００ ４２７,０００ 

６６ ２４８,２００ ２７８,１００ ３１８,１００ ３４３,４００ ３７７,０００ ４２７,４００ 

６７ ２４９,４００ ２７９,６００ ３１９,４００ ３４４,６００ ３７７,８００ ４２７,７００ 

６８ ２５０,４００ ２８１,１００ ３２０,７００ ３４５,７００ ３７８,５００ ４２８,０００ 

６９ ２５１,３００ ２８２,３００ ３２１,４００ ３４６,７００ ３７９,１００ ４２８,４００ 

７０ ２５２,５００ ２８３,８００ ３２２,５００ ３４７,７００ ３７９,７００   

７１ ２５３,８００ ２８５,３００ ３２３,６００ ３４８,８００ ３８０,４００   

７２ ２５５,０００ ２８６,７００ ３２４,５００ ３４９,９００ ３８１,０００   

７３ ２５６,４００ ２８７,９００ ３２５,８００ ３５０,７００ ３８１,７００   

７４ ２５７,７００ ２８９,３００ ３２６,５００ ３５１,８００ ３８２,２００   

７５ ２５９,０００ ２９０,７００ ３２７,６００ ３５２,９００ ３８２,８００   

７６ ２６０,３００ ２９２,０００ ３２８,８００ ３５４,０００ ３８３,３００   

７７ ２６１,３００ ２９３,５００ ３２９,９００ ３５４,７００ ３８３,７００   

７８ ２６２,４００ ２９４,８００ ３３１,１００ ３５５,５００ ３８４,３００   

７９ ２６３,７００ ２９６,０００ ３３２,２００ ３５６,３００ ３８４,８００   

８０ ２６５,０００ ２９７,３００ ３３３,４００ ３５７,０００ ３８５,１００   

８１ ２６６,１００ ２９８,１００ ３３４,５００ ３５７,６００ ３８５,４００   

８２ ２６７,１００ ２９９,３００ ３３５,６００ ３５８,１００ ３８５,９００   

８３ ２６８,２００ ３００,５００ ３３６,６００ ３５８,７００ ３８６,３００   

８４ ２６９,３００ ３０１,７００ ３３７,７００ ３５９,２００ ３８６,６００   

８５ ２７０,２００ ３０２,８００ ３３８,６００ ３５９,８００ ３８６,９００   

８６ ２７１,１００ ３０４,０００ ３３９,６００ ３６０,３００ ３８７,４００   

８７ ２７２,２００ ３０５,２００ ３４０,５００ ３６０,９００ ３８７,９００   

８８ ２７３,３００ ３０６,３００ ３４１,５００ ３６１,４００ ３８８,３００   

８９ ２７４,３００ ３０７,６００ ３４２,５００ ３６１,８００ ３８８,６００   

９０ ２７５,２００ ３０８,８００ ３４３,３００ ３６２,２００ ３８９,０００   

９１ ２７６,２００ ３１０,０００ ３４４,１００ ３６２,８００ ３８９,５００   

９２ ２７７,２００ ３１１,２００ ３４４,９００ ３６３,３００ ３８９,９００   

９３ ２７８,２００ ３１２,０００ ３４５,５００ ３６３,６００ ３９０,３００   

９４ ２７９,２００ ３１２,７００ ３４６,１００ ３６４,１００     

９５ ２８０,１００ ３１３,４００ ３４６,８００ ３６４,５００     

９６ ２８１,１００ ３１４,０００ ３４７,４００ ３６４,８００     

９７ ２８２,０００ ３１４,７００ ３４７,８００ ３６５,４００     

９８ ２８２,８００ ３１５,０００ ３４８,２００ ３６５,９００     

９９ ２８３,５００ ３１５,６００ ３４８,７００ ３６６,４００     

１００ ２８４,４００ ３１６,３００ ３４９,１００ ３６６,９００     

１０１ ２８５,２００ ３１６,７００ ３４９,６００ ３６７,５００     

１０２ ２８６,０００ ３１７,３００ ３５０,０００ ３６８,０００     
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１０３ ２８６,８００ ３１７,９００ ３５０,５００ ３６８,５００     

１０４ ２８７,６００ ３１８,５００ ３５０,９００ ３６８,９００     

１０５ ２８８,３００ ３１８,９００ ３５１,２００ ３６９,５００     

１０６ ２８８,８００ ３１９,４００ ３５１,７００ ３７０,０００     

１０７ ２８９,３００ ３１９,９００ ３５２,１００ ３７０,５００     

１０８ ２８９,８００ ３２０,４００ ３５２,４００ ３７１,０００     

１０９ ２９０,０００ ３２０,８００ ３５２,９００ ３７１,６００     

１１０ ２９０,３００ ３２１,２００ ３５３,４００ ３７２,０００     

１１１ ２９０,５００ ３２１,５００ ３５３,９００ ３７２,５００     

１１２ ２９０,９００ ３２１,８００ ３５４,４００ ３７３,０００     

１１３ ２９１,２００ ３２２,２００ ３５４,９００ ３７３,６００     

１１４ ２９１,４００ ３２２,６００ ３５５,４００       

１１５ ２９１,８００ ３２３,０００ ３５５,９００       

１１６ ２９２,１００ ３２３,３００ ３５６,３００       

１１７ ２９２,４００ ３２３,５００ ３５６,７００       

１１８ ２９２,７００ ３２３,８００ ３５７,１００       

１１９ ２９３,０００ ３２４,２００ ３５７,６００       

１２０ ２９３,４００ ３２４,４００ ３５８,１００       

１２１ ２９３,７００ ３２４,６００ ３５８,５００       

１２２ ２９４,１００ ３２４,９００ ３５９,０００       

１２３ ２９４,４００ ３２５,２００ ３５９,５００       

１２４ ２９４,８００ ３２５,５００ ３６０,０００       

１２５ ２９５,０００ ３２５,７００ ３６０,３００       

１２６ ２９５,２００ ３２６,０００         

１２７ ２９５,５００ ３２６,４００         

１２８ ２９５,９００ ３２６,６００         

１２９ ２９６,１００ ３２６,７００         

１３０ ２９６,４００ ３２７,０００         

１３１ ２９６,８００ ３２７,４００         

１３２ ２９７,２００ ３２７,６００         

１３３ ２９７,４００ ３２７,９００         

１３４ ２９７,７００ ３２８,３００         

１３５ ２９８,１００ ３２８,７００         

１３６ ２９８,４００ ３２９,１００         

１３７ ２９８,６００ ３２９,４００         

１３８ ２９８,９００ ３２９,８００         

１３９ ２９９,３００ ３３０,２００         

１４０ ２９９,６００ ３３０,６００         

１４１ ２９９,８００ ３３０,９００         

１４２ ３００,２００ ３３１,３００         

１４３ ３００,６００ ３３１,６００         

１４４ ３００,９００ ３３２,０００         

１４５ ３０１,０００ ３３２,３００         

１４６ ３０１,３００ ３３２,７００         
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１４７ ３０１,６００ ３３３,１００         

１４８ ３０２,０００ ３３３,５００         

１４９ ３０２,２００ ３３３,８００         

１５０ ３０２,４００ ３３４,２００         

１５１ ３０２,７００ ３３４,６００         

１５２ ３０３,０００ ３３５,０００         

１５３ ３０３,４００ ３３５,３００         

１５４ ３０３,６００           

１５５ ３０３,８００           

１５６ ３０４,１００           

１５７ ３０４,４００           

１５８ ３０４,７００           

１５９ ３０５,０００           

１６０ ３０５,３００           

１６１ ３０５,７００           

１６２ ３０６,０００           

１６３ ３０６,３００           

１６４ ３０６,６００           

１６５ ３０７,０００           

１６６ ３０７,３００           

１６７ ３０７,６００           

１６８ ３０７,９００           

１６９ ３０８,３００           

再任用職

員 

  
２３２,７００ ２５３,１００ ２６０,３００ ２７０,５００ ２８６,８００ ３２３,９００ 

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する助産師、看護師、准看護師その他の職員で市長が定める

ものに適用する。 

 （一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成１８年条例第７号）の一部

を次のように改正する。 

  附則第７項中「には」の次に「、平成３０年３月３１日までの間」を加える。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第３条並びに附則第５項から第８項ま

での規定は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定（一般職の職員の給与に関する条例（以下「給与条例」という。）第１８条第２項の

改正規定を除く。）による改正後の給与条例の規定は、平成２６年４月１日から、同条の規定（給

与条例第１８条第２項の改正規定に限る。）による改正後の給与条例の規定は同年１２月１日から

適用する。 

 （適用日前の異動者の号給の調整） 

３ 平成２６年４月１日（以下「適用日」という。）前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の

定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異

にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるとこ
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ろにより、必要な調整を行うことができる。 

 （給与の内払） 

４ 第１条の規定による改正後の給与条例（以下この項において「改正後の給与条例」という。）の規

定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給

与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。 

 （切替日前の異動者の号給の調整） 

５ 平成２７年４月１日（以下「切替日」という。）前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の

定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異

にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるとこ

ろにより、必要な調整を行うことができる。 

 （給料の切替えに伴う経過措置） 

６ 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日

において受けていた給料月額に達しないこととなるもの（市長が規則で定める職員を除く。）には、

平成３０年３月３１日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。 

７ 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（前項に規定する職員を除く。）について、

同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、

市長が規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。 

８ 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して

前２項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員に

は、市長が規則の定めるところにより、前２項の規定に準じて、給料を支給する。 

 （委任） 

９ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則

で定める。 

 

条例第３１号 

 大和高田市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２６年１２月４日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

大和高田市国民健康保険条例（昭和３６年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項中「３９万円」を「４０万４千円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の大和高田市国民健康保険条例第５条第１項の規定は、この条例の施行の

日（以下「施行日」という。）以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、施行日前

の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。 

 

条例第３２号 

 大和高田市立病院の料金等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
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  平成２６年１２月４日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市立病院の料金等に関する条例の一部を改正する条例 

 大和高田市立病院の料金等に関する条例（平成１７年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１の２分娩料の項を次のように改める。 

２ 分娩料 

区分 料金 

初産 １回につき ９５，０００円 

経産 １回につき ８５，０００円 

産科医療補償制度掛金 １回につき 産科医療補償制度に係る掛金の額に相当する額 

  ただし、特殊な場合は、この限りでない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の大和高田市立病院の料金等に関する条例別表第１の規定は、この条例の施行の日以後に

助産を受ける者に係る分娩料から適用し、同日前に助産を受けた者に係る分娩料については、なお

従前の例による。 

 

 

 

規則第３１号 

 大和高田市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２６年１１月３０日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克      

   大和高田市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則 

 大和高田市税賦課徴収条例施行規則（昭和３７年規則第９号）の一部を次のように改正する。 

 様式第２０号（その２）を次のように改める。 

 

様式第２０号（その２）（第３条関係） 

納税証明書交付申請書 
       年  月  日 

大和高田市長 殿 

申 請 者 
(窓口に 

来られた方） 

住所  

氏名 
（会社名）  

納 税 者 

（必要と 

される方） 

住所 

フリガナ 

氏名（会社名）                                   
                             印 

 

 
規 則 
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証明書の使用目的（該当する番号に○を付けてください。） 

１ 
入札参加資格申請 

（建設業関係） 
５ 帰化申請 

２ 
入札参加資格申請 

（物品購入・業務委託） 
６ 招へい・ビザの更新 

３ 軽自動車の車検用 ７ その他（使用目的を記入してください。） 

４ 資金の借入れ 

 

証明書の種類（必要事項を記入してください。） 

固   定   資   産   税 
都   市   計   画   税 年度 各         通 

市    ・   県   民   税 年度 各         通 

軽   自   動   車   税 年度 各         通 

法   人   市   民   税 年度 各         通 

     国 民 健 康 保 険 税 年度 各         通 

     市 税 全 税 目 
□滞納のないこと。 
□未納のないこと。 
□滞納処分がないこと。 各         通 

 

軽自動車検査受用 

標識
番号 

奈 良 
        

 

証明番号 

通 円  
 

本人 
（代理人） 
確認欄 

□ 運転免許証  □ 健康保険証 
□ その他の身分証明書等（          ） 

 確
認
者 

 

 

委 任 状 

 

代理人 

     住 所                               

     氏 名                            印  
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     生年月日  大 ・ 昭 ・ 平    年    月    日     

      上記の者を代理人に選任し、下記の権限を委任します。 

          年度          税 納税証明書      通    

          年度          税 納税証明書      通    

          年度          税 納税証明書      通    

          年度          税 納税証明書      通    

          年度          税 納税証明書      通    

                      を交付申請及び受領すること。 

 

                                年  月  日 

大和高田市長 殿 

 

     住 所                               

     氏 名                            印  

     生年月日  大 ・ 昭 ・ 平    年    月    日     

     （連絡先                            ） 

 

 

   附 則 

この規則は、平成２６年１２月１日から施行する。 

 

規則第３２号 

 大和高田市自転車駐車場条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２６年１２月４日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克     

   大和高田市自転車駐車場条例施行規則の一部を改正する規則 

大和高田市自転車駐車場条例施行規則（平成５年規則第２６号）の一部を次のように改正する。 

 様式第１号中 

「 
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区 分 

         」を 

「 

使 用 区 分 

         」に改める。 

 様式第６号中 

「 

使 用 区 分 
□ 自  転  車（使用場所№          ） 

□ 原動機付自転車（使用場所№          ） 

                                      」を 

「 

使 用 区 分 

□ 自  転  車（使用場所№          ） 

□ 原動機付自転車（使用場所№          ） 

□ 普通自動二輪車（使用場所№          ） 

                                      」に改める。 

 様式第７号中 

「 

 

                                      」を 

「 

 

 

                                      」に改める。 

 様式第８号中 

「 

使 用 区 分 
□ 自転車（□ 市内・□ 市外） 

□ 原動機付自転車（□ 市内・□ 市外） 

                                      」を 

「 

使 用 区 分 
□ 自転車（□ 市内・□ 市外） 

□ 原動機付自転車（□ 市内・□ 市外） 

使 用 区 分 

□ 自転車（□ 市内・□ 市外） 

□ 原動機付自転車（□ 市内・□ 市外） 

□ 普通自動二輪車（□ 市内・□ 市外） 
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使 用 区 分 

□ 自転車（□ 市内・□ 市外） 

□ 原動機付自転車（□ 市内・□ 市外） 

□ 普通自動二輪車（□ 市内・□ 市外） 

                                      」に、 

「使用料を」を「、使用料を」に改める。 

 様式第９号中 

「 

使 用 区 分 

□ 自 転 車（□ 市内一般・□ 市内学生） 

       （□ 市外一般・□ 市外学生） 

□ 原動機付 （□ 市内一般・□ 市内学生） 

  自転車  （□ 市外一般・□ 市外学生） 

□ 屋根有 

 

□ 屋根無 

 

                                      」を 

「 

使 用 区 分 

□ 自 転 車（□ 市内一般・□ 市内学生） 

       （□ 市外一般・□ 市外学生） 

□ 原動機付 （□ 市内一般・□ 市内学生） 

  自転車  （□ 市外一般・□ 市外学生） 

□ 普通自動 （□ 市内一般・□ 市内学生） 

  二輪車  （□ 市外一般・□ 市外学生） 

□ 屋根有 

 

□ 屋根無 

 

                                      」に改める。 

 様式第１０号中 

「 

使 用 区 分 

□ 自 転 車（□ 市内一般・□ 市内学生） 

       （□ 市外一般・□ 市外学生） 

□ 原動機付 （□ 市内一般・□ 市内学生） 

  自転車  （□ 市外一般・□ 市外学生） 

□ 屋根有 

 

□ 屋根無 

 

                                      」を 

「 

使 用 区 分 

□ 自 転 車（□ 市内一般・□ 市内学生） 

       （□ 市外一般・□ 市外学生） 

□ 原動機付 （□ 市内一般・□ 市内学生） 

  自転車  （□ 市外一般・□ 市外学生） 

□ 普通自動 （□ 市内一般・□ 市内学生） 

  二輪車  （□ 市外一般・□ 市外学生） 

 

 

□ 屋根有 

 

□ 屋根無 

 

                                      」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２７年１月１日から施行する。 
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規則第３３号 

 大和高田市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２６年１２月４日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 大和高田市国民健康保険条例施行規則（平成１２年規則第７３号）の一部を次のように改正する。 

 第１２条第１項中「３万円」を「１万６千円」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の大和高田市国民健康保険条例施行規則第１２条第１項の規定は、この規

則の施行の日（以下「施行日」という。）以後の出産に係る出産育児一時金の加算額について適用

し、施行日前の出産に係る出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。 

 

 

 

訓令第１４号 

 大和高田市立病院経営基盤確立支援業務委託事業者選定委員会設置要綱を次のように定める。 

  平成２６年１１月２８日 

                           大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市立病院経営基盤確立支援業務委託事業者選定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 大和高田市立病院経営基盤確立支援業務を実施するに当たり、その支援業務を委託する

事業者の選定を厳正かつ公平に行うため、大和高田市立病院経営基盤確立支援業務委託事業者

選定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（選定方法） 

第２条 当該業務の委託事業者の選定方法は、プロポーザル方式とする。 

（所掌事務） 

第３条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１） 事業者の応募資格に関すること。 

（２） 募集要項及び業務仕様書に関すること。 

（３） 事業者の提案書及びヒアリングの内容審査及び評価に関すること。 

（４） 委託候補者となる事業者の選定に関すること。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（組織） 

第４条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 

（１） 市立病院長 

（２） 市立病院副院長 １名 

（３） 市立病院診療局長 

訓 令 
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（４） 市立病院看護局長 

（５） 市立病院技術局長 

（６） 市立病院事務局長 

（７） 市立病院事務局総務課長 

（８） 市立病院事務局管理課長  

（９） 市立病院事務局医事課長 

（１０） 財政課長 

（１１） 市立病院栄養管理科長補佐 

（１２） 経営に関する識見を有する者 

２ 委員長は、市立病院長をもって充てる。 

３ 委員長は、会務を掌理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、市立病院事務局長をもって充てる。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（任期） 

第５条 前条第１項の委員の任期は、最初に招集される委員会の日から委託候補者となる事業者

を選定する日までとする。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところとす

る。 

４ 委員長は、委員会の会議のため必要があると認めるときは、関係職員その他関係人を出席さ

せ、当該職員等に対して意見を徴し、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（会議の非公開） 

第７条 委員会の会議は、非公開とする。 

（中立の保持） 

第８条 委員は、特定の事業者に対し、利益又は不利益を与える行為をしてはならない。 

（守秘義務） 

第９条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様と

する。 

（庶務） 

第１０条 委員会の庶務は、市立病院事務局総務課において処理する。 

（補則） 

第１１条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に

諮って定める。 

附 則 

この訓令は、告示の日から施行する。 
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告示第６１号 

大和高田市臨時福祉給付金支給事業実施要綱を次のように定める。 

 平成２６年５月１４日 

                            大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市臨時福祉給付金支給事業実施要綱 

 （目的）  

第１条 この告示は、消費税率の引上げに際し、低所得者に与える負担の影響に鑑み、適切な配慮を

行うため、暫定的かつ臨時的な措置として実施する臨時福祉給付金支給事業について、必要な事項

を定めることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 （１） 臨時福祉給付金 前条の目的を達するために、市が支給する給付金をいう。 

 （２） 支給対象者 別表第１に掲げる臨時福祉給付金が支給される者をいう。 

 （臨時福祉給付金の支給） 

第３条 市は、支給対象者に対し、この告示に定めるところにより、臨時福祉給付金を支給する。 

 （支給額） 

第４条 前条の規定により支給対象者に対して支給する臨時福祉給付金の金額は、支給対象者１人に

つき１万円とする。 

２ 支給対象者のうち、別表第２に掲げる者については、１人につき前項の額に５千円を加算する。 

 （申請受付開始日及び申請期限） 

第５条 臨時福祉給付金に係る市の申請受付開始日は、次条第２項各号に掲げる申請方式ごとに市長

が別に定める日とする。 

２ 前項の申請の期限は、同項の規定により市長が定める申請受付開始日のうち最も早い日から起算

して３月を経過する日とする。ただし、市長が必要と認める場合は、当該期限を３月以内に限り延

長することができる。 

 （申請及び支給の方式） 

第６条 臨時福祉給付金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、臨時福祉給付金

申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）により申請を行うものとする。 

２ 前項の規定による申請及び臨時福祉給付金の支給は、次に掲げる方式のいずれかにより行う。た

だし、第３号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著し

く離れた場所に居住している場合その他第１号又は第２号の方式による支給が困難な場合に限り

行う。 

（１） 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融

機関の口座に振り込む方式 

（２） 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関

の口座に振り込む方式 

（３） 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市

が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式 

３ 申請者は、臨時福祉給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示するこ

告 示 
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と等により、申請者本人による申請であることを証しなければならない。 

 （代理による申請） 

第７条 申請者の代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げ

る者とする。 

 （１） 平成２６年１月１日（以下「基準日」という。）における申請者の属する世帯の世帯構成 

  者 

 （２） 法定代理人（民法（明治２９年法律第８９号）に規定する親権者、未成年後見人、成年後

見人並びに同法に基づき代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人をいう。） 

 （３） 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるも

の 

２ 前項の規定により代理人が臨時福祉給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加

え、原則として委任状（申請書の委任欄への記載を含む。）を提出しなければならない。この場合

において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代

理人本人であることを確認するものとする。 

３ 市は、代理人が第１項第１号の者にあっては住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号。以下「住

基法」という。）第３条に規定する住民基本台帳により、第１項第２号及び第３号の者にあっては

市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。 

 （支給の決定） 

第８条 市長は、第６条又は前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を

確認の上、支給の可否を決定し、当該支給対象者に対して臨時福祉給付金を支給するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するときは、臨時

福祉給付金を支給しない。 

（１） 別表第１（１）のエに規定する児童等 当該児童等分の臨時福祉給付金につき同表（１）

のエの（ア）に規定する保護者から代理申請があった場合（市において、当該児童等の入所等の

事実を把握した時点で、当該児童等に係る臨時福祉給付金の代理申請について、支給決定通知が

既に行われている場合を除く。） 

（２） 別表第１（１）のオに規定する者で同項に規定する申出を行ったもの 当該者分の臨時福

祉給付金につき、基準日時点の住民票において当該者と同一世帯である者から代理申請があった

場合（申出が、当該者の基準日時点の住民票が所在する市町村（特別区を含む。以下同じ。）に

到達した時点で、当該臨時福祉給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場

合を除く。） 

（３） 別表第１（６）に規定する者 当該者分の臨時福祉給付金につき、同表（６）のア又はイ

に規定する養護者から代理申請があった場合（市において、当該者の入所等の事実を把握した時

点で、当該者に係る臨時福祉給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合

を除く。） 

 （臨時福祉給付金の支給等に関する周知） 

第９条 市長は、臨時福祉給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受

付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。 

（申請が行われなかった場合等の取扱い） 

第１０条 市長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第５条第２項に

規定する申請の期限までに第６条の規定による申請(代理によるものを含む。)が行われなかった場
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合は、当該支給対象者が臨時福祉給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。 

２ 市長が第８条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確

認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき

事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。 

 （不当利得の返還） 

第１１条 市長は、臨時福祉給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は

偽りその他不正の手段により臨時福祉給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った臨時福祉給付

金（次項において「不当利得」という。）の返還を求める。 

２ 市長は、不当利得が第４条第２項の規定による加算分のみである場合は、支給を行った加算分の

臨時福祉給付金の返還を求める。 

 （受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第１２条 臨時福祉給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。 

 （補則） 

第１３条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日から中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関す

る法律の一部を改正する法律（平成２５年法律第１０６号）の施行の日の前日までの間においては、

別表第１（２）のイ中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律」とあるのは「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永

住帰国後の自立の支援に関する法律」とする。 

 

別表第１（第２条及び第８条関係） 

支給対象者 

（１） 臨時福祉給付金は、次のアからオまでに掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、カに掲げる

要件に該当する者（他の市町村において臨時福祉給付金が支給される者を除く。）に支給する。 

ア 基準日において、市の住民基本台帳に記録されている者 

イ 基準日以前に、住基法第８条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、

日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基

準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったもののうち、転出の予

定年月日（住基法第２４条に規定する転出の予定年月日をいう。次のウにおいて同じ。）が基

準日以前となっている転出届（同条の規定による届出をいう。次のウにおいて同じ。）を市に

行ったものであって、転入をした年月日（住基法第２２条第１項第３号に規定する転入をした

年月日をいう。次のウにおいて同じ。）が基準日の翌日以後である転入届（同項の規定による

届出をいう。次のウにおいて同じ。）をいずれかの市町村に行ったことが住基法第９条第１項

の規定による転入の通知により確認されたもの 

ウ 基準日以前に、住基法第８条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、

日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基

準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったもの（転出の予定年月日が



平成２７年１月１０日（土）       大 和 高 田 市 公 報               第３１２号 

 

 

 

 

 

 

 

75 

基準日以前となっている転出届をいずれかの市町村に行った者で、転入した年月日が基準日の

翌日以後である転入届を市へ行ったものを除く。） 

エ 基準日において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている者（基準日以前に、住

基法第８条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活して

いたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初め

ていずれかの市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。次のオにおいて同

じ。）であり、かつ、基準日以後に次の（ア）から（カ）までのいずれかに該当する児童等（児

童（基準日において満１８歳に満たない者（平成８年１月３日以降に生まれた者）をいう。）

及び児童以外の基準日において満２０歳に満たない者（平成６年１月３日以降に生まれた者）

をいう。以下同じ。）であって、その入所等している施設等が市に所在しているもの 

（ア） 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する小規模住居型児童養育事業を行

う者又は里親に委託されている児童等（保護者（児童福祉法に規定する保護者をいう。以下

同じ。）の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において

養育することが一時的に困難となったことに伴い、２月以内の期間を定めて行われる委託を

されている者を除き、児童以外の満２０歳に満たない者にあっては、同法の規定により、基

準日以前から引き続き委託されている者に限る。） 

（イ） 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受け、若しくは入所措置が採られ

て同法に規定する障害児入所施設（以下「障害児入所施設」という。）に入所し、若しくは

同法に規定する指定医療機関（以下「指定医療機関」という。）に入院し、又は同法の規定

により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設

若しくは児童自立支援施設（以下「乳児院等」という。）に入所している児童等（当該情緒

障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に通う者又は２月以内の期間を定めて行わ

れる障害児入所施設への入所若しくは指定医療機関への入院若しくは保護者の疾病、疲労そ

の他の身体上若しくは精神上若しくは環境上の理由により家庭において児童を養育するこ

とが一時的に困難となったことに伴い、２月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所

をしている者を除き、児童以外の満２０歳に満たない者にあっては、同法の規定により、基

準日以前から引き続き入所又は入院をしている者に限る。） 

（ウ） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１

２３号。以下「障害者総合支援法」という。）の規定により介護給付費等の支給を受け、又

は身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）若しくは知的障害者福祉法（昭和３５年

法律第３７号）の規定により入所措置が採られ、障害者支援施設（障害者総合支援法に規定

する障害者支援施設をいう。）又はのぞみの園（独立行政法人国立重度知的障害者総合施設

のぞみの園法（平成１４年法律第１６７号）の規定により独立行政法人国立重度知的障害者

総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。）に入所している児童（２月以内の期間を定め

て行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。） 

（エ） 売春防止法（昭和３１年法律第１１８号）に規定する婦人保護施設に入所している児

童等（２月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者

を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。） 

（オ） 児童福祉法に規定する児童自立生活援助事業に入居している児童等（２月以内の期間

を定めて行われる入所をしている者を除く。） 

（カ） 児童福祉法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等（２月以内の期間を定
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めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。） 

オ 基準日において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている者のうち、配偶者から

の暴力を理由に市に避難し、配偶者と生計を別にしているもの（以下「配偶者からの暴力を理

由に避難している者」という。）及びその同伴者であって、基準日において市にその住民票を

移しておらず、次に掲げる（ア）の要件を満たし、かつ、（イ）から（エ）までに掲げる要件

のいずれかを満たしており、その旨を市に申し出たもの 

（ア） 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）上、配偶者と別の世帯に属し、国民健

康保険に加入していること又は健康保険法（大正１１年法律第７０号）、船員保険法（昭和

１４年法律第７３号）、国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号。他の法律にお

いて準用する場合を含む。）若しくは地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）

の規定による配偶者の被扶養者となっていないこと。 

（イ） 配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３

年法律第３１号）第１０条の規定による保護命令（同条第１項第１号の規定による接近禁止

命令又は同項第２号の規定による退去命令。その同伴者にあっては、同条第３項又は第４項

の規定による接近禁止命令をいう。）が出されていること。 

（ウ） 売春防止法第３４条に規定する婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護

に関する証明書」（地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援セン

ターが発行した証明書を含む。）が発行されていること。 

（エ） 基準日の翌日以後に住民票が市へ移され、住民基本台帳事務処理要領（昭和４２年１

０月４日付け自治振第１５０号自治省行政局長等通知）による支援措置の対象となっている

こと。 

カ 平成２６年度分の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税（同法の

規定による特別区民税を含むものとし、同法第３２８条（同法第７３６条第３項で準用する場

合を含む。）の規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税」という。）が課されて

いない者又は条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者（当該市町

村民税が課されている者（当該市町村民税を免除された者を除く。）の扶養親族等（同法の規

定による控除対象配偶者、配偶者特別控除における配偶者、扶養親族、青色事業専従者及び白

色事業専従者をいう。以下同じ。）を除く。） 

（２） （１）の規定にかかわらず、基準日において、次のいずれかに該当する者には、臨時福祉給

付金を支給しない。 

ア 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被保護者（基準日に保護

が停止されていた者及び基準日の翌日から同年３月３１日までの間に保護が廃止され、又は停

止された者を除く。） 

イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）による支援給付（以下このイにおいて「支

援給付」という。）の受給者（基準日に支援給付の支給が停止されていた者及び基準日の翌日

から同年３月３１日までの間に支援給付の支給が廃止され、又は停止された者を除く。） 

ウ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律（平成２０年法律第８２号）第１５条第２項に規

定するハンセン病療養所非入所者給与金の受給者（援護加算（ハンセン病問題の解決の促進に

関する法律施行規則（平成２１年厚生労働省令第７５号）第７条第３項に規定する援護加算を

いう。以下このウにおいて同じ。）の受給者に限り、基準日に援護加算の認定を停止されてい
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た者及び基準日の翌日から同年３月３１日までの間に援護加算の認定を廃止され、又は停止さ

れた者を除く。） 

エ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第１９条の規定による援護（以下このエにおいて

「援護」という。）を受けている者（基準日に援護が停止されていた者及び基準日の翌日から

同年３月３１日までの間に援護が廃止され、又は停止された者を除く。） 

（３） （１）の規定にかかわらず、臨時福祉給付金の支給が決定される日において、日本国籍を有

しない者のうち、住基法第３０条の４５の表の上欄に掲げる者に該当しないものには、臨時福祉給

付金を支給しない。 

（４） 基準日において（１）のエの（ア）から（カ）までのいずれかに該当する児童等については、

（１）のカの要件の適用に当たっては、当該児童等の保護者の扶養親族等には該当しないものとみ

なす。ただし、基準日において、（１）のエの（ウ）、（エ）又は（カ）に該当する１５歳に達する

日以後の最初の３月３１日を経過した児童等である父又は母（以下この（４）において「児童等で

ある父又は母」という。）がその子である児童（以下この（４）において「子である児童」という。）

と同一の施設に入所している場合については、当該親子は、児童等である父又は母の保護者の扶養

親族等には該当しないものとみなし、子である児童については、児童等である父又は母の扶養親族

等とみなす。 

（５） 基準日において配偶者からの暴力を理由に避難している者及びその同伴者であって、基準日

において市にその住民票を移しておらず、（１）のオの（ア）の要件を満たし、かつ、（イ）から（エ）

までに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を市に申し出たものについては、（１）のカ

の要件の適用に当たっては、その配偶者の扶養親族等には該当しないものとみなす。ただし、配偶

者からの暴力を理由に避難している者及びその同伴者が、それらのうちいずれかの者の扶養親族等

とされていることが確認できた場合は、これに基づき臨時福祉給付金の支給に係る審査を行う。そ

れ以外の場合で、配偶者からの暴力を理由に避難している者又はその同伴者の中に市町村民税が課

されている者がいることが確認できた場合は、当該者以外の配偶者からの暴力を理由に避難してい

る者及びその同伴者は、当該者の扶養親族等であるものとみなす。 

（６） 基準日において、次のア又はイのいずれかに該当する者については、（１）のカの要件の適用

に当たっては、当該者の扶養者の扶養親族等には該当しないものとみなす。 

ア 障害者（障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条第１号に規定する障害者をいう。）

のうち、養護者（障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成２３

年法律第７９号）第２条第３項に規定する養護者をいう。）から虐待を受けたことにより、同

法第９条第２項の規定による入所又は入居（以下「入所等」という。）の措置が採られている

者（２月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。） 

イ 高齢者（基準日において６５歳以上の者（昭和２４年１月２日以前に生まれた者。）をいう。）

のうち、養護者（高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成１７

年法律第１２４号）に規定する養護者をいう。）から虐待を受けたことにより、同法第９条第

２項の規定による入所等の措置が採られている者（２月以内の期間を定めて行われる入所等を

している者を除く。） 

 

別表第２（第４条関係） 

加算措置の対象者 

（１） 次のいずれかの年金の平成２６年３月分の受給権があり、かつ、同年４月の年金の特例水準
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解消の影響を受ける者（同年４月分又は５月分の年金の受給者に限る。） 

ア 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）の規定による老齢基礎年金（繰上げ支給によ

るものを含む。）、障害基礎年金又は遺族基礎年金 

イ 国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号）附則第３２条、附則第

７８条及び附則第８７条の規定によりなお従前の例によることとされた旧国民年金法、旧

厚生年金保険法及び旧船員保険法の規定による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、

老齢福祉年金、障害年金、遺族年金、遺児年金、寡婦年金、通算遺族年金又は特例遺族年

金 

ウ 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体

職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成１３年法律第１０１号）附則第１６条第６項

に規定する移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族

年金又は通算遺族年金 

エ 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第１０５号）附則第

３条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第１０８号）附

則第３条、私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）第４８条の２の規定によ

りその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和６０

年法律第１０５号）附則第３条の規定によりなお従前の例によることとされた退職年金、

船員通算老齢年金、減額退職年金、実期間遺族年金、通算退職年金、船員老齢年金、障害

年金、船員障害年金、遺族年金、寡婦年金、通算遺族年金、船員遺族年金又は船員通算遺

族年金 

（ア） 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）の規定による児童扶養手当の平成２６年

１月分の受給者 

（イ） 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）の規定による特

別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当の平成２６年１月分の受給者 

（ウ） 国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号）附則第９７条第１項

の規定によりなお従前の例によることとされた同法第７条の規定による改正前の特別児童扶

養手当等の支給に関する法律の規定による福祉手当の平成２６年１月分の受給者 

（エ） 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）の規定による

医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当及び家族介護手当

（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令（平成７年政令第２６号）第１８条第２

項第２号に規定する場合に支給される介護手当をいう。）の平成２６年１月分の受給者 

（オ） 毒ガス障害者救済対策事業の実施について（昭和５９年４月１０日付け衛発第２６６号

厚生省公衆衛生局長通知。以下この（オ）において「局長通知」という。）による特別手当、

健康管理手当、保健手当及び家族介護手当（局長通知の別紙「毒ガス障害者に対する救済措置

要綱」第２７項第２号イに規定する場合に支給される介護手当をいう。）の平成２６年１月分

の受給者 

（カ） ガス障害者に対する特別手当等支給要綱（昭和４４年１２月１０日蔵計第４３４７号。

以下この（カ）において「要綱」という。）の規定による特別手当、健康管理手当、保健手当

及び家族介護手当（要綱第３条第３項第２号に規定する場合に支給される介護手当をいう。）

の平成２６年１月分の受給者 

（キ） 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）の規定による健康被害救済給付金（障害児養育
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年金、障害年金及び遺族年金に限る。）の平成２６年１月分の受給者 

（ク） 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法（平成２１年法

律第９８号）の規定による健康被害救済給付金（障害児養育年金、障害年金及び遺族年金に限

る。）の平成２６年１月分の受給者 

（ケ） 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成１４年法律第１９２号）の規定による副

作用救済給付（障害年金、障害児養育年金及び遺族年金に限る。）又は感染救済給付（障害年

金、障害児養育年金及び遺族年金に限る。）の平成２６年１月分の受給者 
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告示第６２号 

 大和高田市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱を次のように定める。 

  平成２６年５月１４日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克 

  大和高田市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱 

（目的） 

第１条 この告示は、消費税率の引上げに際し、子育て世帯に対し臨時的な給付措置として子育て世

帯臨時特例給付金を支給することにより、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の

消費を下支えすることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 子育て世帯臨時特例給付金 前条の目的を達するために、市が支給する給付金をいう。 

（２） 支給対象者 別表第１項に掲げる子育て世帯臨時特例給付金が支給される者をいう。 

（３） 対象児童 別表第２項に掲げる者をいう。 

（子育て世帯臨時特例給付金の支給） 

第３条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、子育て世帯臨時特例給付金を支

給する。 

 （支給額） 

第４条 前条の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯臨時特例給付金の金額は、対象児

童１人につき１万円とする。 

（申請受付開始日及び申請期限） 

第５条 子育て世帯臨時特例給付金に係る市の申請受付開始日は、次条第３項各号に掲げる申請方式

ごとに市長が別に定める日とする。 

２ 前項の申請の期限は、同項の規定により市長が定める申請受付開始日のうち最も早い日から起算

して３月を経過する日とする。ただし、市長が必要と認める場合は、当該期限を３月以内に限り延

長することができる。 

（申請及び支給の方式） 

第６条 子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）のうち、平

成２６年１月１日（以下「基準日」という。）において市の住民基本台帳（住民基本台帳法（昭和

４２年法律第８１号。以下「住基法」という。）第３条に規定にする住民基本台帳をいう。以下同

じ。）に記録されているものは、子育て世帯臨時特例給付金申請書（様式第１号（公務員にあって

は、様式第２号）。以下「申請書」という。）により申請を行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、申請者のうち、次に掲げるものは、申請書を市に提出しなければなら

ない。 

（１） 基準日以前に住基法第８条の規定により住民票を消除されていた者であって、基準日にお

いて、日本国内で生活していたが、いずれの市町村（特別区を含む。以下同じ。）の住民基本台

帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されるこ

ととなったもののうち、市に対して同法第２４条に規定する転出の予定年月日が基準日以前とな

っている転出届（同条の規定による届出をいう。）をした者であって、転入をした年月日が基準

日の翌日以後である転入届（同法第２２条第１項の規定による届出をいう。）をしたもの 

（２） 基準日以前に住基法第８条の規定により住民票を消除されていた者であって、基準日にお
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いて、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、

基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったもののうち、前号に掲げる

者以外のもの 

（３） 別表第１項第３号の表第１号の右欄に掲げる者（当該者に係る別表第１項第１号又は第２

号に規定する者がこの条第２項の規定により、市に対して支給の申請を行うこととなる場合に限

る。） 

（４） 別表第１項第３号の表第２号の右欄に掲げる者（当該者が入所等している児童手当法（昭

和４６年法律第７３号）第３条第３項各号に掲げる施設等の所在地が市である場合に限る。） 

（５） 配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしていることが認められている者

（基準日において、市の住民基本台帳に記録されていない者に限る。）であって、市から平成２

６年１月分の児童手当又は別表第１項第２号ア若しくはイに掲げる児童に係る同年２月分の児

童手当の支給を受けているもの 

（６） 別表第１項第３号の表第３号右欄に掲げる者（市に対し、対象児童に係る児童手当法第７

条第１項の規定による認定の請求（同法附則第２条第３項において準用する場合を含み、当該配

偶者が監護し、かつ、生計を同じくする全ての対象児童が１５歳に達する日以後の最初の２月２

８日を経過した日以後である場合にあっては、子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けるための

当該認定の請求と同様の請求を含む。別表第１項第３号の表第３号において同じ。）をした者に

限る。） 

３ 前項の規定による申請及び子育て世帯臨時特例給付金の支給は、次に掲げる方式のいずれかによ

り行う。ただし、第３号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機

関から著しく離れた場所に居住している場合その他第１号又は第２号の方式による支給が困難な

場合に限り行う。 

（１） 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融

機関の口座に振り込む方式 

（２） 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関

の口座に振り込む方式 

（３） 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市

が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式 

４ 申請者は、子育て世帯臨時特例給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は

提示すること等により、申請者本人による申請であることを証しなければならない。 

（代理による申請） 

第７条 代理により前条第１項及び第２項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者

であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。 

（支給の決定） 

第８条 市長は、第６条又は前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を

確認の上、支給の可否を決定し、当該支給対象者に対して子育て世帯臨時特例給付金を支給するも

のとする。 

（子育て世帯臨時特例給付金の支給等に関する周知） 

第９条 市長は、子育て世帯臨時特例給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要

件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知

を行う。 
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（申請が行われなかった場合等の取扱い） 

第１０条 市長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第５条第２項に

規定する申請の期限までに第６条の規定による申請（代理によるものを含む。）が行われなかった

場合は、当該支給対象者が子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。 

２ 市長が第８条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確

認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき

事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。 

（不当利得の返還） 

第１１条 市長は、子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくな

った者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた者に対し、支給

を行った子育て世帯臨時特例給付金の返還を求める。 

 （受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第１２条 子育て世帯臨時特例給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならな

い。 

（補則） 

第１３条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の日から中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関す

る法律の一部を改正する法律（平成２５年法律第１０６号）の施行の日の前日までの間においては、

別表第２項エ中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律」とあるのは「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国

後の自立の支援に関する法律」とする。 

 

別表（第２条及び第６条関係） 

１ 支給対象者 

 （１） 子育て世帯臨時特例給付金は、平成２６年１月分の児童手当法による児童手当（同法附則

第２条第１項の給付を含む。以下「児童手当」という。）の支給を受ける者であって、その平成２

５年の所得が同法第５条第１項に規定する政令で定める額に満たないものに対して支給する。 

 （２） 前号に規定する者のほか、子育て世帯臨時特例給付金は、次のいずれかに該当する児童（１

５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある児童をいう。以下同じ。）に係る平成２６

年２月分の児童手当の支給を受ける者であって、その平成２５年の所得が児童手当法第５条第１

項に規定する政令で定める額に満たないものに対して支給する。 

ア 基準日に出生し、同日において住民基本台帳に記録されている者 

イ 基準日に国外から転入（住基法第２２条第１項に規定する転入をいう。）をしたことにより、

同日において住民基本台帳に記録されている者 

 （３） 前２号の規定にかかわらず、子育て世帯臨時特例給付金は、次の表区分の欄に掲げる場合

について、それぞれ同表該当者の欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に前２号に規定す

る者（以下「児童手当受給者」という。）に対して子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定されて
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いる場合及びこの号の規定により子育て世帯臨時特例給付金を支給される者（同表第１号及び第

３号該当者の欄に掲げる者に限る。）に係る児童手当受給者の平成２５年の所得が児童手当法第５

条第１項に規定する政令で定める額以上である場合には、この限りでない。 

番号 区分 該当者 

１ 児童手当受給者が死亡した場合（この号の規定により

子育て世帯臨時特例給付金を支給される者が、当該者に

対して子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定される日

までの間に死亡した場合を含む。） 

左欄に掲げる者が死亡し

た日の属する月の翌月分

の当該者の対象児童に係

る児童手当の支給を受け

る者その他これに準ずる

ものとして適当と認めら

れる者 

２ 別表第２項の対象児童が児童手当法第３条第３項に規

定する施設入所等児童であることを児童手当受給者に子

育て世帯臨時特例給付金を支給する市町村が把握した場

合（その後施設入所等児童でなくなったことを把握した

場合において、まだ右欄に掲げる者に対して子育て世帯

臨時特例給付金の支給が決定されていないときを除く。） 

左欄に掲げる施設入所等

児童 

３ 児童手当受給者からの暴力を理由に避難し、当該児童

手当受給者と生計を別にしている当該児童手当受給者の

配偶者（現に次項の対象児童を監護し、かつ、これと生

計を同じくする者に限る。）が市に避難している場合にお

いて、市に対して当該対象児童に係る児童手当法第７条

第１項の規定による認定の請求をし、市による当該認定

の請求に関する通知が児童手当受給者に対して子育て世

帯臨時特例給付金を支給する市町村に到達した場合（当

該児童手当受給者に対して子育て世帯臨時特例給付金を

支給する市町村が市であるときは、当該認定の請求を受

けた場合） 

左欄に掲げる当該児童手

当受給者の配偶者 

２ 対象児童 

  前項第１号に規定する者に支給される子育て世帯臨時特例給付金の対象児童（子育て世帯臨時特

例給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。）は当該者に支給される平成２６年１

月分の児童手当に係る児童とし、前項第２号に規定する者に支給される子育て世帯臨時特例給付金

の対象児童は当該者に支給される同年２月分の児童手当に係る児童（前項第２号のア又はイに掲げ

る児童に限る。）とする（前項第３号の表区分の欄に掲げる者に支給される子育て世帯臨時特例給付

金の対象児童については、これを準用する。）。ただし、対象児童が次のアからキまでに掲げる場合

のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

 ア 基準日から子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合 

 イ 臨時福祉給付金の支給対象者である場合 

 ウ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被保護者（基準日に保護が

停止されていた者及び基準日の翌日から同年３月３１日までの間に保護が廃止され、又は停止さ

れた者を除く。）である場合 

エ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律(平成６年法律第３０号)による支援給付（以下このエにおいて「支援給付」

という。）の受給者（基準日に支援給付の支給が停止されていた者及び基準日の翌日から同年３月
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３１日までの間に支援給付の支給が廃止され、又は停止された者を除く。）である場合 

オ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律（平成２０年法律第８２号）第１５条第２項の規定

によるハンセン病療養所非入所者給与金の受給者（援護加算（ハンセン病問題の解決の促進に関

する法律施行規則（平成２１年厚生労働省令第７５号）第７条第３項に規定する援護加算をいう。

以下このオにおいて同じ。）の受給者に限り、基準日に援護加算の認定を停止されていた者及び基

準日の翌日から同年３月３１日までの間に援護加算の認定を廃止され、又は停止された者を除

く。）である場合 

カ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第１９条の規定による援護（以下このカにおいて

「援護」という。）を受けている者（基準日に援護が停止されていた者及び基準日の翌日から同年

３月３１日までの間に援護が廃止され、又は停止された者を除く。）である場合 

キ 子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定される日において、日本の国籍を有しない者であって、

住基法第３０条の４５の表の上欄に掲げる者に該当しない場合 
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告示第８５号の３ 

 大和高田市臨時福祉給付金支給事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 
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  平成２６年８月７日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市臨時福祉給付金支給事業実施要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市臨時福祉給付金支給事業実施要綱（平成２６年告示第６１号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第２の（１）中「次のいずれかの年金の平成２６年３月分の受給権があり、かつ、同年」を「平

成２６年」に改め、「５月分の」の次に「次のいずれかの」を加える。 

   附 則 

 この告示は、告示の日から施行し、平成２６年５月１４日から適用する。 

 

告示第１３４号 

平成２６年１２月議会において成立した次の予算の要領を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２１９条第２項の規定により公表します。 

  平成２６年１２月４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 平成２６年度大和高田市一般会計補正予算（第４号） 

２ 平成２６年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

３ 平成２６年度大和高田市住宅新築資金等貸付金特別会計補正予算（第２号） 

４ 平成２６年度大和高田市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

５ 平成２６年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

６ 平成２６年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号） 

７ 平成２６年度大和高田市水道事業会計補正予算（第２号） 

８ 平成２６年度大和高田市一般会計補正予算（第５号） 

９ 平成２６年度大和高田市一般会計補正予算（第６号） 

１０  平成２６年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

１１  平成２６年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第２号） 

１２  平成２６年度大和高田市下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

１３  平成２６年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

１４  平成２６年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第３号） 

１５  平成２６年度大和高田市病院事業会計補正予算（第１号） 

 

平成２６年度大和高田市一般会計補正予算（第４号） 

 

平成２６年度大和高田市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，３２６，８７７千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ２５，０１８，２６９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為は、「第２表 債務負担行為補正」による。 
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 （地方債の補正） 

第３条 地方債は、「第３表 地方債補正」による。 
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第２表 債務負担行為補正 

 

事  項 期  間 限 度 額 

市営斎場火葬業務等 平成２７年度末まで 
８，７５０千円と消費税等に相当

する額 

市営斎場受付業務 平成２７年度末まで 
１日あたり１１,０００円に業務

を要した日数を乗じて得た額 

教育用パソコン等借上料 平成３２年８月末まで １１６，２８０ 

教育用パソコン等借上料（小学校） 平成３２年８月末まで １６７，２２０ 

教育用パソコン等借上料（中学校） 平成３２年８月末まで ７０，５００ 

教育用パソコン等借上料（幼稚園） 平成３２年８月末まで ６，０００ 

図書館指定管理料 平成２９年度末まで 
１１８，５００千円と消費税等に

相当する額 

文化会館の自主事業に係る経費 平成２７年６月末まで ４，２００ 
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第３表 地方債補正 

１ 追加 

 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

公園整備事業 

千円 
 
 
 
１９，２００ 

 
 
 
 

 
 
 

(借入方法) 
 
 
 
 
 
普通賃貸又は
証券発行の方
法による。 

 
 

   ％ 
 

４．０以内 
（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる場合につい
て、利率の見直し
を行った後におい
ては、当該見直し
後の利率） 

   
政府資金について
は、その融資条件
により、銀行その
他の場合にはその
債権者と協定する
ものによる。ただ
し、市財政の都合
により据置期間及
び償還期間を短縮
し、又は繰上償還
もしくは低利に借
換えすることがで
きる。 

市町村財政健全
化支援事業債 

２１３，０００ 〃 〃 〃 

計 ２３２，２００ 
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２ 変更 

起 債

の 目

的 

補正前 補正後 

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

河 川

改 良

事 

業 

千円 

 

 

 

 

 

 

 

３１，６００ 

（借 入 方 法） 

普通賃貸又は

証券発行の方

法による。 

 
  ％ 

 
４．０ 

   
以内 
 

（ただ
し、利
率見直
し方式
で借り
入れる
場合に
つ い
て、利
率の見
直しを
行った
後にお
い て
は、当
該見直
し後の
利率） 

政府資金に

ついては、

その融資条

件により、

銀行その他

の場合には

その債権者

と協定する

も の に よ

る。ただし、

市財政の都

合により据

置期間及び

償還期間を

短縮し、又

は繰上償還

もしくは低

利に借換え

することが

できる。 

千円 

 

 

 

 

 

 

 

５４，１００ 

（借 入 方 法） 

普通賃貸又は

証券発行の方

法による。 

 
  ％ 

 
４．０ 

   
以内 
 

（ た だ

し、利率

見直し方

式で借り

入れる場

合につい

て、利率

の見直し

を行った

後におい

ては、当

該見直し

後 の 利

率） 

政府資金に

ついては、

その融資条

件により、

銀行その他

の場合には

その債権者

と協定する

も の に よ

る。ただし、

市財政の都

合により据

置期間及び

償還期間を

短縮し、又

は繰上償還

もしくは低

利に借換え

することが

できる。 

小 学

校 耐

震 補

強 事

業 

１１，６００ 〃 〃 〃 ３４５，７００ 〃 〃 〃 

中 学

校 耐

震 補

強 事

業 

９，３００ 〃 〃 〃 ２５６，３００ 〃 〃 〃 

臨 時

財 政

対 策

債 

１，０３０，００ 〃 〃 〃 １，０４４，１００ 〃 〃 〃 

 

平成２６年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

平成２６年度大和高田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２４５千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ８，７６１，５５５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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平成２６年度大和高田市住宅新築資金等貸付金特別会計補正予算（第２号） 

 

平成２６年度大和高田市の住宅新築資金等貸付金特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２３，９７４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ３１４，４６５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

第２条 地方債は、「第２表 地方債補正」による。 
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第２表 地方債補正 

 

 

 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

市町村財政健
全化支援事業
債 

千円 
 
 
 
２２，６００ 

 
 
 
 

 
 
 

(借入方法) 
 
 
 
 
 
普通賃貸又は
証券発行の方
法による。 

 
 

   ％ 
 

４．０以内 
（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる場合につい
て、利率の見直し
を行った後におい
ては、当該見直し
後の利率） 

   
政府資金について
は、その融資条件
により、銀行その
他の場合にはその
債権者と協定する
ものによる。ただ
し、市財政の都合
により据置期間及
び償還期間を短縮
し、又は繰上償還
もしくは低利に借
換えすることがで
きる。 

計 ２２，６００ 
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平成２６年度大和高田市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 

平成２６年度大和高田市の下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，０４８千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２，３８０，１６４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

平成２６年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

平成２６年度大和高田市の介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４，７０２千円を減額し、歳入歳出予算 

の総額を歳入歳出それぞれ５，０８９，３８５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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平成２６年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

平成２６年度大和高田市の後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３，７６７千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ６６３，６７７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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平成２６年度大和高田市一般会計補正予算（第５号） 

 

平成２６年度大和高田市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８，２７０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ２５，０２６，５３９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

平成２６年度大和高田市一般会計補正予算（第６号） 

 

平成２６年度大和高田市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４３，１８９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を
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歳入歳出それぞれ２５，０６９，７２８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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平成２６年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

平成２６年度大和高田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７０９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ８，７６２，２６４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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平成２６年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第２号） 

 

平成２６年度大和高田市の国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３７７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ１２９，５０８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 
 

平成２６年度大和高田市下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

 

平成２６年度大和高田市の下水道事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 
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第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５５４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ２，３８０，７１８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 
 

平成２６年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 

平成２６年度大和高田市の介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，２３０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ５，０９０，６１５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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平成２６年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 

平成２６年度大和高田市の後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３１８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ６６３，９９５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 
 

平成２６年度大和高田市病院事業会計補正予算（第１号） 
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第１条 平成２６年度大和高田市立病院事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

第２条 平成２６年度大和高田市立病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益支 

出の予定額を次のとおり補正する。 

 

（科目）    （既決予定額）   （補正予定額）     （計） 

支  出 

 第１款  病院事業費用 ９，１９６，６０７千円 ３８，０４３千円 ９，２３４，６５０千円 

  第１項  医業費用  ６，９１１，３８９千円 ３６，８４７千円 ６，９４８，２３６千円 

  第２項  医業外費用   ２５４，９４３千円  １，１９６千円   ２５６，１３９千円 

第３条 予算第１０条に定めた経費の金額を次のように改める。 

（科目）    （既決予定額）     （補正予定額）       （計） 

１．職員給与費  ６，０７６，５８１千円  ３８，０４３千円  ６，１１４，６２４千円 

 

告示第１３４号の２ 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道の路線を次のように認定する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

  平成２６年１２月４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

整理番号 路 線 名 
起 点 

重要な経過地 
終 点 

１５１９ 高５１９号線 
土庫二丁目４５８番１先  

土庫二丁目４５８番４先 

１５２０ 高５２０号線 
大字築山７７８番４先  

大字大谷６２８番１先 

１５２１ 高５２１号線 
大字曽大根２４８番１先  

大字曽大根２３９番１先 

２０３７ 瀬３７号線 
大字藤森１７４番５先  

 大字藤森１７４番１２先 

２０３８ 瀬３８号線 
大字池尻１９０番５先  

 大字池尻１９２番８先 

 

告示第１３４号の３ 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項及び第２項の規定に基づき、道路の区域を次

のとおり決定し、供用を開始する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において告示の日から１ヶ月間一般の縦覧に供する。 

  平成２６年１２月４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．道路の種類 市道 

２．路線名その他 

路 線 名 区     間 
幅員 

（ｍ） 

延 長 

（ｍ） 
備 考 
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高５１９号線 
土庫二丁目４５８番１先から 

土庫二丁目４５８番４先まで 
６．１～９．４ ９０．６０  

高５２０号線 
大字築山７７８番４先から 

大字大谷６２８番１先まで 
４．８～７．８ ２８．２０  

高５２１号線 
大字曽大根２４８番１先から 

大字曽大根２３９番１先まで 
５．８～６．５ １９８．８０  

瀬３７号線 
大字藤森１７４番５先から 

大字藤森１７４番１２先まで 
６．０～８．０ ５３．９０ 

 

 

瀬３８号線 
大字池尻１９０番５先から 

大字池尻１９２番８先まで 
６．１～８．３ ６６．６０ 

 

 

３．供用開始の期日 平成２６年１２月４日 

 

告示第１３４号の４ 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に基づき、市道の路線を廃止する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

  平成２６年１２月４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

路線番号 路 線 名 
起 点 

重要な経過地 
終 点 

１１１５ 高１１５号線 
内本町１８０１番７先  

内本町１８０１番１先 

 

告示第１３４号の５ 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項及び第２項の規定に基づき、道路の区域を次

のとおり決定し、供用を開始する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において告示の日から１ヶ月間一般の縦覧に供する。 

  平成２６年１２月４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．道路の種類 市道 

２．路線名その他 

路 線 名 区     間 
幅員 

（ｍ） 

延 長 

（ｍ） 
備 考 

天１１７号線 
大字奥田２９９番３先から 

大字奥田２８５番１先まで 
５．０～５．０ １００．６０  

３．供用開始の期日 平成２６年１２月４日 

 

告示第１３４号の６ 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項及び第２項の規定に基づき、道路の区域を次

のとおり変更し、供用を開始する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において告示の日から１ヶ月間一般の縦覧に供する。 
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  平成２６年１２月４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．道路の種類 市道 

２．路線名その他 

路 線 名 区     間 
変更 

前後別 

幅員 

（ｍ） 

延 長 

（ｍ） 
備 考 

高７号線 
大字築山６８２番先から 

大字築山６６３番１先まで 

前 ２.３～３.２ ３７.１ 
面積増 

後 ３.１～４.１ ３７.１ 

高６３号線 
土庫二丁目４９６番１先から 

土庫二丁目４５８番７先まで 

前 ４.３～４.３ １３.７ 
面積減 

後 ３.７～３.７ １３.７ 

高１８０号線 
中三倉堂１９８番先から 

中三倉堂２１８番１１先まで 

前 ３.３～５.０ ４６.７ 
面積増 

後 ４.１～５.４ ４６.７ 

高２１８号線 
大字田井１６７番６先から 

大字田井１１７番３先まで 

前 ５.３～５.３ ４２.１ 
〃 

後 ６.１～６.２ ４２.１ 

高２３９号線 
大字曽大根１２５番３先から 

大字曽大根１７６番先まで 

前 ６.３～７.７ １８０.２ 
〃 

後 ６.６～８.７ １８０.２ 

高２３９号線 
大字曽大根１４１番先から 

大字曽大根１６１番１先まで 

前 ５.９～６.２ ４７.７ 
〃 

後 ６.８～８.１ ４７.７ 

高２３９号線 
大字曽大根１５６番１先から 

大字曽大根１５８番２先まで 

前 ５.６～６.０ ３２.６ 
面積増 

後 ７.５～８.５ ３２.６ 

高２７７号線 
大字田井１１７番３先から 

大字田井１２５番４先まで 

前 ４.８～４.９ １０.０ 
〃 

後 ４.９～４.９ ９.８ 

瀬１１号線 
大字池尻５０番１先から 

大字池尻５２番３先まで 

前 ４.０～４.０ ６３.５ 
〃 

後 ６.２～６.２ ６３.５ 

瀬３３号線 
大字池尻１３１番１先から 

大字池尻５２番７先まで 

前 ４.０～４.０ １６.２ 
〃 

後 ４.９～４.９ １５.９ 

陵６１号線 
大字池田３８１番６先から 

大字池田５７６番１先まで 

前 １.７～２.７ ２３.７ 
〃 

後 ２.５～２.９ ２３.７ 

天１９号線 

西坊城地内住吉川右岸河川堤

防敷地先から大字西坊城９４

番１先まで 

前 ３.３～４.３ ５３.２ 
〃 

後 ４.１～４.４ ５３.２ 

天２９号線 
大字西坊城５０１番１先から 

大字西坊城３１８番４先まで 

前 ３.４～４.７ ３４.１ 
〃 

後 ３.５～４.８ ３４.１ 

天５６号線 
大字吉井７５番１先から 

大字吉井１１８番１先まで 

前 ４.０～４.１ ４２.８ 
〃 

後 ５.２～５.２ ４２.８ 

天５８号線 
大字奥田４６８番１６先から 

大字奥田２６番３先まで 

前 １.６～３.０ ４２.２ 
〃 

後 ４.１～４.２ ４１.０ 

天５９号線 
大字奥田４６９番先から 

大字奥田４６８番１３先まで 

前 ２.８～３.３ ６１.２ 
〃 

後 ５.１～６.１ ６１.７ 

天１０５号線 
大字根成柿１１８番１先から 

大字根成柿１２６番１先まで 

前 ３.６～４.５ ８３.５ 
〃 

後  ４.８～５.９ ８２.６ 

３．供用開始の期日 平成２６年１２月４日 

 

告示第１３５号 
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  平成２６年度介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書を郵送により送達しましたが、その送達を

受けるべき者の住所等が不明であるため、送達できないので、介護保険法（平成９年法律第１２３号）

第１４３条（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定を準用）の規定により、次の

とおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は介護保険課介護保険給付係で保管し、送達を受けるべき者から交付の申

出があればいつでも交付します。 

  平成２６年１２月８日 

                              大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．この通知書の発送年月日  平成２６年７月１１日 

２．送達を受けるべき者   市役所前の掲示場に掲示済み                                                           

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したとき

に、書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１３６号 

  平成２６年度介護保険料納入通知書を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等

が不明であるため、送達できないので、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条（地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定を準用）の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は介護保険課介護保険給付係で保管し、送達を受けるべき者から交付の申

出があればいつでも交付します。 

  平成２６年１２月８日 

  大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．この納入通知書の発送年月日     平成２６年７月１１日（番号１～３９） 

２．この公示送達により変更する納期限 

  変更前 平成２６年７月３１日     平成２６年９月１日    平成２６年９月３０日 

  変更後 平成２７年２月２日      平成２７年２月２日    平成２７年２月２日 

 

 変更前 平成２６年１０月３１日  平成２６年１２月１日   平成２６年１２月２５日 

 変更後 平成２７年２月２日     平成２７年２月２日    平成２７年２月２日 

３．送達を受けるべき者                                                           

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したとき

に、書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１３７号 

 平成２６年度国民健康保険税第３期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき

者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

平成２６年１２月１２日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 平成２６年１０月１７日  
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２ 送達を受けるべき者  市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１３８号 

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

  平成２６年１２月１５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．処分の根拠 

  移動日から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため 

２．処分対象自転車等の保管場所 

  大和高田市曽大根 

  大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

  平成２７年４月１日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  平成２６年９月３日、同月９日、同月１１日、同月１６日、同月１８日、同月２４日、同月２８ 

 日 

 

告示第１４２号 

  平成２６年度国民健康保険税納税（変更）通知書を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべ

き者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は保険医療課国保グループで保管し、送達を受けるべき者から交付の申出

があればいつでも交付します。 

  平成２６年１２月１９日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．この納入通知書の発送年月日   平成２６年１２月８日 

２．送達を受けるべき者        市役所前の掲示場に掲示済み                                                      

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したとき

に、書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１４３号 

 差押調書を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不明であるため、送達

できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、次のとおり公示

送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

平成２６年１２月１９日 
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                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 平成２６年１２月１２日  

２ 送達を受けるべき者  市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１４４号 

 平成２６年度固定資産税・都市計画税第３期の催促状を郵送により送達しましたが、その送達を受

けるべき者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

平成２６年１２月１９日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 平成２６年１０月２８日  

２ 送達を受けるべき者  市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１４５号 

 平成２６年度市県民税第３期の催促状を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住

所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の

規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

平成２６年１２月１９日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 平成２６年１１月２６日  

２ 送達を受けるべき者  市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１４６号 

 大和高田市病児・病後児保育事業実施要綱を次のように定める。 

  平成２６年１２月２２日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市病児・病後児保育事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、保育対策等促進事業の実施について（平成２０年６月９日雇児発第０６０９０

０１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）（別添３）病児・病後児保育事業実施要綱（以下

「国の要綱」という。）に基づき、病気のために児童の集団保育が困難であり、かつ、保護者がや
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むを得ない事情により家庭で保育ができない場合、その児童を一時的に預かる事業（以下「病児・

病後児保育事業」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （実施施設） 

第２条 病児・病後児保育事業を実施する施設は、国の要綱に定める基準を満たし、適切な処置が確

保される施設として市長が認める施設（以下「実施施設」という。）とする。 

２ 病児・病後児保育事業を開始しようとする施設は、あらかじめ病児・病後児保育事業の内容等に

ついて、大和高田市病児・病後児保育事業開始・変更届（様式第１号）により市長に届け出なけれ

ばならない。 

３ 実施施設の長は、前項に定める届出事項に変更があった場合は、大和高田市病児・病後児保育事

業開始・変更届（様式第１号）により市長に届け出なければならない。 

４ 実施施設の長は、病児・病後児保育事業を廃止又は休止しようとする場合は、大和高田市病児・

病後児保育事業廃止・休止届（様式第２号）により市長に届け出なければならない。 

（事業類型） 

第３条 病児・病後児保育事業の対象となる事業類型は、次に掲げるものとする。 

（１） 病児対応型 児童が病気の「回復期に至らない場合」であり、かつ、当面の症状の急変が

認められない場合において、その児童を病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は

病児・病後児保育事業のための専用施設で一時的に保育する事業 

（２） 病後児対応型 児童が病気の「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期間において、

その児童を病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は病児・病後児保育事業のため

の専用施設で一時的に保育する事業 

（対象児童） 

第４条 病児・病後児保育の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する児童で、市長と協議

の上実施施設の長が定めるものとする。 

（１） 大和高田市又は大和高田市長と病児保育事業利用協定若しくは病後児保育事業利用協定を

締結した市町村に住所を有する児童 

（２） 小学３年生までの児童 

（３） 病気の治療中であって、医療機関による入院治療を要しないが、安静等の確保に配慮する

必要がある児童 

（４） 保護者の勤務等やむを得ない事由により家庭において保育が困難な児童 

（病児・病後児保育事業の内容及び実施方法） 

第５条 児童を受け入れるに当たっては、当該施設、協力医療機関等の医師により、当該児童を病児・

病後児保育事業の対象として差し支えない旨の確認を受けること。 

２ 体温の管理等その他健康状態を的確に把握し、児童の病状に応じて安静を保てるよう保育内容を

工夫すること。 

３ 他の児童への感染の防止に配慮すること。 

４ 利用期間は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保育を行うことができない期間の範

囲内とすること。 

５ 実施施設の開設日及び開設時間は、実施施設の長が設定すること。ただし、開設時間は、１日８

時間を下限とすること。 

６ 医療機関以外の実施施設で病児・病後児保育事業を実施する場合は、協力医療機関と連携するこ

とにより、緊急の事態に迅速かつ適切に対応できる体制の確保を図ること。 
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（職員配置等） 

第６条 実施施設には、病児・病後児保育事業を専門に担当する職員として、看護師、准看護師、保

健師又は助産師を利用児童おおむね１０人につき１名以上配置するとともに、保育士を利用児童お

おむね３人につき１名以上配置するものとする。 

２ 実施施設には、保育室、観察室又は安静室及び調理室等病児・病後児保育事業の実施に必要な設

備を有するものとする。 

（利用の申請及び決定） 

第７条 利用を希望する保護者（以下「利用希望者」という。）は、あらかじめ大和高田市病児・病後

児保育事業利用登録申請書（様式第３号）を実施施設の長に提出し、登録するものとする。 

２ 利用希望者が病児・病後児保育事業を利用するときは、実施施設の長に対して大和高田市病児・

病後児保育事業利用（変更）申請書（様式第４号）（以下「利用申請書」という。）の提出を行うも

のとする。 

３ 実施施設の長は、利用申請書の提出を受けたときは、利用の可否を決定の上、利用希望者に大和

高田市病児・病後児保育事業利用（変更）決定通知書（様式第５号）（以下「決定通知書」という。）

を交付する。ただし、緊急を要する場合にあっては、利用申請書等の書面による手続は事後でも差

し支えないものとする。 

（利用の実施） 

第８条 実施施設の長から決定通知書を受けた利用希望者（以下「利用者」という。）は、利用者の責

任において指定された日時に児童の送迎を行わなければならない。 

２ 利用者は、利用期間中は常に連絡先を明らかにしておくとともに、第５項各号に該当した場合は、

直ちに児童を実施施設から引き取らなければならない。 

３ 利用者は、利用に際しては、実施施設の長に児童の健康状態、その他保育上必要な事項について

説明を行わなければならない。また、実施施設の長は、児童の状況を十分把握の上、安全かつ適切

な保育に努めなければならない。 

４ 実施施設の長は、利用期間中の児童の生活状況等の記録を整備しておかなければならない。 

５ 実施施設の長は、児童が次に掲げる場合は、利用を認めない場合がある。また、利用期間中であ

っても利用を解除することがある。 

（１） 病後児対応型の実施施設において、児童の病気の状態が急性期にあり、回復期と認められ

ないとき。 

（２） 病状が変化し、実施施設において対応が不可能なとき。 

（３） その他市長が不適当と認めるとき。 

 （費用負担） 

第９条 利用者は、実施施設の長に対し、１日につき２，０００円を利用料として支払うものとする。 

２ 前項の利用料のほか、利用者は、実施施設の長に対し、利用期間中に要した食事代、医療費、移

送費等の費用を支払うものとする。 

 （利用料の免除） 

第１０条 前条第１項の規定にかかわらず、実施施設の長は、利用者の世帯が次の各号のいずれかに

該当する場合は、利用料を免除することができる。 

（１） 生活保護世帯 

（２） 病児・病後児保育を利用する月が４月から６月までである場合にはその月の属する年度の

前年度の市町村民税が非課税の世帯、病児・病後児保育を利用する月が７月から３月までである
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場合にはその月の属する年度の市町村民税が非課税の世帯 

２ 前項の規定により利用料の免除を受けようとするときは、大和高田市病児・病後児保育事業利用

料免除申請書（第６号様式）を実施施設の長に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第１１条 実施施設の長は、市長に対し、大和高田市病児・病後児保育事業実績報告書（様式第７号）、

大和高田市病児・病後児保育事業利用実績報告書（様式第８号）及び大和高田市病児・病後児保育

事業利用状況集計表（様式第９号）により、市長が指定する期日までに病児・病後児保育事業の実

績を報告しなければならない。 

２ 実施施設の長は、病児・病後児保育事業の収支の経理状況を明らかにしておかなければならない。 

（補則） 

第１２条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

この告示は、平成２７年１月１日から施行する。 

 

様式第１号（第２条関係） 

 

   大 和 高 田 市 病 児 ・ 病 後 児 保 育 事 業 

   開 始 ・ 変 更 届 

 

病児・病後児保育

事業の用に供する

施設 

施 設 名 称  

建 物 種 別    階建   造り（部屋の平面図を添付すること。） 

所 在 地 

 

 

               ＴＥＬ 

受 入 定 員                名 

事業名（該当する事業に☑） □ 病児保育  □ 病後児保育 

事業開始・変更年月日      年   月   日 

担 当 職 員 氏 名  

施 設 長  

看 護 師  

看護師・保育士・その他職種  

看護師・保育士・その他職種  

看護師・保育士・その他職種  

 上記のとおり、大和高田市病児・病後児保育事業を開始（変更）しますので、届けます。 

年   月   日     

大和高田市長 様 

 

 

                 所 在 地 

                 名 称 

                      ＴＥＬ 

                 代表者氏名                印 

注１ 開始・変更のどちらかを抹消してください。 

２ 担当職員の履歴書並びに看護師、准看護師、保健師、助産師及び保育士については免許状（写

し）を添付すること。 

３ 変更の場合は、変更内容を該当欄に記入してください。 
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様式第２号（第２条関係） 

 

  大 和 高 田 市 病 児 ・ 病 後 児 保 育 事 業 

  廃 止 ・ 休 止 届  

廃止（休止）する事業 

（該当する事業に☑） 
□ 病児保育   □ 病後児保育 

廃止（休止）予定年月日 

（ 休 止 予 定 期 間 ） 

      年  月  日 

（    年  月  日～    年  月  日） 

廃止（休止）の理由  

（詳細に記入してください。） 

 

 

 

 

 

現に利用している者に 

対する処置 

（詳細に記入してください。） 

 

 

 

 

 

 

 上記のとおり、大和高田市病児・病後児保育事業を廃止（休止）しますので、届けます。 

年   月   日     

大和高田市長 様 

                 所 在 地 

                 名 称 

                       ＴＥＬ 

                 代表者氏名                印 

 

注１ 廃止・休止のどちらかを抹消してください。 

 

様式第３号（第７条関係）                         （実施施設控用） 

大和高田市病児・病後児保育事業利用登録申請書 

№      
ふ り が な         性別 生年月日 愛称 

児 童 氏 名 
 

男・女 年  月  日生 
 

所 属  保育所（園）・こども園・幼稚園・小学校 （ＴＥＬ：       ） 

医 療 機 関    （担当医師：       ＴＥＬ：       ） 

健康保険証番号 記号        番号 保険者番号 

住 所 
〒 

世 帯 員 氏名 児童との 
続 柄  

電話番号 氏名 児童との 
続 柄  

電話番号 
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（上記児童本人を除

く。）
       

      

緊 急 連 絡 先  
（保護者との関係：    ）（ＴＥＬ：        ） 

  （保護者との関係：    ）（ＴＥＬ：        ） 

アレルギー等（当てはまる症状があれば、○をつけてください。） 

１.食物アレルギー（原因となる食品：       ） ２.アトピー性皮膚炎  ３.気管支喘息 

４.じんましん  ５.鼻炎  ６.その他（                 ） 

上記症状に関する配慮事項（医師からの指示、投薬など）（                     ） 

既往症（今までにかかった病気全てに○をつけてください。） 

１.突発性発疹  ２.麻疹（はしか） ３.水ぼうそう  ４.風疹  ５.咽頭結膜炎（プール熱）   

６.おたふくかぜ  ７.百日咳  ８.川崎病  ９.マイコプラズマ感染症  10.手足口病 

11.RSウイルス感染症  12.伝染性紅斑（リンゴ病） 13.ヘルパンギーナ  14.とびひ 

15.結核  16.その他の大きな病気やけが（病名：       いつごろ：         ） 

けいれん（今までにかかったもの全てに○をつけてください。） 

１.熱性けいれん  ２.てんかん 

予防接種（これまでに受けたもの全てに○をつけてください。） 

１.B.C.G  ２.MRワクチン  ３.ポリオ不活化ワクチン  ４.ポリオ生ワクチン 

５.日本脳炎  ６.肺炎球菌  ７.おたふくかぜ  ８.Hib  ９.三種混合  10.四種混合  

11.水ぼうそう  12.B型肝炎  13.その他（インフルエンザ ・ ロタウイルス ・      ） 

その他伝えておきたいこと、心配なこと： 

 

 

実施施設の長 様 

     上記のとおり□ 病児 ・ □ 病後児（利用する事業に☑）保育利用の登録を申請します。 

    年  月  日        申請者            印 

 

様式第４号（第７条関係）                        （実施施設控用） 

 

大和高田市病児・病後児保育事業利用（変更）申請書 

実施施設の長 様 

住 所             

申 請 者           印 

電 話 番 号             

         

次のとおり大和高田市病児・病後児保育事業を利用（変更）したいので申請します。 

なお、利用期間中は、施設の指示に従います。 
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（ ふ  り  が  な ）  

児 童 氏 名  
男・女 

申請者との続柄

（       ） 

生 年 月 日     年   月   日生 

所 属           保育所（園）・こども園・幼稚園・小学校  

利 用 す る 施 設 名  

利 用 す る 事 業 名 

（該当する事業に☑） 
□ 病児保育   □ 病後児保育 

利 用 日 時  
申 請 時  年  月  日  時  分～  年  月  日  時  分 

変 更 時  年  月  日  時  分～  年  月  日  時  分 

利 用 料 世 帯 区 分  

（該当する区分に☑） 
□ 生活保護世帯 □ 市町村民税非課税世帯 □ 市町村民税課税世帯 

今 回 の 病 気 に つ い て  

・かかりつけ小児科（             ） 

・病名（                   ） 

・病状（あてはまるもの全てに○をしてください。） 

発熱・発疹・咳・鼻水・のどの痛み・腹痛・けいれん・下痢・吐

き気 

食欲低下・頭痛・目やに・感染症回復期・外傷・その他（     ） 

・具体的な症状（上に○をつけた病状について詳細に記入してください。） 

 

（                             

 ） 

・いつからこの症状が始まりましたか（     月   日頃から） 

・食事の状況（授乳の時間及び回数、離乳の状況）（        ） 

・食事制限の有無とその理由（あり・なし／           ） 

・投薬（あり・なし） 

※「あり」の場合、どんな薬か分かるもの（薬の連絡票等）を添付してください。 

・その他気になること

（                      ） 

緊 急 時 連 絡 先 
氏名 電話番号 児童との続柄 

勤務先名等 勤務先等電話番号 

迎 え に 来 ら れ る 方 

（保護者と異なる場合） 

氏名 児童との続柄 

住所 電話番号 

 

様式第５号（第７条関係）                       （申請者控用） 

 

 大和高田市病児・病後児保育事業利用（変更）決定通知書 

 

（申請者）          様 

施 設 名 

実施施設の長        印 
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年  月  日付けで申請のあった大和高田市病児・病後児保育事業について、次のとおり

決定したので通知します。 

児 童 氏 名 男・女 申請者との続柄（       ） 

生 年 月 日 年   月   日生 

利用する施設名  

利 用 す る 事 業 名 □ 病児保育     □ 病後児保育 

利 用 日 時 年  月  日  時  分～   年  月  日  時  分 

利用料世帯区分 生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 市町村民税課税世帯 

利用料（日額） 無料 無料 ２，０００円 

申請者の利用料 

決定金額 

＠      円×      日＝ 

（注意事項） 

  １.施設の利用に当たっては、対象児の健康状況を、詳細に施設側に伝えてください。 

  ２.利用時間を厳守してください。 

  ３.その他施設側の規則を厳守してください。 

 

様式第６号（第１０条関係） （実施施設控用） 

 

大和高田市病児・病後児保育事業利用料免除申請書 

 

年   月   日 

 

実施施設の長 様 

申請者  住  所 

氏  名         印   

電話番号             

 

次のとおり、病児・病後児保育利用料の免除を受けたいので申請します。 

ふ  り  が  な  生年月日 年  月  日生 
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児 童 氏 名 
 

利 用 す る 施 設 名  

利 用 す る 事 業 名 

（ 該 当 す る 区 分 に ☑ ） 
□ 病児保育   □ 病後児保育 

利 用 日  

 

 病児・病後児保育利用料の免除について、下記の区分に該当しますので申請します。 

 なお、実施施設の長及び大和高田市長が、該当事項の確認をするために居住地等の市町村長に照

会することに同意します。 

□ 生活保護受給世帯 

□ （   ）年度市町村民税が非課税の世帯（利用月が４～６月：前年度、利用月が７～３月：現年度） 

 

申請者            印  

 

【免除区分の確認欄】 

上記区分に該当することを確認しました。 

      年  月  日    （市町村名）       （部署名）           

（役 職 名）       （氏 名）         印 

 

様式第７号（第１１条関係） 

年   月   日 

大和高田市長 殿 

実施施設  所在地            

施設名            

代表者         印  

 

大和高田市病児・病後児保育事業実績報告書 

    年度大和高田市病児・病後児保育事業実績について、以下のとおり報告します。 

１.月別利用状況 

 延べ利用日数（日） 
延べ利用

日数合計 

 延べ利用日数（日） 
延べ利用

日数合計 生活保護 

世帯 

市町村民税非

課税世帯 

市町村民税課

税世帯 

生活保護 

世帯 

市町村民税非

課税世帯 

市町村民税課

税世帯 

４月     １０月     

５月     １１月     
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６月     １２月     

７月     １月     

８月     ２月     

９月     ３月     

 
年度 

累計 
    

２.利用人員加算分等収入状況（単位：円） 

 利 用 人 員
加算分(※) 

生活保護 
世帯 

市町村民税 

非課税世帯 

市町村民税 

課 税 世 帯 
合計 

１
回
に
つ
き 

利用料  無料 無料 \２，０００円  

免除利用料  \２，０００円 \２，０００円  

市補助金 
（利用料免除分） 

     

利
用
料
（
居
住
市
町
村
別
） 

大和高田

市 
     

（   

 ） 

     

（   

 ） 

     

（   

 ） 

     

（   

 ） 

 

     

年度累計      

（※）当年度累計の利用人員が決定し、利用人員加算が新たに生じた場合に記入してください。 

 

 

 

様式第８号（第１１条関係） 

 

大和高田市病児・病後児保育事業利用実績報告書 

 

年   月   日 

大和高田市長 様 

 

実施施設 所在地            

施設名            

代表者         印  

 

  年   月分の病児・病後児保育の利用実績について報告します。 

 
児童氏名 

居住 

市町村名 

利用 

日数 
病名・症状 所属名 免除 

３．年度末登録者数  
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1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

計       

 

様式第９号（第１１条関係） 

大和高田市病児・病後児保育事業利用状況集計表 

大和高田市長 様 

実施施設 所在地               

施設名                    

代表者                  印  

年   月分の病児・病後児保育の利用状況の内訳について報告します。 
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記入について 

    １ 利用した日に○を入れること。 

    ２ 利用料が免除される児童の場合は、利用料合計欄に「免除」と記入すること。 

 

 

 

公告第１４９号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年１２月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 配水管布設工事及び消火栓新設工事（根成柿第１工区） 

２ 工事場所 大和高田市根成柿・奥田地内  

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年２月２８日（土）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２６年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の管工事（水道）に登録さ

れている者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者

の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

ものでないこと。 

公 告 
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（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとします。様式に

ついては、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロー

ド可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２２日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日  平成２６年１２月２４日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間 平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２６日（金）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所 大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市水道事業庁舎３階会議室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２６日（金）

まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 平成２７年１月５日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 
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１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２７年１月８日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２６年１月９日（金）午前９時 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 
免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１０，９３０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第１５０号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 
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平成２６年１２月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 配水管補修工事（永和町地内） 

２ 工事場所 大和高田市永和町地内  

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年３月３１日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２６年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の管工事（水道）に登録さ

れている者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者

の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

ものでないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとします。様式に

ついては、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロー

ド可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２２日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 
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確認通知 （１）郵送日  平成２６年１２月２４日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間 平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２６日（金）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所 大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市水道事業庁舎３階会議室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２６日（金）

まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 平成２７年１月５日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２７年１月８日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２６年１月９日（金）午前９時１０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 



平成２７年１月１０日（土）       大 和 高 田 市 公 報               第３１２号 

 

 

 

 

 

 

 

127 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 
免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥４，６８０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第１５１号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年１２月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 高田商業高等学校野球場バックネット改修工事 

２ 工事場所 大和高田市材木町地内  

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年３月２日（月）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２６年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の建築工事に登録されてい

る者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）平成２６年度大和高田市格付け等級がＣ又はＤ等級の者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者

の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

ものでないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又
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は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２２日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日  平成２６年１２月２４日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２２日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所 大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２６日（金）

まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 平成２７年１月５日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２７年１月８日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの
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とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２７年１月９日（金）午前９時３０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 
免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥４，８２０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第１５２号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年１２月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 庁内便所改修修理 

２ 工事場所 大和高田市大中地内（市役所内） 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年３月３１日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている
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資格要件 ものとします。 

（１）平成２６年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の建築工事に登録されてい

る者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）平成２６年度大和高田市格付け等級がＣ、Ｄ又はＥ等級の者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者

の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

ものでないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、Ｃ、Ｄ及びＥ等級の混合入札において、既に

元請けで受注している市発注工事が履行中（落札した時点から竣工検査を受けた

日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に、Ｃ、Ｄ及びＥ等級との混合入札案

件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２２日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日  平成２６年１２月２４日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 
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８ 入札説明

書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２２日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所 大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２６日（金）

まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 平成２７年１月５日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２７年１月８日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２７年１月９日（金）午前９時４０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 
免除します。 

１７ 最低制

限基準比
￥１，５４０，０００円（消費税等抜き） 
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較価格 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第１５３号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年１２月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 敷枝築山地内管渠工事（５３）・給配水管移設工事（Ｇ５３） 

２ 工事場所 大和高田市築山地内  

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年３月３１日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２６年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されてい

る者であること。 

（２）平成２６年度大和高田市格付け等級がＣであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者

の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

ものでないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 
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（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２２日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日  平成２６年１２月２４日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間 平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２６日（金）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所 大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２６日（金）

まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 平成２７年１月５日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２７年１月８日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９
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証金 条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２７年１月９日（金）午前１０時 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 
免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１６，８８０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第１５４号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年１２月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 高５枝曽大根１丁目地内管渠工事（１１）・給配水管移設工事（Ｇ１１） 

２ 工事場所 大和高田市曽大根１丁目地内  

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年３月３１日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２６年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されてい

る者であること。 
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（２）平成２６年度大和高田市格付け等級がＣであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者

の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

ものでないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２２日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日  平成２６年１２月２４日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間 平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２６日（金）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 
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（３）閲覧の場所 大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２６日（金）

まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 平成２７年１月５日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２７年１月８日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２７年１月９日（金）午前１０時１０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 
免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１５，７２０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 
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２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第１５５号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年１２月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 高６枝田井新町地内管渠工事（５９）・給配水管移設工事（Ｇ５９） 

２ 工事場所 大和高田市田井新町地内  

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年３月３１日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２６年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されてい

る者であること。 

（２）平成２６年度大和高田市格付け等級がＣであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者

の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

ものでないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ
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るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２２日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日  平成２６年１２月２４日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間 平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２６日（金）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所 大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２６日（金）

まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 平成２７年１月５日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２７年１月８日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格
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停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２７年１月９日（金）午前１０時２０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 
免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１３，９００，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第１５６号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年１２月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 市枝市場地内マンホール蓋替工事（９２） 

２ 工事場所 大和高田市大字市場地内  

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年３月３１日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２６年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されてい

る者であること。 

（２）平成２６年度大和高田市格付け等級がＣであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 
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（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者

の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

ものでないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２２日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２６年１２月２４日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間 平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２６日（金）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所 大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 
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９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２６日（金）

まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 平成２７年１月５日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２７年１月８日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２７年１月９日（金）午前１０時３０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 
免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１０，４３０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札
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を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第１５７号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年１２月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 高６枝旭南町地内管渠工事（６０）・給配水管移設工事（Ｇ６０） 

２ 工事場所 大和高田市旭南町地内  

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年３月３１日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２６年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されてい

る者であること。 

（２）平成２６年度大和高田市格付け等級がＣであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者

の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

ものでないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 
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（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２２日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日  平成２６年１２月２４日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間 平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２６日（金）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所 大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２６日（金）

まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 平成２７年１月５日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２７年１月８日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の 入札書の開札は、次のとおり行います。 
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日時等 （１）日時   平成２７年１月９日（金）午前１０時４０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 
免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥８，７７０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第１５８号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年１２月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 市場三ツ池水路新設工事 

２ 工事場所 大和高田市市場地内  

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年３月３１日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２６年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されてい

る者であること。 

（２）平成２６年度大和高田市格付け等級がＣであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続
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開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者

の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

ものでないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２２日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日  平成２６年１２月２４日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間 平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２６日（金）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所 大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２６日（金）
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質疑応答 まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 平成２７年１月５日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２７年１月８日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２７年１月９日（金）午前１０時５０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 
免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥８，４２０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 



平成２７年１月１０日（土）       大 和 高 田 市 公 報               第３１２号 

 

 

 

 

 

 

 

147 

公告第１５９号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年１２月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 松塚下橋橋梁補修工事・橋梁添架管塗装工事 

２ 工事場所 大和高田市松塚・土庫３丁目地内  

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年３月３１日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２６年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されてい

る者であること。 

（２）平成２６年度大和高田市格付け等級がＣであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者

の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

ものでないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２２日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 
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（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日  平成２６年１２月２４日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間 平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２６日（金）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所 大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２６日（金）

まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 平成２７年１月５日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２７年１月８日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２７年１月９日（金）午前１１時 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の 無効の入札については、次のとおりとします。 
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無効 （１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 
免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥８，１６０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第１６０号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年１２月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 藤森橋橋梁補修工事 

２ 工事場所 大和高田市藤森地内  

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年３月３１日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２６年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されてい

る者であること。 

（２）平成２６年度大和高田市格付け等級がＣであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者

の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

ものでないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行
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中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２２日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日  平成２６年１２月２４日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間 平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２６日（金）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所 大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２６日（金）

まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 平成２７年１月５日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 
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の提出方

法 

（１）期限   平成２７年１月８日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２７年１月９日（金）午前１１時１０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 
免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥７，５９０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第１６１号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年１２月１８日 
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大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 敷枝有井地内管渠工事（５５）・給配水管移設工事（Ｇ５５） 

２ 工事場所 大和高田市有井地内  

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年３月３１日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２６年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されてい

る者であること。 

（２）平成２６年度大和高田市格付け等級がＣであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者

の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

ものでないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２２日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日  平成２６年１２月２４日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 
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参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間 平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２６日（金）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所 大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 平成２６年１２月１８日（木）から平成２６年１２月２６日（金）

まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 平成２７年１月５日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２７年１月８日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２７年１月９日（金）午前１１時２０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 
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１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 
免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥７，２７０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第１６２号 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集

積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。 

 なお、その関係書類を本市市民部産業振興課に備え置いて縦覧に供します。 

  平成２６年１２月１８日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

 

 

 

 

教育委員会告示第２６号 

 大和高田市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年条例第１号）第６条

第２項の規定により、指定管理者の指定について告示します。 

  平成２６年１２月５日 

大和高田市教育委員会 

                                委員長 吉 村 博 一   

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設 

 （１） 施設の名称  大和高田市立図書館 

 （２） 施設の所在地 大和高田市西町１番４５号 

２ 指定管理者となる団体 

 （１） 団体の名称  株式会社図書館流通センター 

            代表取締役 渡辺 太郎 

 （２） 団体の所在地 東京都文京区大塚３丁目１番１号 

３ 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲 

 （１） 管理の基準 

     法令、大和高田市及び大和高田市教育委員会の例規並びに大和高田市立図書館指定管理者

業務要求水準書に定める基準 

教育委員会 
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 （２） 業務の範囲 

   ア 大和高田市立図書館設置条例第３条各号に規定する業務 

   イ 図書館の利用及びその制限に関する業務 

   ウ 図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務 

   エ 前３号に掲げるもののほか、図書館の管理上教育委員会が必要と認める業務 

４ 指定管理者の指定の期間 

  平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までの３年間 

 

教育委員会告示第２７号 

 大和高田市教育委員会１２月定例委員会を下記のとおり招集する。 

  平成２６年１２月１０日 

大和高田市教育委員会 

                                委員長 吉 村 博 一   

記 

日時 平成２６年１２月１５日（月）午後４時 

場所 中央公民館 １階 視聴覚室 

議案 第１号 第３８回大和高田市民マラソン大会実施要項（案）について 

    第２号 後援願いについて 

    第３号 その他 

 

 

 

選挙管理委員会告示第５６号 

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２６年１２月８日 

大和高田市選挙管理委員会 

委員長 西 川 勝 彦   

勝 彦   

１．日 時  平成２６年１２月１４日（日）午前９時 

２．場 所  大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所 ３階 東会議室 

３．議 案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

       第２号 選挙人名簿の選挙時登録について 

       第３号 その他 

 

 

 

農業委員会告示第１４号 

 大和高田市農業委員会１月定例委員会を次のとおり招集する。 

  平成２６年１２月２６日 

                              大和高田市農業委員会 

農業委員会 

選挙管理委員会 
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会長 松 田 榮 義   

日時  平成２７年１月９日（金）午後３時 

場所  市役所 ３階 東会議室 

議案  第１号 農地法第３条第１項について申請の件 

     第２号 農地法第４条規定による申請の件 

第３号 農地法第５条規定による申請の件 

     第４号 農地法第１８条第６項規定について通知の件 

第５号 その他 


